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関する基準を定める条例の一部改正に

ついて

議案第１２号 名寄市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

日程第12 議案第１３号 名寄市在宅老人デイサ

ービスセンター条例の一部改正につい

て

日程第13 議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市スポーツ施設）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場、名寄市

ピヤシリシャンツェ、体育センターピ

ヤシリ・フォレスト）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市大橋地区コミュニティセ

ンター）

議案第１７号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市ゆきわらべ雪冷貯蔵施

設）

議案第１８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連農産物出荷調整利雪

施設）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）

議案第２０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市西部地区集落センター）
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日程第14 議案第２１号 和解について

日程第15 議案第２２号 令和７年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第16 議案第２３号 令和７年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第２４号 令和７年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第１号）

日程第18 議案第２５号 令和７年度名寄市水道

事業会計補正予算（第１号）

日程第19 議案第２６号 令和７年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第２７号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

議案第２８号 名寄市パートタイム会

計年度任用職員の報酬、手当及び費用

弁償に関する条例の一部改正について

議案第２９号 名寄市特別職の職員の

給与に関する条例の一部改正について

議案第３０号 名寄市教育委員会教育

長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正について

議案第３１号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

議案第３２号 名寄市フルタイム会計

年度任用職員の給与に関する条例の一

部改正について

日程第21 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまより令和７年

第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 川 村 幸 栄 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１０日ま

での１４日間としたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１０日までの１４日間と決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和７年第４回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

初めに、本年度の文化賞など、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、「福祉部門」、「障がい者福祉の向上」

で社会福祉法人なよろ陽だまりの会に文化奨励賞

を授与いたしました。

なよろ陽だまりの会は、障がいのある方たちの

「職業」と「生活」を支援することで、「働く喜

び」と「地域で生きる力」を育て、「自ら社会参

加」することで自立した活動を進めていくことを

目的に、平成２６年に設立された法人です。その

活動は、昭和３８年に保護者の会である「名寄手

をつなぐ親の会」が発足したことから始まり、現

在の「名寄心と手をつなぐ育成会」に受け継がれ、

同法人と育成会との両輪で事業を拡大してきまし

た。

法人設立後は、市内８か所にグループホームを

開設し、利用者の自立した生活を支援するほか、

市指定ごみ袋の製造や市内高齢者への配食サービ

スを実施するなど、障がいのある方たちの継続的

な就労の支援のみならず、地域に欠かせない事業

を提供してきました。

こうした長年に渡る実積と、「名寄心と手をつ

なぐ育成会」との協働によって、本市を含む上川

地区の地域福祉の向上に大きく貢献した団体とし

て評価され、今回の受賞に至りました。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、社会福祉、保健衛生、住民運動実践の各分野

で市勢の発展に寄与された１６個人の皆様に功労

表彰を、多額の寄附をいただいた９個人、３８団

体に善行表彰をそれぞれお贈りいたしました。

受賞された皆様には、今後とも本市の発展に御

尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と御

健勝を願っております。

次に、総合計画について申し上げます。

次期総合計画策定に向けては、１０月１５日に

「名寄市総合計画審議会」へ第３次名寄市総合計

画の策定について諮問し、１１月には２回の「市

民ワークショップ」において、本市の現状の課題

や魅力について意見を出し合い、理想の将来像に

ついて議論してきました。

また、各団体や市内の小学生から大学生に対し

ても、各教育機関の御協力をいただきながら、ア

ンケート調査を実施するとともに、意見交換会な

どを実施しました。
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次期計画の策定にあたっては、市民アンケート

の結果などを踏まえ、進めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月１日から、救急搬送時にマイナ保険証を

活用し、傷病者の医療情報を救急隊が確認できる

「マイナ救急」の運用を開始しました。

この取組により、意識障害や付き添いがない場

合でも、救急隊が保険資格情報や薬剤情報などを

迅速に把握でき、より正確な病状確認と救急活動

の質が向上しております。

１０月末までの救急出動件数は１１８件で、こ

のうち「マイナ救急」を活用した事案は２０件で

全体の１７パーセントでした。

現場でのカードリーダーの認証は概ね円滑で、

得られた医療情報は正確に医療機関へ情報伝達が

行われています。

名寄市立大学の公立大学法人化に向けて、可能

な限り早期に広く教職員の理解を得ることを目的

に、９月２４日に名寄市立大学教職員を対象に公

立大学法人制度説明会を開催するとともに、１０

月１日付けで総合政策部内に大学法人化準備室を

設置しました。

また、定款や中期目標・中期計画、人事・給与、

財務全般などを新法人へ円滑に移行することを目

指し、大学や地域関係団体の代表者、有識者など

で組織する「名寄市立大学法人移行推進委員会」

を設置しました。令和９年４月の法人移行に向け

て、国や北海道の指導・助言をいただきながら着

実に準備を進めてまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

本年６月２８日に設立したＮスポーツコミッシ

ョンなよろにおいて、事務局長１人、トレーナー

人材２人が欠員となっていたところでございます

が、１０月１日付け人事異動で本市職員２人を派

遣するとともに、１１月１０日にはトレーナー人

材として地域おこし協力隊１人を採用し、フルメ

ンバーでの活動が始まりました。

スポーツを活用した地域づくりへの貢献を大い

に期待するとともに、将来ビジョンを共有しなが

ら地域と一体となり、スポーツ振興に取り組んで

まいります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、子ども・子育て支援法等の一部を改正

する法律の公布に伴い改正をされた児童福祉法第

３４条の１６第１項の規定に基づき乳児等通園支

援事業の設備及び運営について基準を定めるため、

本条例を制定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

令和７年１１月２７日（木曜日）第４回１２月定例会・第１号
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〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市情報

通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の

一部改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、市民の利便性を向上させるため申請手

続及び施設予約のオンライン化を進めるに当たり、

定義の適用範囲、オンラインによる送付要件の変

更が必要なことから、本条例の一部を改正しよう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市印鑑条例の一部改正についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市印鑑

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、市民の利便性を向上させるため印鑑登

録証明書の申請手続をオンライン化することから、

本条例の一部を改正しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市ピヤシリスキー場条例の一部改正につい

て、議案第５号 名寄市ふうれん望湖台自然公園

条例の一部改正について、議案第６号 名寄市都

市公園条例の一部改正について、以上３件を一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市ピヤ

シリスキー場条例の一部改正について、議案第５
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号 名寄市ふうれん望湖台自然公園条例の一部改

正について及び議案第６号 名寄市都市公園条例

の一部改正について、一括して提案の理由を申し

上げます。

本件は、北海道宿泊税条例が令和８年４月１日

から施行されることに伴い宿泊税の徴収が開始を

されることから、本条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第４号

外２件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第４号外２件の一括採決を行いま

す。

議案第４号外２件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号外２件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 議案第７号

名寄市総合福祉センター条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市総合

福祉センター条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、名寄市総合福祉センター２階、多目的

ホールにおいて本来事業に支障のない範囲で一般

利用者にも開放することから、利用料金、減免規

定等必要な事項を追加をするため、本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第９ 議案第８号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、市民の利便性を向上させるため各種手

数料に係る申請手続のオンライン化に関する規定

を追加することから、本条例の一部を改正しよう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１０ 議案第９

号 名寄市博物館条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市博物

館条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、月曜日が休館日であった名寄市北国博

物館において、祝日の月曜日を開館日とし、翌火

曜日を振替休館日とするため、本条例の一部を改

正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１１ 議案第１

０号 名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、議案第１１号 名寄市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について、議案第１２号 名寄

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について、以上３件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 名寄市放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について、議案第１１

号 名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改

正について及び議案第１２号 名寄市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について、一括して提案の理由を申し

上げます。

本件は、児童福祉法等の一部を改正する法律の

施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関

する内閣府令等が施行されたことに伴い、それぞ

れ法律上従うべき基準及び参酌すべき基準に対応

するため、本条例の一部を改正しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第１０

号外２件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

川村幸栄議員。

〇８番（川村幸栄議員） それでは、１２号の名
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寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について確認をさせて

いただきたいと思います。

提案説明資料の中を見せていただきますと、乳

幼児健康診査の内容が保育所等における健康診断

に相当する場合における当該健康診断の全部また

は一部を省略することができる規定というふうに

説明がありました。本市としては、どういった対

応をされようとしていくのかお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま家庭的

保育事業等の設備、運営に関する基準の乳幼児健

康診査の内容を保育所の資料に基づいて判断がで

きるというような内容ということで、これにつき

ましては国の省令がこういう形で変わっておりま

して、基本的にはそれに私どもとしても従うとい

う形になっております。これに該当する施設につ

きましては、本市が指定する特定施設、１か所今

名寄市内に保育所がございますけれども、そこを

該当させるということで、それ以外の道認可の施

設につきましては同様の文言を北海道の条例にお

いて同様な形で利用するという形で伺っておりま

すので、本市の条例についても道と同じような運

用していくというような形で考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 今確認をさせていただ

いたのは、全部または一部を省略できるというふ

うになっているので、本市としては全部なのか一

部なのか省略するところをどのようにされようと

しているのかお聞かせをいただきたいというふう

に思っているところなのですが。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 条例上でそうい

う形ができるというように規定させていただいて

おりますので、運用についてはそれぞれの形の中

でどのように運用していくかというのはこれから

という形になるかなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 気になりますのは、今

３歳児、５歳児の健康診断の際にいろいろ発達障

がい等々発見されるということで、健診が非常に

重要視されているという状況がありますので、丁

寧な対応をしていただきたいなという思いがあっ

て、お尋ねをさせていただきましたので、ぜひそ

ういった方向で対応していただくように求めて、

終わりたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第１０号外２件の一括採決を行い

ます。

議案第１０号外２件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号外２件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１２ 議案第１

３号 名寄市在宅老人デイサービスセンター条例

の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 名寄市在

宅老人デイサービスセンター条例の一部改正につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市風連在宅老人デイサービスセン



－10－

ターについて、介護人材の不足や登録利用人数の

減少に伴う稼働率の低下及び財政的な課題から従

前どおりの運営が困難であるため、風連地区の介

護サービスの将来的な介護需要を踏まえた持続可

能な介護サービス提供量となるよう、令和８年３

月３１日をもって廃止をするため、本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１３ 議案第１

４号 指定管理者の指定について（名寄市スポー

ツ施設）、議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場、名寄市ピヤシリシ

ャンツェ、体育センターピヤシリ・フォレスト）、

議案第１６号 指定管理者の指定について（名寄

市大橋地区コミュニティセンター）、議案第１７

号 指定管理者の指定について（名寄市ゆきわら

べ雪冷貯蔵施設）、議案第１８号 指定管理者の

指定について（名寄市風連農産物出荷調整利雪施

設）、議案第１９号 指定管理者の指定について

（名寄市東部地区集落センター）、議案第２０号

指定管理者の指定について（名寄市西部地区集

落センター）、以上７件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号から議案第

２０号までの指定管理者の指定について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

議案第１４号及び議案第１５号の名寄市スポー

ツ施設を含む２施設については名寄市公の施設に

係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

による公募による施設であり、議案第１６号から

議案第２０号までの名寄市大橋地区コミュニティ

センターを含む５施設につきましては同条例第５

条第１項第１号による公募によらない施設であり

ます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補

者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補

者の選定を行いましたので、指定管理者の指定を

いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定に基づき議会の議決を求めるものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第１４

号外６件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第１４号外６件の一括採決を行い

ます。

議案第１４号外６件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号外６件は原案のとおり可

令和７年１１月２７日（木曜日）第４回１２月定例会・第１号
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決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１４ 議案第２

１号 和解についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 和解につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、学校管理下の体育の授業中に発生をし

た負傷事故における損害賠償請求事件について、

相手方に解決金として１，２００万円を支払うこ

とにより和解しようとするもので、地方自治法第

９６条第１項第１２号の規定に基づき議会の議決

を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１５ 議案第２

２号 令和７年度名寄市一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 令和７年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ２億５，２２１万９，０００円を追

加をし、予算総額を２９３億４，６２６万３，０

００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして基金積立金１，２２１万８，

０００円の追加は、いただいた寄附金を寄附者の

意向に基づき地域振興基金に積み立てようとする

ものでございます。

３款民生費におきまして社会福祉一般行政経費

１，０２５万８，０００円の追加は、令和６年度

における生活保護費等福祉施策に係る事業費の精

算に伴い国、道への返還金を追加しようとするも

のでございます。

４款衛生費におきまして名寄地区衛生施設事務

組合負担金７，９１０万５，０００円の追加は、

前年度の自己搬入手数料等の確定と一般廃棄物中

間処理施設建設工事の請負契約の変更から生じる

負担金について追加しようとするものでございま

す。

６款農林業費におきまして世代交代円滑化事業

費３３６万３，０００円、農地利用効率化等支援

事業費１，２０６万円、土地改良区決済金等支援

事業費１，８５９万８，０００円、新基本計画実

装・農業構造転換支援事業費７，８７２万円の追

加は、それぞれ農業機械の購入や施設設備の増強、

畑地化に要する経費に対し北海道の補助が採択を

されたことから、補助金を計上しようとするもの

でございます。

また、水利施設等保全高度化事業費（ちえぶん

地区）１，３５０万５，０００円の追加は、国、

道と進める智恵文地区農地整備事業において労務

単価の上昇等により事業費が増加したことから、

必要となる負担金について追加しようとするもの

でございます。
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７款商工費におきまして中小企業特別融資預託

金２，４２０万円の追加は、現在までの申請の状

況から見込まれる不足額を追加しようとするもの

でございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加などに伴う国、道支出金などの特定財源を計上

するほか、前年度繰越金にて収支の調整を図ろう

とするものでございます。

第２表、債務負担行為補正は名寄庁舎環境衛生

管理業務委託料ほか計２７件を追加しようとする

ものであり、第３表、地方債補正は廃棄物中間処

理施設整備事業ほか計２件について限度額の変更

をしようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１６ 議案第２

３号 令和７年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２３号 令和７年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ５２万９，０００円を追加をし、予

算総額を２９億２，４４６万１，０００円にしよ

うとするものでございます。

歳出におきまして６款諸支出金５２万９，００

０円の追加は、令和６年度介護給付費負担金の精

算に伴う返還金を追加しようとするものであり、

歳入におきましては前年度繰越金を追加をし、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１７ 議案第２

４号 令和７年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２４号 令和７年

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの
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で、消防用設備点検委託料ほか計１０件を追加し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１８ 議案第２

５号 令和７年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２５号 令和７年

度名寄市水道事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、水質検査業務の一部を外部委託

することに伴う債務負担行為の設定を行うもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１９ 議案第２

６号 令和７年度名寄市下水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２６号 令和７年

度名寄市下水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、大規模下水道管路特別重点調査

事業に要する国庫補助金や委託料及び起債の目的

等の追加のほか、債務負担行為の追加等について

補正をしようとするものでございます。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

下水道事業収益では、国庫補助金１，２９４万９，

０００円の追加により総額を１２億５，９３９万

円にしようとするものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

下水道事業費用では営業費用について管渠費２，

５８９万８，０００円、処理場費７５３万５，０

００円を追加し、総額を１２億２，３１０万９，

０００円にしようとするものでございます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入では企業債１８０万円を追加し、総額

を６億３１１万８，０００円にしようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。



－14－

令和７年１１月２７日（木曜日）第４回１２月定例会・第１号

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２０ 議案第２

７号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について、議案第２８号

名寄市パートタイム会計年度任用職員の報酬、

手当及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

て、議案第２９号 名寄市特別職の職員の給与に

関する条例の一部改正について、議案第３０号

名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他

の勤務条件に関する条例の一部改正について、議

案第３１号 名寄市職員の給与に関する条例の一

部改正について、議案第３２号 名寄市フルタイ

ム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改

正について、以上６件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 名寄市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について、議案第２８号 名寄市パート

タイム会計年度任用職員の報酬、手当及び費用弁

償に関する条例の一部改正について、議案第２９

号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一

部改正について、議案第３０号 名寄市教育委員

会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の一部改正について、議案第３１号 名

寄市職員の給与に関する条例の一部改正について、

議案第３２号 名寄市フルタイム会計年度任用職

員の給与に関する条例の一部改正について、一括

して提案の理由を申し上げます。

本件は、本年８月７日付人事院勧告に基づき、

国家公務員の給与改定が実施されることに伴い、

名寄市職員及び会計年度任用職員の給与並びに議

員及び特別職の期末手当の額について同様の措置

を講ずるため、関係条例を改正しようとするもの

でございます。

なお、議員報酬及び特別職の期末手当の改定に

つきましては、名寄市特別職報酬等審議会からの

一般職員に準じて改定を行うことが適当であると

の答申に基づき当該条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第２７

号外５件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第２７号外５件の一括採決を行い

ます。

議案第２７号外５件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号外５件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２１ 諮問第１
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号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市では８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、令和８年３月３１日付で西條知

加子氏が任期満了となります。

本件は、西條氏を再度候補者として推薦をいた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

〇議長（山田典幸議員） お諮りします。

議事の都合により、明日１１月２８日から１２

月７日までの１０日間を休会といたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、明日１１月２８日から１２月７日まで

の１０日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午前１０時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 川 孝 義
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開議 令和７年１２月８日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和７年１２月８日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 清 水 一 夫 議員

９番 佐 藤 靖 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

令和８年度予算編成に向けて外１件を、東川孝

義議員。

〇１４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い、

大項目２点について順次質問してまいります。

大項目の１番目、令和８年度予算編成に向けて

伺います。小項目の１番目、令和８年度予算編成

の基本的な考え方について。令和８年度の予算編

成は、１１月１日の市長訓令に基づき具体的な編

成作業が進められていると思います。令和８年度

予算編成においては、名寄市総合計画（第２次）

が最終年度を迎えること、加えて令和８年度は市

長選挙で骨格予算とはなりますが、全体事業量を

把握する必要があるため通年ベースでの予算要求

とされております。また、具体的な編成に向けて

は、前例にとらわれない大胆な見直しにより一般

財源ベースで５億円削減の目標も掲げられており

ます。そこで、令和７年度行政評価結果報告書に

よると、評価対象事業５４事業のうちＣ評価９事

業、Ｄ評価２事業となっており、Ｃ、Ｄ事業は全

体の２０％となっております。この評価結果をど

のように受け止め、次年度以降の取組にどのよう

に反映をされていくのかお伺いをいたします。

小項目の２番目、行財政改革の具体的な施策推

進に向けて。令和８年度の予算編成の柱の一つと

して、徹底的な行財政改革に努めるとされており、

具体的な目指す姿として選択と集中の実質化を念

頭に、１つ、人材育成改革、２つ、財政改革、３

つ、事業選択改革が掲げられております。行財政

改革を進める上で人口推移の把握は重要であり、

近隣の市町村に比べ減少幅は少ないものの、まち

・ひと・しごと創生人口ビジョンを下回っており、

人口減少は大きな課題であります。そこで、具体

的な項目であります人材育成では、今までの教育

研修を含めてメンタルな部分が多いと思いますが、

職員の採用を含めた今後の考え方について、また

財政改革において財源確保はもちろんのこと、公

共施設の統廃合、利用料金、補助金、負担金など

多岐にわたりますが、令和８年度で取り組むべき

考え方について、事業選択改革では次期の総合計

画との関連性が大きいとは思いますが、事業の統

廃合、業務改善、市民サービスなど具体的な考え

方についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、集中的重点事項の具体

的な施策について。令和８年度予算編成に向けて

初めて３点の集中的事項が明示をされております。

重点事項の具体的項目は、１つ、地の利を生かし

た付加価値の高い産業の誘致、育成、２つ、人を

育て人が集まる教育、文化の創造、３つ、さらな

るＤＸの推進であります。いずれの項目も予算編

成において重要な内容であると考えますが、具体

的には組織を横断し、部署間の連携を密にした検

討を行うとされております。そこで、項目ごとに

事業の優先順位をつけながら検討が進められてい

ると思いますが、先ほどの３項目について継続性

が必要な事業、見直しを進めなければならない事

業についての基本的な考え方についてお伺いをい

たします。

次に、大項目の２番目、名寄市総合計画（第３

次）策定に向けて伺います。小項目の１番目、名

寄市総合計画（第２次）後期計画の進捗状況につ
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いて。名寄市総合計画（第２次）は、平成２９年

度より前期２か年、中期４か年、後期４か年の１

０年間にわたって進められ、残り１年間となりま

した。具体的には、５つの基本目標と４つの重点

プロジェクトに基づき推進されてきたと理解をし

ております。後期計画は、令和８年度の１年間を

残しておりますが、名寄市総合計画（第３次）を

策定するに当たり名寄市総合計画（第２次）の進

捗についてしっかりと検証しておくことが重要で

あると考えます。そこで、当初計画との人口推移、

財政状況、４つのプロジェクトにおける成果並び

に実施計画における事業費の推移についてお伺い

をいたします。

次に、小項目の２番目、名寄市総合計画（第３

次）策定の基本姿勢の考え方について。令和９年

度からスタートする名寄市総合計画（第３次）の

策定作業が始まり、今回の計画は市長任期と連動

させるため、前期、後期計画それぞれ４年間で、

全体の計画期間は８年間で設定をされております。

地方自治体を取り巻く環境は、人口減少や少子化、

経済を支える担い手不足、働き方改革や人々の価

値観やライフスタイルの多様化により市民の求め

るニーズも変化をしてきております。今回の策定

に当たり、市民アンケート、ワークショップも既

に開始をされており、市民意見の反映では市内小

中学校及び高校生、大学生からの意見聴取、さら

には市民と若手職員とのワークショップで１０年

後のまちづくりで大切にしたい将来像を検討する

上で期待される取組であると考えます。そこで、

計画に当たっての基本姿勢で５点の方針が示され

ており、市民参加の中でまちづくりのアンケート

に加えてウェルビーイングのアンケートも実施を

されております。今回実施のウェルビーイングの

アンケートの目的とその活用を総合計画にどのよ

うな整合性を持たせていくのかお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の３番目、次期市長選挙出馬の考

え方についてお伺いをいたします。名寄市長選挙

を来年４月に控え、加藤市長の４期１６年間の実

績と卓越した人脈と行動力を高く評価をしており

ます。４期目は、新型コロナウイルス感染症の対

応と適切な経済対策、名寄市総合計画（第２次）

の施策推進に向けて着実な実績を築いていただき

ました。現在名寄市総合計画（第３次）の検討が

行われており、具体的な施策推進並びに名寄市が

目指すまちづくりに向けて加藤市長の手腕とリー

ダーシップを大いに期待をしており、次期市長選

挙出馬に向けての考え方についてお伺いをいたし

ます。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おはようござい

ます。東川議員から大項目で２点御質問いただき

ました。大項目１の小項目１と大項目２の小項目

１と２は私から、大項目１の小項目２と３は総務

部長から、大項目２の小項目３は後ほど市長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

初めに、大項目１、令和８年度予算編成に向け

て、小項目１、令和８年度予算編成の基本的な考

え方についてお答えいたします。令和８年度予算

編成につきましては、令和７年６月に閣議決定さ

れました経済財政運営と改革の基本方針２０２５、

いわゆる骨太の方針、また経済、物価動向等を適

切に反映するとした令和８年度予算の概算要求に

当たっての基本的な方針についてなど国の動向を

注視するとともに、令和８年度予算編成において

は非常に厳しい本市の財政状況の下、最終年度を

迎える総合計画に掲げた重点プロジェクトや各種

計画の目標達成に向けた事業を着実に推進するた

め、大きく３点の基本的な考え方に基づき予算編

成に当たるよう市長から訓令が発出されたところ

です。

御質問の行政評価については、名寄市総合計画

（第２次）後期実施計画１６０事業を４年間で評

価するとしており、令和７年度は５４事業を対象
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とし、１次評価、ワーキンググループ、外部評価、

２次評価を経て最終評価としております。行政評

価は、担当部局が作成した調書を用いて事業の実

績、成果等に基づき、妥当性、有効性、効率性、

公平性、達成度を項目ごとに評価しております。

評価基準として、Ａ評価は現状のまま継続、Ｂ評

価は進め方を改善、Ｃ評価は規模、内容の見直し

を検討、Ｄ評価は抜本的な見直し、廃止、縮小と

しており、令和７年度の評価結果はＡ評価が４１

事業、Ｂ評価が２事業、Ｃ評価が９事業、Ｄ評価

が２事業となりました。なお、後期実施計画から

廃止となった１事業を除き、令和６年度Ｃまたは

Ｄ評価事業が本年度再評価により５事業がＡまた

はＢ評価へと改善されております。また、対象と

した５４事業のうち２４事業を総合計画審議委員

による外部評価において議論いただいたところ、

成果指標に対する達成度、いわゆるＫＰＩにより

総合評価がＣまたはＤ評価となっている事業が多

く見られ、事業評価として適切に判断できていな

いのではという意見もいただいております。この

ことから、名寄市総合計画（第２次）最終年度と

なる来年度は、目標達成に向けて今回の行政評価

結果並びに外部委員からの御意見を踏まえて効果

的で効率的な行政サービスの提供と市政における

透明性の確保に努めてまいります。

次に、大項目２、名寄市総合計画（第３次）策

定に向けて、小項目１、名寄市総合計画（第２

次）後期計画の進捗状況についてお答えいたしま

す。名寄市総合計画（第２次）は、平成２９年度

から令和８年度までの１０年間を計画期間とし、

３つの基本理念と将来像、５つの基本目標と４つ

の重点プロジェクトを設定し、取組を推進してま

いりました。令和９年度から始まる名寄市総合計

画（第３次）に当たっては、本年度から策定作業

を開始したところであり、名寄市総合計画（第２

次）の進捗状況についても検証を行ってきたとこ

ろであります。人口の推移につきましては、名寄

市総合計画（第２次）を策定した平成２９年１０

月の人口が２万８，０４４人に対し、令和７年１

０月は２万４，２９７人となっており、８年間で

３，７４７人の減少となりました。また、まち・

ひと・しごと創生人口ビジョンにおいても令和７

年の人口に目標設定した２万５，３９８人から１，

１０１人下回る結果でありました。この要因の一

つには、令和３年の王子マテリア名寄工場の撤退

が大きな影響を受けていると考えております。

次に、財政状況ですが、普通会計では平成２８

年度の歳出決算額が２３４億１，０００万円、令

和６年度が２５７億９，０００万円となっており、

令和４年度以降は物価や人件費の高騰により様々

な経費が増加となっています。また、基金の推移

では、平成２９年度に９４億３，２００万円であ

った基金残高が令和７年９月現在で５７億６，５

００万円となり、厳しい財政状況となってきてお

ります。

次に、４つの重点プロジェクトにおける成果に

ついてでありますが、重点プロジェクトは基本計

画の期間内における主要な取組として、複数の基

本目標にわたり施策間連携を図ることで一層効果

が発揮される取組として選定し、成果指標を定め

ながら進めてまいりました。１つ目に、経済元気

化プロジェクトの取組として、住宅改修費用の一

部助成や電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａの導入、農業

分野においては市外からの新規参入者が中期計画

内ではゼロ名でしたが、後期計画内では既に２名

となっております。２つ目に、安心子育てプロジ

ェクトでは、屋内の遊び場にこにこランドの整備

や認定こども園あいあいの開園による待機児童の

解消、乳幼児等医療費の助成対象拡大による経済

的負担の軽減、開業医への助成事業実施による成

果が挙げられます。３つ目に、冬季スポーツ拠点

化プロジェクトでは、Ｎスポーツコミッションな

よろの設立や全国規模の競技会の誘致などスポー

ツ合宿、大会による経済効果が大きく、数字とし

て成果に表れております。令和５年度の後期基本

計画から新たに追加した生涯活躍プロジェクトで
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は、地域連携推進事業補助金の実施や外国人材の

確保に向けた受入れ態勢の構築、部活動改革の推

進などの取組のほか、市民講座への参加者数も増

加しているなど成果がありました。

次に、実施計画における事業費の推移ですが、

前期基本計画の２年間において当初２７７事業を

登載し、事業費は１６５億５，６０５万円、重点

プロジェクトに関しては９８事業で、事業費は４

７億３，４２７万円でありました。中期基本計画

の４年間においては、当初１７７事業を登載し、

事業費では２５０億９，２７７万円、重点プロジ

ェクトに関しては５６事業で、事業費は１０６億

２，２２８万円でありました。後期基本計画の４

年間では、当初１４５事業を登載し、事業費は３

６０億７，９３３万円、重点プロジェクトに関し

ては令和７年度ローリング調整後９４事業で、事

業費は１２６億６，９００万円となったところで

す。実施計画は、毎年度ローリングを実施するな

ど進捗管理を行いながら進めてまいりましたが、

中期計画期間には新型コロナウイルス感染症の影

響を大きく受け、これらの社会情勢等を踏まえて

事業費の増減もあったところであります。後期計

画が残すところ１年３か月となりました。今後も

引き続き各事業の進捗状況も確認しながら、目標

達成に向けて推進してまいります。

次に、小項目２、名寄市総合計画（第３次）策

定の基本姿勢の考え方についてお答えいたします。

名寄市総合計画（第３次）の策定に当たっては、

市民参加の促進、社会経済情勢の変化への対応、

地域資源の活用、分かりやすさと実効性の確保、

ウェルビーイングの向上を目指す計画づくりの５

つの基本姿勢を掲げ、進めていくことといたしま

した。ウェルビーイングにつきましては、身体的、

精神的、社会的に良好な状態であることを意味す

る概念で、広義の幸福、多面的な幸せを表すもの

であります。昨今各自治体や教育分野等において

も取り入れられるケースが増えてきており、総合

計画においても施策を推進していく上で重要な考

え方であると判断したことから、これまでのまち

づくりアンケートに加え、新たにウェルビーイン

グアンケートも実施し、市民の幸福度、暮らしや

すさについて調査をしていくこととしました。ウ

ェルビーイングの指標の一つとして、デジタル庁

において各自治体の客観的データが示されていま

す。客観的データにつきましては、各分野におけ

る人口に対する病院や学校、公園、飲食店の数、

歩道の整備率、事故の発生率などを基に点数化さ

れたものであり、各自治体とも比較することがで

きるものとなっております。今回このアンケート

において各分野における幸福度を市民の皆様に直

接意見聴取することで主観的データを取得するこ

とができますので、国が示す客観的データと市民

の民意による主観的データを重ね合わせ、各分野

における幸福感を可視化できるものと考えており

ます。このことから、どの分野の幸福度が高いの

か低いのか、またギャップが生じているかなど見

えてくると思います。市民の主観的幸福度や満足

度の傾向を分析し、健康、福祉、教育などの関連

分野ごとに課題と強みを整理し、総合計画の基本

目標及び施策体系に反映させるなどウェルビーイ

ングアンケート結果との整合性を図り、市民の幸

福度向上に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 私からは、大項目１、

令和８年度予算編成に向けて、小項目２、行財政

改革の具体的な施策推進に向けてについて申し上

げます。

本市においては、少子高齢化、人口減少に直面

し、市税や地方交付税などの一般財源収入の大幅

な伸びは見込めない状況であり、物価高騰や人件

費の増加、社会保障施策に要する経費の増加など

財政面において厳しい状況に置かれています。そ

のため、本年７月の行財政改革推進実施本部会議

において名寄市の行財政改革の目指すべき姿とし
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て人材育成改革、財政改革、事業選択改革による

選択と集中の実質化を目指すとともに、具体的数

値目標として令和８年度予算における一般財源ベ

ースで５億円の削減を目標に掲げたところです。

目指すべき姿のうち人材育成改革においては、本

市では平成２２年に策定した新名寄市人材育成基

本方針に基づき人材の育成に努めておりますが、

令和５年１２月に国から新たな指針が示されたこ

とから、行革実施本部所管委員会において求めら

れる職員像を明確にし、人材育成、人材確保、職

場環境の改善などについて議論を進め、今年度末

までに（仮称）名寄市人材育成・確保基本方針を

策定する予定であります。また、職員採用につい

ては、生産年齢人口の減少、民間企業の給与、福

利厚生面の向上、公務員人気の低迷など過去に比

べ状況が大きく変化している中、一般事務職につ

いては今のところ一定数の確保はできてはいるも

のの、保健師、保育教諭、土木技師などの専門職

については応募者数も少ない状況であり、今後さ

らに人材確保が厳しくなると考えています。その

ため、これまでの対策としては、多くの民間企業

や公的機関で導入されている試験ＳＰＩの導入や

全国各地でのテストセンターでの受験対応、保健

師については筆記試験を廃止するなど受験しやす

い体制といたしました。また、学校訪問や就職説

明会への参加、インターンシップ受入れを積極的

に行い、学校や学生とのつながりを深めていると

ころであります。

次に、財政改革、事業選択改革については、市

長からも前例にとらわれない大胆な見直し、様々

な視点から事業を再検討するよう指示が出されて

おり、集中すべき事業や事業の廃止、縮小、統合

などについて行革実施本部所管委員会にて検討、

協議を進めているところです。さらには、本市が

支出する負担金、補助金及び交付金について社会

情勢や市民ニーズ、本市を取り巻く環境の変化な

どを鑑み、公益性や有効性等について検証を行い、

今後その検証結果に基づき協議を進めていこうと

考えております。また、老朽化が進行している多

くの公共施設へのアプローチとして、今後の公共

施設の維持管理、統廃合や利用料金の見直しなど

今後の公共施設の在り方を考える検討材料となる

よう、建物情報、利用状況、コスト情報、管理運

営状況などを調査し、公共施設データベースとし

て見える化を図ったところであります。現在次年

度の予算編成作業を進めているところですが、こ

うした行財政改革の着実な取組により限られた財

政的、人的リソースを最大限に活用し、持続可能

なまちづくりを推進してまいります。

次に、小項目３、集中的重点事項の具体的な施

策についてお答えいたします。令和８年度の予算

編成については、国の動向を注視するとともに、

直近の決算状況や令和７年度当初予算での編成状

況など本市の財政状況を十分に認識した上で総合

計画に掲げた将来像の実現のため、大きく３点の

基本的な考え方に基づき予算編成に当たるよう市

長から訓令が発出されました。特に今回の訓令で

は、厳しい財政状況下において要求される事業の

全てを実施することは困難であり、どの事業に集

中して取り組むかが非常に重要となってくること

から、３つの集中的重点事項についても示された

ところです。集中的重点事項の１つ目として、地

の利を生かした付加価値の高い産業の誘致、育成

においては、本市の気候風土や古くからの交通の

要衝であり、上川北部の中核を担ってきた歴史的

背景を踏まえ、基幹産業である農業をはじめとす

る様々な産業の誘致、育成を進めるとともに、労

働力確保対策や担い手育成支援など喫緊の課題で

ある人材不足の解消や持続可能な経済の充実に向

けた事業を進めていく必要があると考えておりま

す。２つ目の人を育て人が集まる教育、文化の創

造においては、Ｎスポーツコミッションなよろを

核としたスポーツを通じた地域活性化、英語教育

の強化によるグローバル社会に力強く対応できる

人づくり、様々な文化活動や文化の力による地域

活性化などに対する施策の展開をはじめ、名寄市
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立大学の独立行政法人化移行の取組による大学の

力を活用したまちづくりなど時代を切り開く人を

育て、そのことにより将来的に人が集まり、ウェ

ルビーイングの充実につながる施策の推進が必要

と考えております。３つ目のさらなるＤＸの推進

では、市民サービスオンライン化事業の取組やＤ

Ｘ活用による業務の効率化を図る施策の展開が必

要であると考えているところでございます。こう

した基本的な考え方に基づき、市民の皆さんが幸

せとなるよう、既成概念にとらわれることなく、

しっかりと議論を重ね、将来の名寄市を見据えた

予算編成に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。確認も含めて再質問させていただ

きたいというふうに思います。

令和８年度予算編成に向けて、小項目１点目、

令和８年度予算編成の基本的な考え方について、

特に行政評価について御答弁をいただきました。

行政評価の基準等についての御答弁もいただいた

ところです。その中でＣ、Ｄ事業ということで、

Ｃは規模、内容の見直し、Ｄは抜本的な見直しと

いうことで、この中で今回行政評価の中でＣの評

価基準、いわゆる規模、内容の見直しの視点とい

うことで名寄ピヤシリシャンツェ整備事業、これ

についてお聞きをしたいというふうに思います。

成果目標あるいは成果実績、これについては令和

６年度目標７に対して実績９、１次評価から２次

評価まで有効性、達成度は４と高い評価になって

おります。ただ、妥当性、公平性、先ほど部長の

答弁にありましたけれども、これは評価が下がっ

ております。というのは、この要因というのはや

っぱり施設全体の老朽化だとか、あるいは競技に

おける施設の安全性に課題があるのではないかな

というふうにも思います。一方、公平性という視

点からいうと、市民の利用が少なくて維持コスト

がかかりますけれども、市内の経済効果について

は非常にある施設ではないかなというふうに思っ

ております。令和８年度予算、先ほどもお話をさ

せていただいたように５億円削減ということで非

常に厳しい編成作業が行われておりますけれども、

経済元気化、冬季スポーツ重点プロジェクトの一

つであります名寄ピヤシリシャンツェ整備事業、

今後どのように進めていこうとされているのか、

改めてお伺いをいたします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ピヤシリシャン

ツェの今後の考え方ということですけれども、こ

ちら行政評価対象になっているということで当然

我々いわゆるローリング台帳というものにも登載

をさせていただいておりまして、議員御承知のと

おりかなりの大型投資につながる事業となってお

りますので、特定財源の確保がやはり一番大きな

課題と認識しているのと併せて市民の皆様の理解

や整備への盛り上がりも欠かせない要素であるか

なというふうに考えております。実際今年の行政

評価においてもこの施設を維持していることで大

会や合宿等誘致できていて、そこの１年間の経済

効果が産業連関表試算になるのですが、年間で約

１億円程度という結果も出てきているところであ

りまして、スポーツ振興というよりは経済活性化

の施設として行政評価の中でも一定程度評価をさ

れていたというところでございまして、外部委員、

いわゆる総計審議委員の皆様方の外部評価でも整

備に向けては前向きな御意見もいただいていると

ころでございます。先ほど冒頭申し上げた課題も

含めて、今後も整備が実現可能なレベルの事業と

なるように我々としてもしっかり研究を続けてい

きたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 当然大型な投資にな

るというふうなことでの今御答弁、特定財源等を

含めながらというふうなこと、一方では市内への
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経済効果も非常に高いですよというふうな外部評

価、実際に数字も出ていると。具体的には、市民

の理解だとか、あるいは盛り上がりもその中では

必要になってくるというような御答弁もあったか

というふうに思います。本当に経済効果１億円と

いうことで、最近全国的に降雪量非常に少なくな

ってきて名寄ピヤシリシャンツェを利用したいろ

んな大会非常に多くなってきているのかなという

ふうに思っております。来年２月には高校総体、

下旬には中学生のインカレ、また３月にはジュニ

アオリンピックというふうなことでスポーツ合宿

だとか、あるいはインバウンドの利用というのも

非常に多くなってきているのかなというふうに思

います。先ほどお話もありましたこれだけ人が入

ってくるということになると、交流人口だとか宿

泊あるいは飲食業を中心に地域経済に非常に大き

な好循環をもたらすスポーツ拠点化の象徴的な施

設の一つではないのかなというふうにも思ってお

ります。以前にもスキー場を含めた各施設、非常

に名寄のところはポテンシャルが高いというふう

なお話も聞いております。当然地域政策との兼ね

合いもあるとは思いますけれども、足元マーケッ

トを大切にしながら今後対応を進めていくという

のも非常に大切ではないのかなというふうに思い

ますけれども、改めて今御答弁いただきましたけ

れども、今後の施設整備についての考え方につい

てお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ここ近年の冬季

スポーツの状況を見てみますと、一定程度インカ

レであったり、全国規模で開催地が回されている

状況ですけれども、なかなか昨年の状況を見ると、

本州地域でインカレ開催している会場の状況写真

を見ますと雪を寄せ集めなければできないような

状況というのがここ数年出てきているということ

ですので、やはり雪がある地域の財産というか、

そういったものをしっかりと生かしていけるよう

な、そういう誘致も含めて非常に地域経済活性化

のためには大切な視点だというふうに考えており

ますので、しっかりといろいろな手法、今までに

ないような手法も含めて特定財源の確保、しっか

りとここは我々もアンテナ張りながら動かしてい

ただいて、そして改めて市民の皆様にもこういっ

た効果がある施設なのだといったことも周知も含

めて前向きに進めていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 今年の３点目の予算

の集中的重点事項の基本的な政策の中でも地の利

を生かした付加価値の高い産業の誘致、育成とい

うふうにも示されております。いずれにしても、

令和８年度厳しい予算編成になりますけれども、

将来を見据えて今後の設備投資に対するリターン

とリスクのバランス等も考慮していただきながら

関係団体とも十分協議の上、検討をお願いを申し

上げたいというふうに思います。

次に、小項目の２番目、行財政改革の具体的な

施策推進についてということで先ほど総務部長の

ほうから御答弁をいただきました。選択と集中の

実質化を念頭にということで３点の考え方につい

てそれぞれ御答弁をいただきました。人材育成改

革、財政改革、事業選択というふうなことで、特

に人材育成については名寄市人材育成確保事業等

を進めていくというふうなことで、今事務部門に

ついては一定程度確保できているけれども、専門

職については非常にまだ不足の状況にあるという

ふうなこと、財政改革等については行革推進本部

で負担金、補助金等についても公益性、有効性を

含めながら検討を加えていくというふうなこと、

それから事業の選択改革では公共施設等利用状況、

コスト、建物と今後見える化をしながらそれぞれ

周知をしていくというふうな御答弁があったかと

いうふうに思います。公共施設等、先ほど壇上で

もお話を申し上げましたけれども、人口という問

題が大きく起因をしてくるのかなというふうに思

います。名寄市、平成１８年に旧風連町と合併し
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てちょうど２０年になります。合併当初の人口は

３万１，２１２人、令和７年１０月末時点では２

万４，２３９人で２２．３％減少しております。

この減少の大きな要因、先ほど御答弁でもありま

したけれども、王子マテリア名寄工場の閉鎖、こ

れについては関連企業も含めて社会減という中で

は非常に大きな影響を与えたのかなというふうに

思っております。人口減少の要因には、今お話も

ちょっとさせていただきました死亡数と出生数の

差による自然増減と流出数と流入数の差による社

会増減、この２つの側面ありますけれども、名寄

市は先ほどの王子マテリアを除いてやはり自然減

が大きく影響しているのではないのかなというふ

うにも思われております。今後持続可能なまちづ

くりを進めていくというためには、合併以降の人

口動態を冷静に判断して公共施設等、一時的には

不都合が生ずる部分もあるとは思いますけれども、

将来を見据えながら市民との合意形成によりまし

て既存の公共施設の集約、統廃合等積極的に進め

ていくというふうに思いますけれども、今後の考

え方についてお伺いをいたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 今東川議員のほうか

らは、合併以降御紹介もいただきました人口が２

２．３％減少している中における公共施設の考え

方についてということでいただいたかなというふ

うに思っています。さきの議員協議会の中でもお

話しさせてもらっていますけれども、名寄市の財

政的課題というところの一つとして、公共施設の

今後の老朽化への対応というところが大きな課題

になるということでお話もさせていただいており

ます。改めて御紹介させていただきますけれども、

本市の公共施設というのは建設後３０年以上たっ

ている施設というものが全体の６１％になって老

朽化がかなり進行しているというような状況にな

っているところでございます。施設のみならずイ

ンフラのほうも、道路ですとか上下水道ですとか

橋梁といったものもそれぞれ年数がたっているも

のも非常に多くなってきておりまして、そこにか

けていく整備に係るお金というところもこれから

は１つ大きな課題になってきているというふうに

思っています。議員お話ししたとおり、合併して

から２０年間たっておりますけれども、施設の統

廃合というところが正直あまり進んでいないのも

事実でございまして、ここについてはこれから年

齢構造の変化ですとか、施設用途の類似性なども

よく考慮させていただきながら、様々な条件を整

理しながら施設の在り方については検討していく

必要があるかなというふうに考えているところで

ございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 公共施設、３０年以

上たっている施設が全体の６１％あるというふう

な、非常に老朽化が進んでいるというふうな御答

弁でありました。公共施設等の総合管理計画、こ

れ平成２８年度から令和１７年度までの２０年間

で公共施設の総延べ床面積を１３％削減をしてい

くというふうに方針が示されております。令和７

年度では、平成２８年度から約９年間、あと残り

１１年間という形になりますけれども、令和６年

度末の公共施設床面積の実態、それと計画当初の

縮減率の差についてお伺いをしたいというふうに

思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 令和６年度には、旧

智恵文小学校の校舎の解体ですとか、瑞生団地と

か北栄団地の解体、さらには認定こども園に統合

されました南保育所ですとか西保育所の解体など

も行わせていただいたのですけれども、今御質問

いただきました公共施設等総合管理計画、１３％

縮減という目標を掲げている中において令和６年

度末においては１．２％縮減ということで、１３

から１．２引くので、約１０％近くがまだ残って

いるというような形になっているかなというふう

に思っています。財源の確保がなかなか難しいと
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いうところもあって、なかなか施設の取壊しが進

んでいないというところが大きな現状なのかなと

いうふうに考えているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 令和５年度末で０．

８７、令和６年度で１．２ということであれば、

本当に今総務部長御答弁あったように進んでいな

いのかなというふうに理解をさせていただきまし

た。先ほども申し上げましたけれども、公共施設

の利用等については先ほど御答弁でもありました

利用状況、コスト等をしっかり見える化して今度

お知らせをしていくというようなお話もありまし

たけれども、人口推移と利用状況、この辺もしっ

かり確認をしていただきながら、既得権だとか既

成概念だとかというふうにとらわれないで公共施

設の集約、統合再編、廃止だとか縮小、当初この

計画にありますように総延べ床面積の縮減という

ふうなことはやはり将来に向けての負担を軽減を

していけるというふうにも思いますので、この辺

の考え方、令和８年度でどこまで取組を進めてい

かれるのか、今の時点では先ほど御答弁あった内

容だというふうに思いますので、改めてお聞きは

しませんけれども、しっかりと取組を進めていた

だきたいというふうに思います。

続いて、集中的重点事項の具体的な施策という

ことで先ほど３点の考え方についてそれぞれお聞

きをいたしました。今それぞれ計画を進められて

いるというふうに思いますので、個々の内容につ

いては改めて再質問しませんけれども、いずれに

しても令和８年度は名寄市総合計画（第２次）最

終年度でございます。これまで残された事業等に

ついての積極的な取組について踏み込んだ施策を

お願いを申し上げて、次の質問に移らせていただ

きたいというふうに思います。

次に、名寄市総合計画（第３次）策定に向けて

ということで３点お聞きをさせていただきました。

１点目は名寄市総合計画（第２次）後期計画の進

捗ということでお聞きをしました。それぞれ内容

について、特にこの中の人口の推移であるとか歳

入歳出、それぞれ今までの成果等について、４点

の重点プロジェクトについても報告をいただいた

ところであります。この中でそれぞれ前期、中期、

後期で予算に対しての実績と今の動きについて御

答弁をいただきましたけれども、後期実施計画で

大きな変動があった事業としては市立総合病院の

手術室１１億円だとか、あるいは名寄東中学校２

６億円だとか、子育て支援、恐らくこの辺が非常

に大きく上回ったと思います。総合計画の全体を

検証する指標で行政評価と成果指標、これで示さ

れておりますけれども、行政評価の加重平均で前

期が９８．４％、中期は８９．８、これは当然コ

ロナの影響もあったというふうに思いますけれど

も、後期計画もあと１年を残して今のところ８７

％というふうな実績になっておりますけれども、

最終的な見通しどのように考えておられるのかお

聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 名寄市総合計画

（第２次）の着地点の位置ということだと思いま

すけれども、そこの達成についてはそもそも指標

であるＫＰＩに対してどの程度達成しているかと

いうのが主な評価対象になってくるのかなと思い

ます。我々としては、評価としては数字が上がる

べき取組を当然続けておりますけれども、行政評

価の観点でいいますと、現総合計画の主要施策、

効率的な行政運営、この中で行政評価のＡ評価以

外の評価を受けた本数というのが実は目標に立て

ております。これは、いかにＡ評価をもらうとい

うことよりは、改善しなければならないポイント

をちゃんと職員が見いだしていけているかといっ

たところが重要だよねという、そんな目標を立て

ているところであります。我々行政評価を担当し

ている総合政策部としては、全てＡ評価を目指す

姿勢ではなくて、課題や改善を見つけてよりよい

事業へ成長させていけることが最も重要と考えて
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おりますので、達成についても１００が全てでは

ないというか、１００にするためにいかに今現状

満足せずにどんな課題を抱えてまだ成長するとこ

ろを見いだしていけるかといったところも非常に

重要な視点かなというふうに考えておりますので、

今回も外部評価でＡ評価以外の評価でも内容的に

はＡ評価でいいのではないのかと言っていただけ

るような事業もありましたけれども、改善の意識

を持って名寄市総合計画（第２次）期間をしっか

り完走させていただいて、そして次の名寄市総合

計画（第３次）へとつなげていきたいというふう

に考えておりますので、内容的には点数も大事で

すけれども、より市民の皆さん方が充実したねっ

て言っていただけるような改善をしていけるよう

に引き続き継続して取り組んでまいりたいと考え

ております。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） ＫＰＩの数字でしっ

かり評価結果が見えるという中で、一方ではその

数字も大切にしながらいろんな課題について取り

組み、改善意識を持って進めていくというふうな

ことで立てた目標でありますので、できるだけ両

方兼ね合わせた中で今後最終的な数値に向けて進

めていただければなというふうに思います。

２点目の今回ウェルビーイングの考え方、先ほ

ど答弁いただきました。ただ、正直言って今回ア

ンケート等も実施もしていただいていると思いま

す。実際にウェルビーイング、先ほど地域幸福度

というふうなことでお話もあったというふうに、

アンケート、ただ正直、市民の方ウェルビーイン

グという言葉自体が何だろうというふうな部分、

理解が恐らく、聞かれたときには私も分からない

知識の中でやり取りもさせてもらうのです。この

辺の周知、認知というのが非常に大切なのかなと。

取組自体は、非常にいい取組だと思うのですけれ

ども、やはり市民の方に理解をしていただく、そ

ういう認知、情報の伝達というのも非常に大切か

なと思っておりますので、今回初めて取り組まれ

るこのウェルビーイング、市民の方に理解をして

いただくような取組をさらに深めていただくよう

にお願いを申し上げておきたいというふうに思い

ます。

３点目、次期市長選挙の出馬の考え方というこ

とで冒頭壇上でお話をさせていただきました。改

めて加藤市長より４期１６年の実績を踏まえて５

期目の考え方についてお言葉をいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） いろいろ御質問ありがと

うございました。令和７年度の予算を振り返りま

すと、一般会計で２８３億円と過去最大の規模と

なりました。この間補正も可決いただき、２９３

億円まで今膨らんでいるところであります。この

ことによって特に今回は学校関係、お話があった

名寄中学校、名寄東中学校と、さらには小中学校

に全てクーラーを設置することができまして教育

現場における大きな課題が１つ、懸案が解決でき

る見通しとなったなというふうに思っております。

一方で、収支不足によって令和７年度の予算、基

金を２０億円以上取り崩すという事態になってお

ります。２０１０年に私が市長に就任をして予算

編成をもう十数回させていただいておりますけれ

ども、最も厳しい予算編成だったなというふうに

認識をしております。このことを受けて令和８年

度の予算編成におきまして、まずは一般財源ベー

ス５億円の削減を目標とすべく職員に指示を出し

たところでございます。こうした状況下の中で現

在令和９年度からの名寄市総合計画（第３次）の

策定作業がスタートしているところであります。

財政運営のこうした大きな課題を抱えながらも例

えば公共施設の再配置の推進、図書館はもちろん

でありますけれども、今後の小中学校の適正配置

でありますとか、市役所庁舎あるいは消防庁舎の

在り方、さらには道北の中核都市として物流拠点

化構想、これを具現化させていくこと、また市立

大学、市立総合病院、これらの経営の改革、特色
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ある教育、スポーツ、文化の振興、付加価値の高

い産業の誘致、育成、課題は山積をしております。

これら事業をやり抜いていくには、先ほど来議論

がありますけれども、相当思い切った事業の廃止

だとか抜本的な見直し、徹底した行財政改革が必

要であるという認識であります。まさに今大きな

転換期だなというふうに思います。大きな市政の

転換期に当たり、私はこれまでの経験を生かし、

再度市政を担うべく次期市長選挙への出馬を、そ

の決意を固めたところであります。ただ、当然私

一人でまちづくりはできるわけもございません。

市議会議員の皆さん、そして市民の皆様、市職員

の御理解をしっかりといただきながら総力を結集

して様々なこれらの課題を希望に変えていく、こ

のためにしっかりと邁進をしてまいりたいと考え

ております。今後とも御指導よろしくお願いいた

します。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 加藤市長より５期目

の出馬に向けて大変力強い御英断のお言葉をいた

だきまして、大変ありがとうございます。先ほど

から令和８年度の予算編成に向けて、さらには名

寄市総合計画（第３次）策定の基本的な考え方に

ついてやり取りをさせていただきました。市長に

おかれましては、５期目も人口減少だとか、ある

いは少子高齢化一層進展をするという中で地域の

暮らしや経済を支えていく担い手不足、公共施設

等の老朽化だとか、あるいは財政運営の課題、今

お話もいただきました。４期の間で培われた実績

と卓越した人脈でまさに今後の名寄市が目指すま

ちづくりに向けてトップリーダーとして御活躍い

ただきますことをお願いを申し上げて、私の質問

を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

地域福祉の推進についてを、遠藤隆男議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目で１点、

小項目で３点順次質問をさせていただきます。

まず初めに、大項目の１、地域福祉の推進につ

いて、小項目の１、就労選択支援の進め方につい

てお伺いいたします。障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉

法の一部を改正する法律により、就労選択支援が

創設され、新たな障がい福祉サービスとして令和

７年１０月から実施されることとなりました。就

労選択支援では、本人の就労能力や適性を客観的

に評価するとともに、強みや課題を明らかにし、

就労に当たって必要な支援や配慮の整理を行う就

労アセスメントの方法を活用し、本人と協同の上、

情報提供等を行い、作業場面等を活用した状況把

握、多機関連携によるケース会議、アセスメント

結果の作成を実施し、その結果を本人にフィード

バックして一緒に将来の働き方などを考え、必要

に応じて事業者等との連絡調整を実施するとされ

ておりますが、今後どのように進められていくの

か、本市のお考えをお伺いいたします。

次に、小項目の２、地域連携推進会議の現状と

課題等についてお伺いをいたします。地域連携推

進会議は、令和６年度の障がい福祉サービスの報

酬改定に伴い、令和６年度は努力義務として導入

され、令和７年度以降は共同生活援助事業所（グ

ループホーム）及び障がい者支援施設において地

域連携推進会議の開催と施設等の見学を実施する

ことが義務づけられました。地域連携推進会議の

目的は、利用者や地域との関係づくりのほか、外

部の目を入れることにより事業運営の透明性を高

め、サービスの質を確保することにあり、おおむ

ね１年に１回以上事業所が主体となって地域連携

推進会議を開催し、構成員、利用者、利用者家族、

地域の関係者、福祉に知見を有する者、市町村の

担当者等が事業所を見学する機会を設けることと

なりましたが、本市の現状についてお伺いをいた

します。また、義務づけられたことによる課題等

があればお聞かせください。

次に、小項目の３、成年後見センターの支援体
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制及び現状と課題についてお伺いいたします。平

成１２年の民法改正により、新しい成年後見制度

が始まって以来、成年後見制度において成年後見

制度の利用者数の伸び悩み、近年親族が後見人に

選任されにくくなっている、また本人の意思がよ

り尊重されやすい補助や任意後見の利用率の低さ、

市民後見人の選任数の少なさや関連機関の取組の

在り方、身寄りのない高齢者等の増加と各自治体

における財源や人材などの制約、後見人の申立て

件数や市町村長申立て件数の格差、さらには根絶

できない後見人による不祥事、本人の財産を本人

のために使うことが難しくなっている状況等、様

々な課題があると言われております。成年後見制

度にはメリットがある反面、デメリットもあると

言われております。今後ますます増加すると推計

されている認知症高齢者、独り暮らしの高齢者の

成年後見制度のニーズはかなりあるのではないか

と考えます。また、自立支援法の成立により、知

的障がい者、精神障がい者の制度利用も推進して

いく必要があり、実際のところはなかなか制度の

利用には至っていないということが今後の課題で

あると考えます。本市では、平成３０年１月から

名寄市社会福祉協議会へ業務を委託して実施され

ているところですが、成年後見センターの支援体

制及び現状と課題についてお伺いいたします。ま

た、今後の進め方についてお考えをお伺いいたし

ます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 遠藤議員からは、

大項目で１点御質問をいただきました。私から答

弁させていただきます。

初めに、大項目１、地域福祉の推進について、

小項目１、就労選択支援の進め方についてお答え

いたします。就労選択支援は、障がいのある方が

自分に合った就労先や働き方を選べるよう就労ア

セスメントの手法を活用して本人の希望や就労能

力等を客観的に評価し、本人に最適な就労継続支

援などの障がい福祉サービスや一般就労先を検討

する新たな障がい福祉サービスとして令和７年１

０月１日に施行されました。このサービス対象者

は、新たに就労継続支援Ｂ型を利用する意向があ

る５０歳未満で一般企業での就労経験がない方が

あらかじめ利用することとなります。新たに就労

継続支援Ａ型または就労移行支援の利用を検討し

ている障がいのある方または既にサービスを利用

している方につきましては、御本人の希望に応じ

て利用することができることとなっております。

支援の内容としては、短期間の生産活動などの実

習を通じて就労に関する適性、知識及び能力の評

価、就労に関する意向などの整理、いわゆるアセ

スメントを実施いたします。アセスメントの結果

は、本人及び関係機関の担当者などが集まる多機

関によるケース会議の中で本人の就労に関する意

思を尊重して情報提供が行われ、最終的には御本

人が利用の可否を判断することとなります。令和

９年４月からは、新たに就労継続支援Ａ型を利用

する場合や２年間の標準利用期間を超えて就労移

行支援を利用する場合もアセスメントの対象とな

ります。就労選択支援事業所として北海道内で指

定されている事業所は、本年１０月末現在で全道

で２０事業所と承知をしております。現在本市に

おきまして新たに指定された就労選択支援事業所

はございません。就労選択支援事業所がない場合

は、制度上、就労移行支援事業所や障害者就業・

生活支援センターなどによるアセスメントを経た

後、就労継続支援Ｂ型利用が認められております。

当事者から就労選択支援を必要とする就労継続支

援Ｂ型事業の利用申請がございましたら、当事者

及び関係機関などと調整の上、利用に向けて進め

てまいります。

次に、小項目２、地域連携推進会議の現状と課

題等についてお答えいたします。地域連携推進会

議は、令和６年度の障がい福祉サービスの国の基

準省令改定に伴い、令和７年度から共同生活援助
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事業所、いわゆる障がい者グループホームや障が

い者支援施設などにおいて利用者と地域との関係

づくり、サービスの透明性、質の確保、地域の人

への施設などの利用者に関する理解の促進、利用

者の権利擁護を目的に年１回以上の会議と構成員

の施設訪問を実施することが義務づけられました。

会議の設置としては、各グループホーム単位だけ

ではなく、指定を受けた事業者単位で事業者が主

体となって会議を行うこととなります。会議の構

成員は、施設の利用者、利用者の家族、町内会長

や民生委員児童委員などの地域関係者の３者が必

須で参画することとなっており、福祉に知見のあ

る人、経営に知見のある人、施設所在地の市町村

担当者が任意に参画することができます。開催に

当たり、構成員の選定、日程調整、会議の通知、

資料作成、当日の進行、意見交換の記録作成、公

表までを行うこととなります。施設訪問につきま

しては、事業者が所管しますグループホームや障

がい者支援施設を訪問し、施設の環境や利用者や

職員の様子などを確認することとなります。令和

７年度の義務化に向け、令和６年度に市内事業者

と学習会を開催し、制度についての理解を深めて

まいりました。令和７年度に入ってからは、各事

業者での実施に向けての情報共有を図り、本年１

１月に市内２法人においてグループホームが所在

する町内会におきまして実施をしております。今

回は、市内で初めて会議を開催するため、実施に

向けて本市も町内会長への制度説明を行い、会議

開催に対する理解をいただき、開催の準備をして

協力をしてまいりました。幸いなことに以前より

町内会とグループホームとは良好な関係にあり、

快く引き受けていただくことができました。また、

開催に当たりまして他の事業者にも会議の様子を

見学して今後の参考にしていただくために声かけ

を行ってきているところでございます。会議の主

体は、各事業者になりますので、今後も事業者と

情報交換をする中で課題などを共有し、会議開催

に向け協力していきたいと考えております。

次に、小項目３、成年後見センターの支援体制

及び現状と課題についてお答えいたします。認知

症や知的障がい、精神障がいなどにより十分な判

断をすることができない方には、自分で財産を管

理したり、福祉サービスを利用する際などに契約

手続が難しい場合があります。また、そのような

状態にある場合は、自分に不利益ということが分

からずに契約し、悪徳商法などの被害につながる

ことも考えられます。このように十分な判断をす

ることができない方を支援するのが成年後見制度

です。成年後見制度には、大きく分けて法定後見

制度と任意後見制度の２つの制度がございます。

法定後見制度は、既に判断能力が低下している方

が利用する制度です。家庭裁判所に申立てをし、

適任とされる成年後見人を選任してもらいます。

任意後見制度は、まだ判断能力が低下していない

方が利用する制度です。将来自分の判断能力が低

下したときに備えてあらかじめ任意後見人を自分

で決め、どのように支援をしてもらうかを契約で

決めておくものです。本市の成年後見センターは、

平成２９年９月に名寄市成年後見センター運営事

業実施要綱を定め、平成３０年１月から名寄市社

会福祉協議会へ業務を委託しております。窓口は、

総合福祉センター内にあり、成年後見センターの

担当職員は社協内の業務も兼務をしておりますが、

４人で対応しており、相談対応につきましても社

会福祉士の有資格者が当たっております。

次に、成年後見センターの主な事業内容は、相

談の受付では電話や窓口で対応しているほか、必

要に応じまして自宅訪問により判断能力に不安の

ある方の生活や財産管理などについて相談に応じ

ております。後見等の申請手続支援では、判断能

力に応じまして任意後見制度や法定後見制度のほ

か、社協の独自事業であります日常生活自立支援

事業などの説明を行い、本人やその家族が制度を

利用しやすくなるよう法律に関する関係機関と連

携を図りながら申立てなどに関する手続の支援を

行っております。成年後見制度に関する普及啓発
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につきましては、制度に対する理解を深めていた

だくよう広報活動や市民向け講演会などを開催し、

成年後見制度や権利擁護に関する制度活用のため

成年後見センターの役割を広く周知しております。

後見業務につきましては、本市の成年後見センタ

ーの場合、社会福祉法人名寄市社会福祉協議会で

後見人を法人後見という形で家庭裁判所の審判に

おいて選任をされ、身上監護と財産管理を行って

おります。身上監護とは、後見人が本人の生活や

健康、療養などの日常生活全般に関する法律行為

を行うことで本人の意思を尊重し、福祉サービス

や施設利用などの契約を行い、御本人の生活を支

えることです。また、財産管理は、本人の財産内

容の正確な把握、年金の受領、必要な経費の支出

といった出納の管理、預貯金の通帳や保険証書な

どの保管を行うことをいいます。日常生活自立支

援事業につきましては、認知症や知的障がい、精

神障がいの理由から御本人一人で判断することに

不安がある方の日常生活を支援するため、御本人

との契約に基づいて社会福祉協議会が福祉サービ

スの利用手続や日常的な金銭管理の支援を行う事

業となります。一人で判断することに不安が出て

きたときに、まず利用しやすい日常生活自立支援

事業の活用を検討し、その後十分な判断をするこ

とができない状況となってきたら成年後見制度の

活用を考えていくということができますので、こ

の２つの制度があることでいろいろなケースに対

応することができております。令和６年度におき

ます新規相談などの実績ですが、成年後見制度に

関する相談が２１件、日常生活自立支援事業に関

する問合せが１１件ございました。成年後見制度

利用件数は、札幌高等裁判所のデータでは令和７

年８月１日時点で市内全体では４５件、任意後見

はゼロ件で、全て法定後見となっており、内訳で

ございますが、後見類型が２５件、保佐類型が１

３件、補助類型が７件となっており、そのうち成

年後見センターの受任件数は１０件でございます。

センター開設以降の延べ受任件数は１８件となっ

ております。現在は、成年後見センター事業を受

託しております社会福祉協議会が法人後見を受け

ておりますが、財産管理などを伴う複雑なものに

関しては専門職後見人が必要となり、上川北部地

域においては弁護士が不足している状況から困難

事例を受任する際に課題が生じる可能性があると

考えております。今後におきましても市民の皆様

が安心して暮らすことができるよう、様々な相談

に対する支援をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 大変御丁寧に御答弁

をいただきましたけれども、確認事項等を含め何

点かお聞きをしたいというふうに思います。

初めに、小項目の１番目の就労選択支援の進め

方についてですが、今御答弁にあったとおり理解

をさせていただきますけれども、一番気になった

のが就労選択事業所の部分でありまして、本市に

はないというのは以前からお聞きしていましたけ

れども、その部分についてもしっかりと連携をし

ながら進めていくということでありましたので、

その分についてはよろしくお願いをしたいという

ふうに思います。

今までのこの制度で我が国における現状と課題

については、やはり就労系の障がい福祉サービス

の利用を希望する障がい者の就労能力や適性を客

観的に評価して、それを本人の就労に関する選択

や具体的な支援内容に活用する手法等がなかなか

確立されていなかったということもあって、また

障がい者の就労能力や一般就労の可能性について

障がい者本人や障がい者を支援する方が十分に把

握できていないといったことなどからもなかなか

適切なサービス等につなげられていないというふ

うに言われております。また、一旦就労継続支援

Ａ型、またＢ型の利用が始まると固定されてしま

いやすいといったことも言われているところであ

ります。就労選択支援については、障がい者本人

が就労先、働き方についてよりよい選択ができる
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よう就労アセスメントの手法を活用して本人の希

望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新

たなサービスということでありますけれども、こ

の就労選択支援の対象者については先ほどもあっ

たと思いますけれども、新たに就労継続支援Ｂ型

を利用する意向のある者は令和７年１０月以降、

新たに就労継続支援Ａ型を利用する意向がある者

及び就労移行支援における標準利用期間を超えて

利用する意向のある者については令和９年４月以

降というふうになっております。そこで、今後の

事業所等とのこういった連携の部分、またこの制

度の周知等についてはどのように進めようとお考

えなのかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま遠藤議

員から就労選択支援事業所が先ほど答弁申し上げ

たとおり本市にはないということで、実は先ほど

も壇上でも申し上げましたが、道北障害者就業・

生活支援センターさんがその代替ができるという

ことになっておりまして、私ども今回調査させて

いただいたところでは本年の９月末現在で就労継

続支援Ｂ型の利用を希望して５０歳未満で一般企

業で就労経験のないという方が３人いらっしゃっ

たという状況でございました。今年度というか、

来春近隣の美深さんにありますけれども、高等養

護学校さんのほうを卒業されて就労継続支援Ｂ型

の事業所を利用したいという希望をお持ちのケー

スというふうにお聞きしておりますが、その方々

については来年の４月もし就労継続支援のほうに

行くという意向があるようでしたら、そこのアセ

スメントについては既に終わっているというよう

な状況だというふうにお聞きしています。現時点

で就労継続支援Ｂ型の事業を利用されている方が

市内に１４４人いらっしゃるということで、その

方々については今後希望があれば使うという形に

なってくるということで、議員のおっしゃるとお

り今後希望があった場合に市内にはないというこ

とでどのような対応をしていくかということなの

ですが、近隣ですと一番は旭川ということなので

すが、旭川も今のところ名寄にないという実態を

お伝えさせていただいていますので、今後私ども

のところまでテリトリーを広げていただけるかど

うかというところを検討していただけるかなとい

うふうに思っていますが、実は近隣の道北管内の

市、稚内には就労移行支援事業所になるための資

格といいますか、あれを持っていらっしゃる事業

者さんが１件あるようにもお聞きして、検討して

いるということでお聞きしておりますが、名寄や

士別、留萌については今のところちょっと難しい

というような状況もありますので、たまたまこの

後道北市長会とかもございますので、その中で北

海道とも連携しながら、就労移行支援事業所がな

いと就労支援Ｂ型の事業を使うことがなかなか難

しくなってくるということもありますので、市内

に開設していただくのがいいのか、また近隣のほ

うで幾つかまとまった形で事業所があることで、

名寄市でもそれをテリトリーに入れていただきな

がらという形がいいのか、そこはまた検討という

形になるかと思うのですが、いずれにしても就労

支援事業所をお使いになりたい方が使えないとい

うことがないように本市としても取り組んでまい

りたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 分かりました。本市

にそういった利用されている方は、本当に数多く

おられます。何とか本市に本当にできれば一番い

いのですけれども、まだ留萌とか士別、その辺で

もできていないということで、やはり旭川の担当

がその範囲を伸ばしてくれればいいと思います。

その辺は、しつこく交渉していただいて全部網羅

してもらうようによろしくお願いをしたいと思い

ます。就労選択支援の目的については、働く力と

希望のある障がい者に対して本人が自分の働き方

について考えることをサポートするということで

あります。障がい者本人の立場に立って次のステ
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ップを促す支援者がいるかどうかによっても職業、

生活、人生が変わってくるというふうに思ってお

ります。令和９年４月から開始されるという部分

もありますが、いずれにしましてもまだ始まった

ばかりの制度でありますので、これ以上はまたの

機会にお聞きしたいというふうに思いますが、就

労選択支援に関わる関係機関等との連携を密にし

ていただいて、また複雑な部分も結構あるという

ふうに思っておりますので、制度の周知を含めて

引き続き新たな障がい福祉サービスが充実して推

進されることをお願いをしたいというふうに思い

ます。

それでは次に、小項目の２番目の地域連携推進

会議の現状と課題等についてですけれども、実際

１１月に２法人実施されたというところでありま

した。また、事業者との説明会など、学習会など

で説明をされたということの内容でもありました。

また、町内会長との説明となかなか大変だと思う

のですけれども、そういうところも行われて、今

現在そこの町内会とグループホームの良好な関係

等も築かれているというようなお話もあったと思

います。いずれにしましても、しっかりとこの部

分については説明をしていただければというふう

に思います。

そこで次に、今現状と課題について聞いたとこ

ろですけれども、地域連携推進会議の今後の進め

方の部分について再度お聞きをしたいと思います。

地域連携推進会議というのは、利用者や地域との

関係づくりのほかに、外部の目を入れることによ

って事業運営の透明性を高めてサービスの質を確

保する目的で行われますけれども、そのためには

事業所をはじめとする、また先ほども出てきまし

た構成員といいますか、地域連携推進委員という

ふうになるのですか、そういった方々のさらなる

理解、連携が必要になってくるというふうに考え

るところですけれども、今後についてはそういっ

た部分を含めてどのように進めていこうとお考え

なのか、再度お聞かせをいただきたいというふう

に思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま地域連

携推進会議の今後の進め方についてのお尋ねかと

存じます。このような会議につきましては、議員

御承知のとおり既に介護保険のサービスの分野で

は認知症のグループホームなどで運営推進会議と

いうことで実施をしてきているところでございま

して、地域の関係者の方々などの外部の方々を定

期的に施設のところに来ていただいて施設の内部

や職員の働きぶりや運営の方法、あと御利用者様

と会っていただくとか御家族とお話をしていただ

くということで事業の透明性を高めて議員おっし

ゃるとおり一定の質の確保にもつながるものかな

というふうに考えておりますし、職員の方々すご

く一生懸命やっていただいていると思うのですけ

れども、逆に一生懸命やるからこそ地域の方々が

どう見ていらっしゃるのかということを評価して

いただく機会というのを、触れる機会というのが

もしかしたら少ないかなというふうに思っていま

すので、その中で地域の方がそこの施設や職員、

スタッフの方々をどのように見ていらっしゃった

り、どのように思っていらっしゃるのかなって聞

く非常にいい機会なのかなというふうに思ってい

ます。障がいの分野もこの会議を参考にした仕組

みだというふうに思っております。先ほども申し

上げましたように、障がい分野では今年度から義

務化が始まりまして会議が開催したばかりでござ

いますので、介護分野での先進事例や他自治体、

またほかの事業所の実施方法などを共有していた

だくように市としても協力してまいりたいという

ふうに思っておりますし、今後初めて行う事業者

さんもいらっしゃるかというふうに思いますので、

相談などに丁寧に対応させていただくとともに、

既に御覧になっていただいたかと思いますけれど

も、私どもの基幹相談支援センターのホームペー

ジのほうに地域連携推進会議の持ち方等につきま

して周知を既にさせていただいておりますので、
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そこら辺も参考にしていただきながら進めてまい

りたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 基幹相談支援センタ

ーの資料については、私も見させていただきまし

た。しっかりそれが伝わるといいなというふうに

思っておりますので、今部長のおっしゃったとお

り進めていただきたいというふうに思います。何

せ構成員となります地域連携推進委員の役割とい

うのですか、については施設等が行うサービス、

また利用者の暮らしを評価するものではなく、施

設等を訪問して気になったことがあったら施設等

の職員であったり、そういった会議の場で伝えて

いくというようなことだと思っております。訪問

することで関わりを深めることもできますし、施

設と地域が共同でできるきっかけにもなって新た

な気づきにつながったり、施設、施設職員、利用

者のことをよく知る機会になると私は思っており

ます。これも令和７年度から義務づけられ、始ま

ったばかり、先ほどに引き続き始まったばかりの

内容ばかり質問させていただきますけれども、ま

た別の機会にお聞きをいたします。今現在認知症

高齢者グループホーム、そういったノウハウもあ

るということでしたので、そういったことも生か

しながら今後のそういった部分につなげていって

ほしいなというふうに思います。さらに、今後は

利用者や地域との関係づくりをはじめ、施設等を

利用する方々の暮らし、また日々の思いに少しで

も寄り添えるものとなるように引き続きよろしく

お願いをいたします。

それでは次、成年後見センターの支援体制及び

現状と課題についてですけれども、成年後見制度

には法定後見制度と任意後見制度の２つがあると

いうところと今現在窓口は総合福祉センターのほ

うにあって、兼務で担当職員について４名ですか、

おられるということで、平成元年のときにお聞き

したときと人数は同じかなと。また、資格につい

ても社会福祉士を持っている方が対応されている

という答弁でありました。業務等については、当

然変わるものではありませんので、理解をいたし

ます。また、社会福祉協議会には日常生活自立支

援事業ですか、これ後見センターができる前から

行われている事業だと思うのですけれども、また

そのほかに成年後見制度があるということによっ

て二重のですか、いろんな選択ができる、取組が

できるというようなお話もあったと思います。そ

れでまた、相談件数ですけれども、本当に増えて

いるなというふうに感じました。日常生活自立支

援事業においては１１件だったですか、成年後見

制度については２１件の相談件数であって、今実

際令和７年８月１日現在では法定後見だけですけ

れども、４５件ですか、令和元年にお聞きしたと

きは４件ぐらいだったなというふうに思いますけ

れども、やはり年々増えていっている状況かなと

いうふうに感じました。

そこで、１点、これ令和元年９月の一般質問で

もお聞きした部分なのですけれども、地域連携ネ

ットワークの現状の部分について、制度の広報、

制度利用の相談、制度利用促進、後見人支援等の

機能整備のための地域ネットワークづくりにおい

て本人を見守るチーム、地域の専門職団体の協力

体制、協議会、コーディネートを行うための中核

機関の整備など、地域共生社会の実現に向けて地

域連携ネットワークの整備が本市においても推進

がされてきたと思いますけれども、本市における

地域連携ネットワークの現状どのようになってい

るのか、その部分お聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま議員か

ら中核機関を含む地域連携ネットワークの現状に

ついてのお尋ねだったかというふうに思います。

成年後見人制度のニーズにつきましては、高齢化

の進展や地域社会での孤立といった社会的な背景

から高まっているにもかかわらず必要とされる方
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に契約の行為が相当数増えてきているというよう

なことだとか、いろんな部分で判断をしなければ

ならないというところの部分で、過去よりもそう

いうところの部分が増えてきているというような

こともあって課題があるのかなというふうに言わ

れております。国では、現に支援を必要とすると

いう方を含めて全ての方々が尊厳がある生活がで

きて地域社会に参加できるようにするために地域

や福祉、行政など司法を加えた多様な分野が連携

する仕組みの整備が進められているということで、

これが中核機関というふうに言われているようで

ございます。本市では、こういった機関は現在の

ところは設置をしておりませんが、先ほど申し上

げました名寄市成年後見センターの運営委員会に

おきましては弁護士、それから司法書士、社会福

祉士、民生委員児童委員といった方々がその委員

を担っていただきまして、それぞれの立場から連

携を図る仕組みをセンターの運営委員会の中で既

に構築をさせていただいておりますので、このネ

ットワークを充実しながら地域共生社会の実現に

向けまして権利擁護支援という部分を推進してま

いりたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 分かりました。今現

在協議会は設置をしていないけれども、しっかり

と後見センターの運営委員会において弁護士であ

ったり、司法書士、社会福祉士、民生委員の方々

委員を担っているということでありました。そう

いった部分でしっかりとそういったネットワーク

をつくっていただいて引き続き進めていただきた

いというふうに思っております。

それでは次に、最初の答弁にもありましたので

すけれども、成年後見制度の部分での広報啓発の

部分若干触れられていましたけれども、成年後見

制度、日常生活自立支援事業を含めてなのですけ

れども、これ聞いたことはあるのだけれども、内

容がよく分からないよねといったような方もいる

ことは承知をされているというふうに思っており

ますけれども、私も実際なかなか、件数はいろい

ろ増えているのですけれども、知られていないの

が現状なのかなというふうに思っております。そ

こで、成年後見制度については、今後さらに理解、

周知を図っていく必要があると思うのですけれど

も、その理解、周知促進を図るための施策といい

ますか、現在行われていることを含めて今後の広

報啓発の進め方についてお伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 成年後見制度に

つきましては、高齢化社会や、もしくは障がいを

お持ちの方々に対する支援の対応としては重要な

役割を担っているところなのですが、ただ制度の

手続の複雑さ、当然後見ということで後見人さん

がついていて、もしかすると本人が決めてきたこ

とを本人の利益のためにそれを取り消したりする

ということも、当然裁判所の認可を受けています

ので、できることになっていますので、簡単なこ

とで後見選任されるということではありませんか

ら、制度の手続の複雑さというところが一定の課

題があって利用促進を妨げているものであるとい

うふうに言われております。本市の成年後見セン

ターでは、今議員からもありましたように社会福

祉協議会がそれを担っていただいているというこ

とで日常生活自立支援事業も行っていますことか

ら、成年後見制度のように例えば取消権とかはな

いのですけれども、日常生活で一人では判断に不

安のある方だとか、今は大丈夫なのだけれども、

将来が不安があるとかっていった方々につきまし

てもその体制を整えるために気軽に相談ができる

ように広報啓発活動に取り組んでいるところでご

ざいます。私ども市のほうでも成年後見センター

に委託する際の仕様として、そういう広報啓発と

かということも実はお願いしているところなので

すけれども、その中でもそういったことも含めま

して令和６年度になりますが、各種会議での制度
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説明会をはじめ、権利擁護の講演会、合わせて６

年度には６回ほど開催をしていただいているほか、

民生委員児童委員や町内会との共同で高齢者世帯

等に配付していただいています社会福祉協議会が

行っていますまごころメッセージというものの裏

面に成年後見人制度や成年後見センターのお知ら

せなどを掲載をさせていただきまして、日常生活

自立支援事業や成年後見制度の内容周知に努めさ

せていただいているところでございます。今後も

身近な機会を活用しながら啓発活動に継続して取

り組んでいただくよう、市としても十分社会福祉

協議会と連携を図ってまいりたいと思っておりま

す。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 分かりました。今回

初めて聞いたのは、まごころメッセージの裏面で

そういったこともされているということで、いい

取組ではないかなと思います。また、社協との連

携をしっかりと取っていただきながらやっていた

だくということが一番なのかなというふうに思い

ます。また、先ほどからもずっと出ていますけれ

ども、日常生活自立支援事業、そっちのほうもか

なりいい取組だなというふうに思っておりますの

で、そちらのほうがまず使いやすいのかなという

ふうにも思いますし、当然成年後見制度は制度手

続の複雑化といいますか、先ほど部長からも御答

弁ありましたけれども、なかなかその手続がちょ

っと課題となっている部分もあるのかなというふ

うに思っております。

そこで、これ全然まだ決まっていない話なので

すけれども、今後成年後見制度の見直し、改定が

行われるということなのですけれども、現時点で

は全く検討段階ということでありますけれども、

法務省が２０２５年度内に要綱をまとめて２０２

６年、通常国会に民法改正案が提出される予定と

いうふうになっております。成年後見制度は、２

０００年に始まって以来もう２０年以上にわたっ

てより多くの人を支えてきた制度ではありますけ

れども、それが成立すれば２０２６年以降に施行

がされて制度が大きく生まれ変わる見込みという

ふうにも言われております。何が変わるかという

と、終わらない制度から終われる制度へ、包括代

理から限定的支援型へ、後見人を替えやすくなる、

報酬の透明化などが見込まれております。まだ予

定の部分でありますけれども、こういった部分、

これここでお聞きするのはあれなのですけれども、

これらの周知を含めた対応については現在どのよ

うにお考えなのかお聞かせをいただきたいなと思

います。よろしくお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま議員か

ら御質問いただきました民法の改正が今後行われ

る予定があるということで、一定法務省サイドの

お話ですので、私どもはどちらかというと厚生労

働省のサイドでのお話になるので、全部網羅でき

ているかどうか分かりませんが、先ほど札幌高等

裁判所から提供いただいたデータの数字をお話し

させていただきましたが、実は後見人数、後見人

受けられている方々、記憶に間違いがなければな

のですけれども、私市内でこれだけの後見の方が

受けられているという数字が出てきたのは多分今

回初めてではないかなというふうに思っておりま

す。これ北海道を通じて全道的に意向調査みたい

のをされているようで、各市町村でどれだけの数

がいるかというのを周知していただいた上での意

見を求められて、多分その結果、回答とかも後ほ

ど示されたりしたり、もしかすると成年後見制度

の利用促進に関しての北海道でも何か取組をされ

るのかなというふうに、その内容についても今後

注視してまいりたいというふうにも思っておりま

すし、国におきましては本年の６月に先ほど議員

からもありましたように法務省の法制審議会の民

法部会、成年後見制度の関係の部会で中間試案と

いうのが取りまとめられたようでございまして、

現行制度上の課題とされている先ほど議員がおっ

しゃいました一度利用を始めると途中でやめられ
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ないことや後見人の交代が実現しないこと、そし

て後見人の権限が広過ぎて本人の意思が反映され

にくいことなどに対して見直しを行うと議論され

ているというふうに承知をしているところでござ

います。先ほども申し上げましたように、こうい

った内容がもしかすると成年後見利用の促進にブ

レーキがかかっているのもあるかというふうに思

いますが、一定御本人の意向は尊重しながら、一

定の権利擁護も必要になってくるというところで、

どういった内容のことで見直しが行われたらいい

のかなというのがきっと国のほうで行われている

というふうに思います。今後いろんな調査物だと

か、いろんな会議だとか、成年後見センターにも

出席いただいていますが、家庭裁判所で家事関係

の運営協議会とかも持たれているようでございま

すので、私どもとしても市民の皆さんが持たれて

いる気持ちだとか意見だとかも一定代弁したり、

実情を訴えられるように物事をきちっと整理しな

がら国の状況についても十分注視してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） まだ始まっていない

部分でありますけれども、答弁いただきましてあ

りがとうございます。理解をいたします。私もこ

の成年後見制度の見直し、法改定によって守られ

る制度から自分らしく生きるために選べる制度に

なることを祈っております。引き続きよろしくお

願いをいたします。

本日地域福祉の推進について小項目３点にわた

ってお伺いいたしましたけれども、地域福祉とい

うのは高齢者、障がい者、子供など誰もが住み慣

れた地域で安心して生活ができるよう地域住民で

あったり、行政、また福祉関係者などが協力し合

って支え合うということであると私は思っており

ます。また、近年の少子高齢化であったり、核家

族化の進行、価値観の多様化によって地域社会が

直面する課題は本当に複雑化しているのだなとい

うふうに考えております。これらの変化に対応す

るためにも地域福祉というものは従来の福祉シス

テムを超えた新しいアプローチが必要とされてお

りますし、高齢者、障がい者、子育て世代など様

々な立場の人々が互いに支え合う共生型の福祉サ

ービスも今注目されているところであります。こ

の部分は、以前一般質問でもお聞きしたことがあ

りますが、また別の機会にお伺いをしたいという

ふうに思います。

話変わりますけれども、昨日陽だまりの会の文

化奨励賞の受賞記念式典に参加をさせていただい

たのですけれども、本人部会からの発表等もあっ

て非常に感動したところであります。私、涙が出

ました。多分教育長も涙が出たのではないかなと

思うのですけれども、本市の障がい福祉の部分に

ついては本当にいい形で推進されてきているなと

いうふうに私は感じております。

最後になりますけれども、引き続き誰もが住み

慣れた地域で安心して生活できるまちづくり、そ

ういったものに取り組んでいただけることをお願

いし、また本市の福祉関係者の皆さんの日頃から

の御尽力に感謝をして質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４６分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

暮らしを守り抜く支援策について外２件を、高

橋伸典議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして質問をして

まいります。

まず、大きい項目１つ目、暮らしを守り抜く支

援策についてをお尋ねいたします。日本経済は、
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本格的な経済再生に向けた歩みを進めております。

我が国においても株式市場に関係ある裕福な方々

には株価５万円を超えという状況はいいのですが、

一般の方々は国際情勢の緊迫化や円安などを背景

に食料品とエネルギー等の価格高騰が続いており、

長期に及ぶ物価高騰は家計や事業活動に深刻な影

響を与えており、市民生活にも大きな影響を与え、

買い控えが起きております。また、独り親世帯の

子供たちを抱える方々は、朝と夜の食卓にも大き

な影響を与えているそうであります。本市の現状

の物価高騰対策の影響についてお知らせいただき

たいと思います。

先般国は、物価高騰対策やガソリンの軽減税率

や電気やガスの補助などを柱とする総合経済対策

を進めているところであります。しかし、補正予

算をクリアしたとしても国で言うおこめ券や地域

商品券であれば事務経費が多大にかかり、期限付

おこめ券製作には時間の部分も長期になり、地方

に落ちて配布できるようになるのは４月以降にな

ると私は考えております。これから各地域の交付

される重点支援地方交付金をどのように取組を進

めるのかについて理事者の御見解をお願いをいた

します。

重点支援地方交付金の活用に向けて、エネルギ

ー、灯油等、食料品価格、給食費、また水道料金

等の物価高騰の影響を受けた生活者に対して地域

の実情に合わせて必要な支援策を実施できるよう

になっております。物価高騰の負担が最も大きい

低所得者世帯への負担の軽減を図る施策、住民税

非課税世帯への迅速な対応、生活者支援では食料

品価格高騰の物価高騰に伴う子育て世帯支援、生

活者支援があり、低所得者や非課税世帯、生活困

窮、独り親世帯の子供には別枠を設けるなど着実

かつ迅速に実行していただかなければなりません。

中川町では、全住民１人に物価高騰対策１万円の

支給が本年配布が決定したそうであります。本市

でも食料品等の物価高騰対策への緊急支援の取組

について理事者の御見解をお願いをいたします。

続きまして、大きい項目２つ目、ヤングケアラ

ー等への支援の推進についてであります。社会の

高齢化や核家族の進展に伴うヤングケアラーも増

加傾向にあります。文部科学省と日本総研が２０

２０年、２１年の２回、小学校６年生と中学２年、

高校２年と大学３年生を対象に調査が行われまし

た。小学校６年生では６．５％、中学校２年生で

は５．７％、高校２年生では４．１％、大学３年

生は６．２％とヤングケアラーの割合が出ており

ます。約１６人に１人がケアを行っている家族が

いると答えているそうであります。ヤングケアラ

ーが担う具体的なケアの内容は、家事だけでなく、

家族の介助、通院の付添い、薬や金銭の管理、兄

弟姉妹の世話や見守りなど生活のあらゆる場面に

わたります。近年の核家族化と共働きの増加によ

り、子供が家庭内の人材不足をヤングケアラーと

なり、生活している状態であります。また、介護

人がいる場合、介護保険制度はあるが、家族がい

る場合サービスの利用の制限があり、家族に介護

が求められている状況であります。そのため、日

常的に自分の時間が持てず、友人関係や学校生活、

進路や就職等に支障を来すなどケアを担う子供た

ち自身の人生に大きな影響を及ぼす可能性があり

ます。そこで、誰もが介護人になり得る現状にお

いて介護するケアラーが孤立することなく当たり

前の日常を送れるよう、ヤングケアラーやダブル

ケアラーを含めて介護の支援をするために相談窓

口の設置と家事支援の体制の整備が必要と考えま

すが、理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目３つ目、安全安心な冬の道路環境に

ついてであります。天気予報の予想が本年は降雪

が多いと予想されておりますが、現状は今全く雪

がない状態であります。昨年も市民から開発局の

国道除雪と旭川開建の道道除雪が出動しているの

になぜ名寄の除雪は出動しないのかということを

度々言われております。歴代建設部長は、出動基

準は深夜１時までに市内のパトロールを行い、積

雪、降雪が１０センチ以上または降り方や気象状
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況によって朝まで降雪が１０センチになると想定

しているときと吹き込みと吹きだまりが多発する

場合と言われておりました。近年は、気象データ

が高性能のため、アメダス観測等を活用すればミ

スマッチを防げると思われます。年に数回のミス

マッチの対策と排雪作業の幹線道路も二、三回、

通常道路は１回の排雪対策が行われていると思い

ますが、交差点の視界拡張対策、緊急車両通行可

能な小型ロータリー車での積み上げ対策による道

路拡幅対策の考え方と市民の安心、安全の道路の

ための除排雪体制の取組について理事者の御見解

をお願い申し上げ、この場での質問を終わらせて

いただきます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 高橋議員からは、大

項目で３点御質問をいただきました。大項目１に

ついては私から、大項目２についてはこども・高

齢者支援室長から、大項目３については建設水道

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

いたします。

まずは、大項目１、暮らしを守り抜く支援策に

ついて、小項目１、本市の現状と物価高騰の影響

について、小項目２、重点支援地方交付金につい

て、小項目３、緊急支援の取組については関連が

ございますので、一括でお答えさせていただきま

す。名寄消費者協会による１１月の小売物価調査

によりますと、調査対象５２品目のうち、およそ

半数を占める２７品目が前月から値上がりしてお

り、特に主食である米の平均価格については１０

キロ当たりの価格が前月より２００円増の９，０

９８円となるなど物価高による家計の負担が増加

している状況であると考えられます。また、名寄

商工会議所による令和７年９月の景気景況調査報

告においても資材の高騰、原油価格の高騰、仕入

れ運賃の増加や人件費の上昇などにより業種によ

っては今後さらなる業況悪化が見込まれるとされ

ており、全国的な物価高騰は本市の市民生活や経

済活動に大きく影響しているものと考えておりま

す。こうした中、政府は令和７年１１月２１日に

強い経済を実現する総合経済対策を閣議決定し、

その具体的施策の一つとして地方公共団体が行う

物価高対策を支援する重点支援地方交付金につい

て従来の生活者、事業者支援分とは別にいわゆる

おこめ券や電子クーポンをはじめとする食料品の

物価高騰に対する支援措置の特別加算などのメニ

ューの拡充が示されたところであります。現在重

点支援地方交付金の配分額をはじめ、追加された

支援内容に係る要綱等については届いていないた

め、交付金を活用した事業内容について決定はし

ておりませんが、庁内各部連携の下、情報共有し、

速やかに支援策を講じていけるよう協議、検討し

ているところでございます。重点支援地方交付金

の拡充は、国の補正予算における交付金事業であ

り、可能な限り早期の予算措置が求められており

ます。市民生活に必要な施策について庁内でよく

協議し、できるだけ早い段階で実施できるよう努

力してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（倉澤富美子君） 大

項目２、ヤングケアラー等への支援の推進につい

て、小項目１、相談窓口の設置と家事支援体制の

整備の必要性についてお答えいたします。

北海道では、令和７年７月に北海道ヤングケア

ラーに関する実態調査として道内の公立小中学校

に通う小学５年生、６年生、中学２年生、道内公

立高等学校に通う高校２年生、道内の大学生、４

年制大学の全学年を対象に調査を実施しています。

今回の調査からは、小学生の６％、中学生の３．

９％、高校生の２．９％が自分がお世話をしてい

る家族がいると回答しており、その５割がほぼ毎

日お世話をしていると回答しています。お世話を

していることによる影響についての設問では、自

分の自由になる時間がない、勉強する時間が取れ

ないなどの回答が多かった状況です。また、お世
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話の悩みを誰かに相談したことがあるかの問いに

は、８割が周囲に相談した経験がないと回答し、

相談しない理由については悩んでいないが最も多

い結果となっています。ヤングケアラーは、家庭

内での本人の役割や家族との関係性などデリケー

トな問題であること、また本人や家族にケアの負

担に自覚がないといった理由から支援が必要であ

っても表面化しにくく、実態把握が難しい状況に

あります。子供と接する時間が長く日々の変化に

気づきやすい学校は、ヤングケアラーの発見、把

握等で重要な役割を担っています。各学校では、

児童生徒の心身の状況確認や見守りを行っており、

変化に気づいた際には関係機関と連携しながら状

況の把握や家庭訪問などを行っているところです。

また、定期的な教育相談や個別面談を行うなど、

児童生徒がいつでも相談できる校内体制の充実も

図ってきております。地域においても町内会や民

生委員児童委員などからの情報提供により、ヤン

グケアラーの可能性がある場合には家庭訪問を行

うなど連携した取組を進めております。ヤングケ

アラー支援対応窓口としては、こども未来課で対

応しておりますが、相談する窓口が学校であって

も市役所や地域の方々であっても児童生徒が抱え

る課題に応じた適切な支援が受けられるよう関係

する機関が連携していくことが重要であり、その

ためにも相談を受ける職員がケアラーに関する知

識を学び、児童生徒に寄り添った支援ができるよ

う体制づくりを進めてまいります。また、家事支

援体制につきましては、ヤングケアラーに対して

の家事支援事業は実施しておりませんが、それぞ

れが抱える問題に対し、活用できる支援やサービ

スにつなげていける相談体制の充実を推進してま

いります。国は、ヤングケアラーの支援の強化に

係る法改正として令和６年６月に子ども・若者育

成支援推進法を改正し、ヤングケアラーについて

家族の介護、その他日常生活上の世話を過度に行

っていると認められる子供、若者と定義し、ヤン

グケアラーが地方自治体の支援の対象として明確

化されました。本市におきましてもヤングケアラ

ーについて本人の気づきをはじめとして、周囲の

大人が理解を深め、家庭においても子供が担って

いる家事や家族のケアの負担に気づき、必要な支

援につなげていけるよう相談体制の充実と広報啓

発に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 私からは、大項

目３、安全安心な冬の道路環境について、小項目

１、安全対策と除排雪体制の取組について申し上

げます。

今年度の積雪時期は、昨年と同様に遅い傾向と

なっており、現時点での除雪出動回数は多くない

ものの、天候や道路状況の確認を行うことで市民

の通勤や通学、通院などの時間帯に間に合うよう

連絡体制や除雪体制を整え、対応をしております。

除雪の出動については、議員からのお話のとおり

午前零時から午前２時までの間に市内の積雪状況

をパトロールにより確認をし、積雪量がおよそ１

０センチに達しているか、もしくはその日の明け

方までに１０センチの積雪が見込まれるか吹き込

みによる吹きだまりが確認された場合に出動する

ことにしており、例年どおりの考え方でございま

す。本市の除雪出動時間については、国や北海道

よりも積雪状況を確認する時間が早いため、朝方

に降雪があった場合など雪の降り方次第で市の除

雪は出動していないが、国道は出動しているなど

ミスマッチが年に数回起きていることは承知をし

ております。アメダスによる積雪深の観測値の活

用については、名寄地区は大橋区に１か所の観測

所設置となっており、智恵文地区や中名寄地区、

風連地区全域を網羅した広い範囲での状況把握と

はならないことから、引き続き各地域でパトロー

ルでの確認作業を行うことでミスマッチが少なく

なるよう対応に努めてまいります。

排雪作業については、積雪がおよそ５０センチ

に達した時点の道路状況を見ながらの判断として
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おり、幹線道路はシーズン２回から３回、生活道

路はシーズン１回の作業を予定しており、交差点

排雪についても委託業務に組み込まれていること

から、市道排雪と同様に交差点の排雪班を設けて

作業を行っております。しかし、１日で数十セン

チの大雪等により市街地全域で交差点の視界不良

や道路幅員が狭くなり、交通の妨げになるなどの

急を要する場合には委託先の業者に加え、市の直

営班により小型ロータリー車などの除雪機械を活

用しながら積み上げや拡幅排雪の作業を行ってお

り、積雪状況をしっかりと判断した上で部分的な

排雪対応ができるよう今後も進めてまいります。

今年度におきましても国道や道道の除雪を所管

する開発局や北海道建設管理部、警察、消防、町

内会連合会、福祉や教育部門の本市関連部局とい

った関係各所に御参集をいただき、名寄市除排雪

対策会議を開催をし、情報の共有や課題について

共通認識を持ち、除排雪事業における問題点につ

いても意見交換を行い、除排雪体制の連携につい

て確認をしてきたところであります。本年も市民

の期待に応えられるよう、快適で安心のできる道

路空間、生活空間の確保に努めてまいりますので、

御理解いただきますようよろしくお願いいたしま

す。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 丁寧な答弁をありが

とうございました。ある程度再質問というか、ま

だ支援策が決まっていないという部分言われまし

たので、私が勝手に、昔の栗栖さんがよく議場で

１時間も自分の思いをずっと伝える質問をしたと

いうふうに私はずっと昔から聞いておりましたの

で、そうなるかもしれませんので、お許しをいた

だきたいなというふうに思います。

まず、今の物価の高騰の状況は、総務部長言わ

れたようにひどい状況でありますし、約２万６０

０品目以上のものが上がって約倍だとか１．５倍

のものがほとんどであります。生活するにも、先

日テレビでやっておりましたが、品物をずっと置

いて昔の金額と今の金額を書いて置いたやつがあ

りました。ほとんど１．５から１．７倍の、昔は

７，０００円でこれ全部買えたのが今１万２，０

００円ですというふうにコメンテーターの方言っ

ていました。それだけ物価高騰しております。そ

して、先日物価高騰のアンケートがありました。

物価の影響を受けていない方、分からない方が４

％です。そして、少し影響を受けている方が３％

です。あと残りの９３％の方が物価高騰に対して

影響を受けていますってアンケートに書かれたそ

うであります。それだけ今大変な思いで皆さん生

活をされているというか、買物を控えたり、いろ

んな部分方策をつくって生活をされています。昨

年の米の高騰対策で、２０２４年の米の１世帯当

たりの支出額は約２万７，１９８円だったそうで

す。そして、パンの支出は、お米が高くて買えな

くて３万４，６１０円であります。そして、うど

ん、そば、ラーメンの麺類の支出が米と大体同じ

で２万１，２１４円ということで、米不足で米離

れがすごく起きて米消費がこのままでは、家庭で

の精米購入量が過去２０年で最低だったそうであ

ります、昨年は。

その中で先日テレビでおこめ券の話が出ました。

経済対策には、ここにありますけれども、食品の

物価高騰に対する特別加算、プレミアム商品券、

電子クーポン、そして地域ポイント、またいわゆ

るおこめ券、食料品の現物支給など、米などの食

料品の物価対策に使われる、そして灯油、エネル

ギーの対策、水道料金の減免の対策、そして学校

給食への支援、プレミアム商品券ということでこ

こに約２兆円出ております。きっとおこめ券配布

は４，０００億円と言われておりますので、ここ

のテレビで言う経費で１２％使われています。と

いうことは、４，０００億円であれば４８０億円

がここのおこめ券を出しているところの企業の方

のところに回ってしまって、その分が市民使えな

くなるということになってしまいます。そして、
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東京の江東区では、おこめ券は配りませんと、現

金にします。そして、北九州の市長もおこめ券は

配りませんと。それはなぜかというと、やはり経

費、そして時間がかかる、そしてきっと北九州の

市長が言ったのはこれからおこめ券、期日のやつ

を作って配布されて本人のところに行くまでに、

９月までの期限なら、あと１か月か２か月しか使

えないのではないかという答弁をしておりました。

それだったら、少しでも市民の方々に１０円でも

２０円でも多く回るように現金だとか、プレミア

ム商品券だとか、ポイントを使ったほうがいいと

いうふうに北九州の市長は言っておりました。そ

して、その部分というのがこの部分だと私は思い

ます。お米の約８割のシェアを持つ全米販、そし

てＪＡ、１枚当たり５００円が米を引き換えると

きには４４０円になってしまう、そして残りの６

０円は経費としてその業者に行ってしまうと。経

費率が１２％という高い批判もある。大阪府の交

野市の山本市長と箕面市の原田市長は、経費率の

高さから、その理由でおこめ券は配布しないとい

う明言をしているそうであります。私もこのおこ

め券にはすごく反対です。名寄としては、やはり

今まで、去年もやりましたけれども、Ｙｏｒｏｃ

ａポイントでしっかり地元の業者を通してお米だ

けでなく、きっとお米を食べる人も相当少なくな

ってきているというふうに聞いております、米離

れで。だから、自分の好きなものを買ったり、灯

油で使ったりという部分が一番いいのかなという

ふうに、私はこういうふうにしていただきたいと

いうことで言っているだけであって、まだそうい

うふうにはなっていないと思いますけれども、市

としてはきっと速やかにやるためにＹｏｒｏｃａ

はどうなのでしょうかという部分、私お聞きした

いのです。一番早いのは、きっとＹｏｒｏｃａで

はないかなと思うものですから、ぜひ年内にでも

出せる体制にしていただいて少しでも市民の方々

の献立にお米買えるかもしれない、違うもの買え

るかもしれないというものを与えてあげる機会を

つくっていただきたいなと思うのですけれども、

もし何かあればお答えをいただきたいなと思うの

ですけれども。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 高橋議員のほうから

は、議員のほうの意見を踏まえて提案いただいた

かなというふうに思っております。壇上でのお答

えもさせていただいたのですけれども、具体的に

今重点支援地方交付金に対するいわゆるメニュー、

食料品の物価高騰に対する支援措置の特別加算と

いったメニューがついたというところはお聞きし

ているのですけれども、例えばそれらが年度内に

使わないと、その交付金を使わないと駄目だとか、

繰越ししていいだとか、そういった全体のスキー

ムというものがまだ示されていない中でなかなか

市としても制度設計ができないところがあるとい

うことは御理解いただきたいなというふうに思っ

ています。ただ、先ほどもお答えさせてもらった

とおり、市民の皆さん方の生活に必要な施策につ

いて庁内の中でよく協議させてもらって、できる

だけ早い段階で対策についてをお示しできればな

というふうには我々も思っておりますので、御理

解いただきたいと思いますし、先ほどＹｏｒｏｃ

ａという話もいただきましたけれども、Ｙｏｒｏ

ｃａについて実績２回ほどございますので、その

配布方法についてはこちらとしても経験値がある

ということから、それは確かに早くというか、や

り方的にはこちらのほうも持っているので、スピ

ーディー、スピード感は持てる手法の一つではな

いのかなというふうには思っておりますが、いず

れにいたしましても全体の制度設計といいましょ

うか、全体の枠といいましょうか、そういったも

のが示されてこないとなかなか市民の皆様方には

しっかりとしたことがお伝えできないというとこ

ろでいますので、御理解いただきたいなというふ

うに思います。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 分かりました。今き
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っと国会ではやられている最中だというふうに思

います。これが決定次第、きっと配布が開始され

るというふうに思います。今Ｙｏｒｏｃａのお話

が出ました。本当に速やかにできるのがＹｏｒｏ

ｃａかなというふうに思いますし、各個人個人い

ろんな部分でつくれるのかなという部分もありま

すので、ぜひそういうふうに進めていただきたい

なというふうに思います。よく現金配ったらどう

のこうのというのは、今はもうおこめ券よりも現

金配れというのが市民のほうが、テレビでも多く

なりました。それだけやっぱり緊急性があって、

来たらすぐ使いたいという部分の思いが市民の方

々にはあるのかなという思いで私毎日見させてい

ただいておりますけれども、ぜひその部分、Ｙｏ

ｒｏｃａではなくてもいいです。速やかに来まし

たら配布できる体制を取っていただきたいなとい

うふうに思います。ここに書いてある食料品の物

価高騰に対する部分、本当にいろんな部分あると

思いますけれども、市民が買える部分、またきっ

と灯油はじめエネルギーも入っておりますし、水

道料金の減免もありますし、学校給食への支援も

あるみたいです。そういう部分で少しでも速やか

な配布をお願い申し上げます。

それでは次に、ヤングケアラーについてお聞き

させていただきます。先ほど室長言われたように、

北海道でアンケートを７年７月に取られたみたい

で、公立小学校の５年生、６年生、そして中学校

２年生、高校２年生、大学生と、そして小学校で

は６％、中学は３．９、そして高校２．９、５割

の方が自由な時間がない、そして勉強する時間が

ないという回答があったということで言われてお

ります。このヤングケアラーの部分は、なかなか

表に出ない部分が多いのかなという部分が分かり

ます。通常独り親の方にしても両親が共働きして

もやはり家庭の中の部分、兄弟を見るだとかいろ

んな部分で、兄弟のために御飯を作ってあげたり

という部分というのはその子にしたら普通のこと

かなというふうに思うみたいなのです。だから、

通常そういう部分なのだけれども、国の制度だと

かいろんな部分から見れば、その人たちというの

はヤングケアラーであって、まだまだ自分の自由

な時間が取れて、自由に勉強ができて、いろんな

部分を変えられる可能性があるというふうに考え

ています、私も。その中で先ほど市の取組で言わ

れておりましたけれども、ヤングケアラーは子供

ですから、小学校だとか中学校だとか高校の先生

も含め、教職員も含め、教育委員会も含め、そし

て市の民生だとか高齢だとかいろんな部分、重層

的に見ていかない限り無理なのかなと。親は、も

し障がいを持っていたら、そっちの関係で含まれ

るだろうしという部分で、今回も鎌倉行きまして

重層支援の体制を見させていただきました。それ

見させていただいたときに、１つの部分で対策で

きる部分でなくて、ヤングケアラーは全体含めて

見ていかなければいけない部分なのだなというの

を感じて帰ってきたのですけれども、この北海道

の７年７月のアンケート、これ名寄の小学校、中

学校、高校生も大学も入られてのアンケートだっ

たのでしょうか、それとも特定の学校のアンケー

トだったのか教えていただきたいというふうに思

います。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（倉澤富美子君） 北

海道のアンケートでは、公立の学校ということで

したので、どちらの学校ということは確認できて

はおりません。名寄市のほうでも実態調査みたい

な形でアンケートは取っていないのですけれども、

令和６年１１月に第３期名寄市子ども・子育て支

援事業計画策定の際に市内の小中学生を対象に子

供アンケートを実施しております。ヤングケアラ

ーに関する直接的な項目はございませんが、お手

伝いについてという項目では親に代わって洗濯、

掃除、料理などの家事をするという設問では小学

校の４年生、６年生は毎日三、四時間が２．９％、

毎日５時間以上やっていますというお子さんが１
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％、中学生では毎日三、四時間が１．８％、毎日

５時間以上が０．４％など長時間のお手伝いをし

ているというお子さんがいることが分かりました。

また、親に代わって兄弟のお世話をするという設

問では、小学校の４年生から６年生は毎日三、四

時間が４．８％、毎日５時間以上が４．４％、中

学生では毎日三、四時間が４．７％、５時間以上

で２．２％など、前項目のお手伝いよりも兄弟の

お世話の割合が多くなっていることが分かりまし

た。こども基本法に基づいた子ども・子育て支援

事業計画に反映させるための子供アンケートだっ

たので、この調査で本市のヤングケアラーの実態

は把握できないのですけれども、今後子供たちの

意見集約の機会があるときにヤングケアラーに関

する設問を組み込んだ実態把握などに努めていき

たいと考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 分かりました。今の

室長のお話であれば、５時間以上家庭の部分で掃

除だとか食事を作ったり、兄弟姉妹の方を面倒見

ているという状況であれば自分の学校の宿題だと

か何かできるのでしょうか。ひょっとして４時に

家に帰ったとします。５時間、９時まで兄弟の面

倒を見たり、食事の世話をするだとかやる、そし

て９時から自分の宿題をしなければいけないとな

ると、ほとんどヤングケアラーの部分に入ってく

るのかなという部分を感じるのですけれども、そ

れは私だけなのでしょうか。実態的に名寄でもヤ

ングケアラーという方々って言ったらおかしい、

そういうお子様がいるということをやはり私たち

も掌握して、その子供たちをどういうふうに持っ

ていくかというのが重要かなというふうに考えま

す。その中で資料にもありましたけれども、ケア

ラーを見るために研修等々やられているという部

分をお聞きしました。そして、その部分でいけば、

教育委員会、そして学校の教師、そして市も含め

てのヤングケアラーの研修等々というのはどうい

うふうに進められているのかお聞かせをいただき

たいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（倉澤富美子君） 市

のほうの研修につきましては、福祉部門の職員が

道の研修に参加しているという状況にございます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 紙に書いていないの

ですけれども、教育現場としてはどのような部分

で今のお答えを、ヤングケアラーに対してなので、

その研修だとかというのは、そこら辺は教育委員

会としてはまだでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 学校のほうでは、道

教委のほうから通知がありまして、そういった部

分の研修というのでしょうか、動画を見ていると

いうことでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。ぜひ学校現場での子供たちの部分見つけてい

ただくことをお願いします。

その中で、ここでタブレット開かせていただき

ます。ちょっと待ってください。群馬県の高崎市

というところがあります。これちょうどＮＨＫか

何かのテレビあったときに高崎市長が出て、うち

はヤングケアラーの子供がいたら１時間無料で食

事行ったりなんかしているのですってテレビ出た

ものですから、ちょっと見てみました。そして、

ここにヤングケアラーＳＯＳって、この高崎市で

は取組進めています。そして、このサポーター制

度で食事を作ったり、そして家事をしたり、掃除

をしたり、そして子供の面倒を見てあげたり、そ

して買物に行ったり、そしてもし家族、お母さん

が障がいを持っているだとか、おじいちゃん、お

ばあちゃんの面倒見なければいけない部分の介護

も含めてやられているのです。そして、時間が２

時間無料で週３回って書いてあるものですから、
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その中でいろんな部分、先ほど言っていました高

崎市ではヤングケアラーがなかなか学校だとか友

達に言えないという部分が多いので、リモート相

談を設置したのです。そこで何人かの方が連絡来

ているみたいなのですけれども、できれば名寄は

まだ支援体制はできていないけれども、この子供

たちが少しでも自分はこういう部分で苦労してい

るという部分を友達や何かにはなかなか言えない

と思います。しっかり名寄はリモート相談室を設

けていますから、ここに連絡くださいだとかとい

うのを小中学校に配らなければなりませんけれど

も、そういう体制を組めるようにはできないので

しょうか。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（倉澤富美子君） 名

寄市では、ＳＮＳなどを活用した相談の部分とい

うことがまだできてはおりませんけれども、学校

で児童生徒さんに貸与されているＩＣＴの端末か

らはおなやみポストという部分で子供さん御自身

が相談できる窓口があるということで伺っており

ます。市のほうでできることというふうに考えま

すと、ホームページなどでも少しヤングケアラー

について周知、広報いたしまして御本人の気づき

ですとか、周りの大人の気づきを、もう少し気づ

いていただけるような周知啓発をして、あと北海

道などでヤングケアラーだけではなくて相談窓口

など、メールですとかＳＮＳを活用した窓口があ

りますので、そちらも掲載しながら、そこから相

談につなげていけるような、そんな体制をつくっ

ていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。一人の子供も悲しませないというのがや

はり行政のお仕事であるかなというふうに思いま

すし、私たちの仕事でもあるというふうに私は感

じておりますので、ぜひ少しでも子供たちが安心

して相談できる体制のところをつくってあげてい

ただくことをお願い申し上げます。

最後に、除雪の部分であります。毎回除雪はや

らせていただいて、除雪やらないと怒られるもの

ですから、質問を入れさせていただいています。

でも、札幌だとか旭川へ行くと道路ひどいですけ

れども、名寄は本当にすばらしい除雪体制だとい

うふうに私は考えています。そういう部分で市民

の安心、安全な除雪の道路のために、今年まだ雪

少ないですから、いいですけれども、毎年のよう

にやはり排雪始まるのと最後に行くまでにいろん

な部分で道路幅が狭くなることがたくさんありま

すので、ミニロータリー車をしっかり活用してい

ただいて安心、安全な道路をつくっていただくこ

とをお願い申し上げ、私の質問を終わらせていた

だきます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

市職員の兼業についてを、水間健詞議員。

〇４番（水間健詞議員） 議長より許可をいただ

きましたので、壇上より大項目１点について質問

いたします。

大項目、市職員の兼業について。市内の名寄市

の環境を見ると、事業所、個人事業主、スポーツ

や文化活動、地域活動などあらゆる分野で人手、

人材不足が見られます。そして、その傾向は、今

後さらに強くなると思われます。そこで、小項目

２つについて質問します。

１つ目、名寄市職員の兼業に関するルールの現

状について。地方公務員法では、営利企業との従

事制限、職務専念義務、信用失墜行為の禁止、守

秘義務などにより原則禁止と、ただし任命権者の

許可で例外許可のルールということになっており

ますが、これについてこの名寄市において過去に

許可の事例があったのか、それから許可があった

のならそのときどういうルールに基づいて許可し

たのかについて説明願います。

２つ目、今後どうあるべきかについて。兼業の
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許可を制度化している自治体も出てきております。

令和７年の調査によると、都道府県、市町村など

で６４％、その前の調査が令和元年にあったらし

いのですけれども、そのときから比べて２５ポイ

ント増えているというふうに聞いております。よ

り進むと思われる人口減少、高齢化の中、特に地

域貢献型の兼業などをむしろ積極的に位置づけて

いくことは今後必要なことではないかと私は考え

ます。また、市内事業者や団体においても通常は

就業規則で禁止している場合が多いと思われます

が、取り巻く環境は同様で、そういった事業所や

団体に波及効果も期待できるかと思っております。

今後どうあるべきか、お考えをお知らせ願います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 水間議員からは、大

項目で１点御質問いただきました。私のほうから

答弁させていただきます。

大項目１、市職員の兼業について、小項目１、

名寄市職員の兼業に関するルールの現状について

お答えいたします。ハローワーク名寄管内の９月

現在の月間有効求人倍数は１．４４倍となってお

り、北海道の有効求人倍率０．９２倍に比べても

当地域の人手不足は顕著と言えます。お尋ねの市

職員の兼業に関するルールについてでございます

が、地方公務員法第３８条の規定に基づき、任命

権者の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定

めた名寄市職員の営利企業等の従事制限に関する

規則に準じて判断しております。規則では、職員

から申請があった場合に、１つとして職務遂行に

支障を及ぼすおそれのある場合、２番目に職員が

占めている職と兼ねようとする地位または従事し

ようとする事業もしくは事務との間に特別な利害

関係があり、または発生するおそれがある場合、

３番目に職員の身分上ふさわしからぬ性質を持つ

場合を除き、かつ法の精神に触れない場合に限り

許可することができるとしております。さらに、

就業時間につきましても兼業による心身の著しい

疲労のため職務遂行上能率に低下を来してはなら

ないため、国家公務員の基準に基づき週８時間、

また月３０時間、また勤務日においては兼業先で

１日３時間と上限時間を設けております。こうし

たルールに基づき、申請があった場合には、その

内容が許可基準に該当するか判断しているところ

です。これまでに申請があり、許可した具体的な

ものといたしましては、専門知識を求められる非

常勤講師や各種委員会などの委員、国保診療所の

医師の他病院への非常勤としての勤務、予備自衛

官などについて申請があり、許可しているところ

でございます。

次に、小項目２、今後どうあるべきかについて

お答えいたします。総務省は、令和７年６月に営

利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関す

る留意事項についての通知を自治体に発出してお

ります。その通知には、地方公務員の兼業につい

ては職員による自立的なキャリア形成、自己実現

のニーズの高まりや高齢化、人口減少など社会情

勢の変化を背景として希望する職員が兼業できる

環境を整備することが各地方公共団体に求められ

ており、職員が兼業を通じて地域を知り、人と交

わり、そこで得た学びを職務遂行や行政サービス

の向上に生かすことにより地域住民の信頼を高め、

効率的な公務運営の確保にもつながるものと考え

るとされております。また、許可基準を設定する

に際し、職務遂行上能率の低下を来すおそれがな

いこと、相反する利害関係を生じるおそれがなく、

かつその他職務の公正を妨げるおそれがないこと

及び職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこ

との３点の基本的原則を満たすことが求められて

おります。さらに、国家公務員では原則禁止とさ

れている営利企業での兼業についても、地方公務

員においては地方公共団体の実情及び人的資源の

有効活用の点から一律にこれを禁止するのではな

く、基本的原則を満たす場合において各任命権者

の判断において営利企業の従業員との兼業を認め

ることが可能であるとされております。兼業許可
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に関する基準を設けている地方自治体も増えてい

ることから、国の通知に基づき本市においても兼

業に関する許可制度の必要性について検討してま

いりますが、地方公務員であるため、まずは全体

の奉仕者として住民の信頼を確保すること、住民

の疑念を招くことのないよう取り組むことが重要

と考えております。また、兼業については、地域

の実情を勘案しながらも、あくまでも職務専念義

務が課せられていない勤務時間外における職員の

自発的な活動であり、職員の意に反した動員的な

運用であってはならないことに留意しなければな

りません。地域の実情を把握した上で兼業に関す

るこれらの課題を整理し、職員が公務のみならず

地域で活躍できる人材としての育成や魅力ある職

場づくりに取り組んでいく必要があるものと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） よく分かりました。ま

ず、小項目１についてもう少し確認していきたい

と思います。

過去のこういった事例があったよということで

お知らせいただきました。そして、国の通知によ

る内容としては、こういったことに注意しながら

整備を進めていったらいいよねというような通知

の内容だったと思いますが、そういった通知があ

るという前提で市の職員が自らのスキルやキャリ

アを生かして地域課題の解決に仕事という形で関

わっていくのはいいことではないかというか、仕

事として地域課題に関わることに対してはどう思

いますか。いいことではないかって私は思うので

すけれども。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） いいことではないか

というか、職員の自立的なキャリアの形成ですと

か、あと自己実現、そういったことを自分の中で

どういうことをしたいかというところのしっかり

と意識を持ってそれぞれそういったお仕事という

か、業務というか、そういうことを自立的にやっ

ていただくことはすごくいいことではないかなと

いうふうに思っています。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ちょっと質問の言い方

が悪かったと思うのですけれども、そういったこ

とで地域課題に寄与していくというのは誰にとっ

ても、市の職員に限らず、普通に事業所で働いて

いる人にしても自らの技術やノウハウを使って地

域に仕事という形で関わって寄与していくという

のは非常にいいことだと思います。なおかつ、先

ほどの国の通知でもそういう整備していったらい

いよねということでなっており、また全体的な日

本の各地方公共団体でもそういう整備が進んでき

ているという現状において名寄市で任命権者の許

可ルールが明示的に示されていないのはなぜなの

かということを伺いたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 示されていないとい

うか、現状は最初の答弁でもお答えしたとおり、

名寄市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

に準じて許可いただいた後に判断させていただい

ているというところで今はやっているということ

でございますので、御理解いただきたいと思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 分かります。おっしゃ

るとおりだと思いますが、私の明示的というのは

こういうことなら許可できますよということを見

える化したルールがあったらいいのではないかと

いうことを明示的という言葉で表したのであって、

その辺を明示的に示していくことが必要なのでは

ないかと私自身思ってこういった質問をしている

わけなのですけれども、どのようにお考えでしょ

うか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） それが最初の壇上で

も答えさせていただきましたけれども、令和７年
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６月に総務省から通知をいただきまして、今後そ

ういった兼業に関するルールをしっかりと地方公

共団体もつくっていくべきではないかといった発

出をいただきましたので、それに基づいてこれか

ら検討させていただきたいと考えているところで

ございます。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

私もそう思います。今は、もう制度がなければつ

くっていかなければならない段階ではないかと思

っておりますので、ぜひ進めていただきたいとい

うふうに思います。また、このこと以外でもある

程度制度をつくって進めていきながら整備してい

くということも必要なことだと思いますので、あ

る程度のスピード感を持って、スケジュール感を

持って示して進めていっていただきたいと思いま

す。現状については以上です。

次に、小項目２つ目、ある程度今の中で伺って

きましたが、今後どうあるべきかについて、今部

長からもそういうところで進めていくということ

ありましたが、具体的なスケジュール感とか、そ

ういったものについて今お話しできるものあれば

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 具体的にいつまでに

つくり込むということはまだ考えておりませんけ

れども、一回ここの部分についてしっかりと総務

省の通知を改めて見させていただきたいと思って

おりますし、先進的な事例も幾つかよその自治体

からも見られますので、そういったところを確認

させてもらいながら、地域の実情に合った職員が

兼業したいときに働きやすいというか、やりやす

い環境づくりにも少し努めていくようなものを少

し考えていきたいというふうに思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

今部長の答弁で進めていっていただけるというこ

となのですが、今現在ルールがこれならできると

いうことで手札を提示していないという状態なの

で、この状態をできるだけ早く解消して、地方公

務員法では原則禁止ということで、原則禁止をあ

まりにも厳格に今後続けていくというのは誰にと

ってもメリットがないというか、個人個人が持っ

ている技術やノウハウ、スキルというのを地域の

中でいろんな形で使える環境を整備するというこ

とが地域全体の生産性を高めるというか、特にス

ポーツ、文化活動なんかで過去にスポーツ経験者、

文化活動の経験された方が市の職員でもほかの事

業所などでもたくさんいらっしゃると思うのです

けれども、例えばそういった方が地域に報酬を得

た形で活動していただく、こういったことをあま

りにも制限するというか、今基本原則市でも事業

所や団体でも就業規則などで禁止している場合が

多いと思うのですが、ちょっともったいないなっ

て思って今回こういった質問しています。ぜひあ

る程度、これは市の職員だからもっとあちこち働

けって言っているわけではなく、そういったこと

で働ける条件をはっきりさせてほしいと、そのほ

うが全体的なメリットになると思います。私、例

えば名寄に住んでいる方たちというのはもうみん

な仲間だと思って、助け合ってやっぱりこの地域

の生産性上げていきたいなと思っています。そし

て、こういった今議員という立場になってからは、

市の職員の皆さんはもう私の家族、木村部長も兄

弟同然、そのように思っています。ですから、こ

んなに距離間詰められても木村部長は迷惑かもし

れないのだけれども、そういった感じでお互いや

っぱり家族、親戚なのだ、協力し合ってこの地域

を盛り上げていこうというふうに思っています。

これは、商売やっている事業所、それから地域の

さっきも申し上げたスポーツ、芸術活動、それか

ら町内会のような地域の活動や任意団体、いろん

なイベント、あらゆることに関わってくると思い

ます。こういったことに市の職員だから、どこど

この兼業禁止の会社に勤めているから、そういっ
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たことで一緒に活動することを妨げることがあっ

てはならないというふうに思っています。これは、

部長からも今具体的にいついつということは示さ

れないということだったのですけれども、できる

だけ早い段階で進めていただきたいと思っていま

す。ちょっと私の話長くなりましたけれども、今

現在隠れた副業ということでやられているケース

ももしかしたらあるかもしれません。これ隠れて

そういうことをやる副業ではなく、もっと応援し

て働いてもらえる、そういったマインドに市の理

事者の皆さんのマインドが切り替わっていくとい

う余地はあると思いますか。ちょっと質問が抽象

的なのですけれども、そういったマインドの切替

えの余地はあるのかということを伺いたいと思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 議員からは、市の職

員に対するすごく熱い思いと、またいろんな御意

見いただいたところですけれども、やっぱり我々

市職員におきましては地方公務員法の中で市職員

として市の業務をしっかりと遂行して全体の奉仕

者として市民の信頼を確保するということがまず

何よりも大前提だというふうに思っていて、その

上で就業時間外に自発的な活動として職員が兼業

に取り組むということがやっぱり必要なのだろう

なというふうに思っています。その上、ルールと

いうものが必ずそこには出てくるので、総務省の

通知にもありますけれども、基本的な３つの原則

の中で営利企業でも認められるよということがご

ざいますので、何でもかんでもっていかないとい

うことは御理解いただきたいというふうに思って

いるところであります。現在も兼業に関しては、

先ほどもお話しさせてもらったとおり申請の都度

許可の判断をさせていただいておりまして、隠れ

た副業というようなお話もいただきましたけれど

も、そういった方がいるかどうかというのは認識

していません。就業時間外における兼業というこ

とになりますので、限られた時間の中で自発的な

活動といたしまして職員の知識と経験を生かした

就業によって地域の活動に貢献している職員も中

にはいますので、そういったことで応援してあげ

るマインドといいましょうか、既にそういった自

分の知識を持って外に出ていっている職員に対し

てはぜひ頑張っていただきたいということは恐ら

く皆さん思っていることではないのかなというふ

うに思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） やっぱり兄弟だと思い

ました。私と同じように思っていらっしゃると。

そう思っていらっしゃるなら、ぜひ私も今後この

ことについては注目して見ていきたいと思ってい

ますので、できればどこで所管するのか、どんな

スケジュール感でやるのか、早い段階でお示しい

ただけるように期待するところなのですけれども、

どうでしょうか。何かもう少し踏み込んだ御答弁

いただけないでしょうか。ごめんなさい。例えば

どこで所管するように取り進めていくとか、次年

度とか、そういった辺りで。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 兼業のルールづくり

に関する所管は、私のところ、総務部だというふ

うに思いますというか、総務部でつくらせていた

だきたいというふうに思っています。先ほどもお

話しさせてもらいましたけれども、総務省の通知

が７年６月ということですので、改めてここをし

っかりと読ませてもらって、先ほども何回もお話

しさせてもらっていますけれども、基本的原則と

いうところがございますので、そこにのっとりな

がら、地域の状況を踏まえながら、課題を整理す

るところも少し時間もかかっていると思いますし、

私も水間議員と同じようにせっかくつくるこうい

ったルール、ガイドラインですので、職員の方に

も分かりやすいものがいいと思っています。あま

り曖昧にしておくと、何がよくて何が悪いのだと

いうところの線引きというところが兼業したい職



－50－

令和７年１２月８日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

員のほうもそうだし、兼業を許可する側もなかな

か難しくなってくると思うのです。ですので、そ

ういったところ結構先駆的な事例のところも少し

見られますので、そういったところの研究なんか

も少しさせてもらいながら、なかなか年度とかい

つまでというのは今の段階ではお答えできません

けれども、期待に応えられるよう頑張っていきた

いと思います。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

先ほど申し上げましたけれども、期待を持って注

視していきたいと思っておりますので、ぜひ市内

のほかの事業所や団体にまで市ではこうやってや

っているのだというふうに見えるような形で実施

していっていただきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で水間健詞議員の

質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時１１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 清 水 一 夫

署名議員 佐 藤 靖
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開議 令和７年１２月９日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和７年１２月９日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 今 村 芳 彦 議員

１１番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

行財政改革の推進についてを、谷聡議員。

〇５番（谷 聡議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い、大項目１点について質問いたします。

大項目１、行財政改革の推進について。小項目

１、職員数の数値目標と働き方改革について。令

和８年度予算で２０億円の財源不足が生じ、一般

財源５億円を削減する必要があると昨日の質疑で

も取り上げられたところでございます。今後どの

ような予算編成になるか注目が集まるところでご

ざいますけれども、歳入面においてはガソリン税

と軽油引取税の暫定税率が年内で廃止されること

になりましたが、それによる市の税収減の見込み

はどのようになっているかお伺いをいたします。

次に、昨年の第４回定例会におきまして質問い

たしました職員数の数値目標でございますが、答

弁においては職員の数値目標を定める必要はある

ものの、時間がかかるということでありましたが、

現状においてもその考え方に変わりはないかお伺

いをいたします。

次に、働き方改革について。市長、副市長から

も当然指示されていることとは思いますけれども、

安易な前例踏襲をやめ、真に必要な業務を効率的

に行うこと、働き方改革はこれに尽きると考えて

おりますが、議会としてもと言うとちょっと語弊

があるかもしれませんので、現在のところは市政

クラブとしてはということに今のところはしてお

きたいと思いますが、市職員の働き方改革は重要

であると考えており、協力できるものについては

前向きに取り組んでいかなければならないと考え

ています。現在市が取り組んでおられる働き方改

革は、具体的にどのようなものかお伺いをいたし

ます。

働き方改革に関連して、職務専念義務について

お伺いをいたします。昨年の９月議会におきまし

て、敷地内の喫煙所のことを質問させていただき

ました。多くの市民の皆様から質問に賛同いただ

いたと。同時にお叱りも受けました。それは、職

員の勤務時間中の喫煙をなぜ問わないのかという

ことでございました。勤務時間内に自席を離れて

喫煙することを認めている根拠と１日何回まで認

めておられるのかお伺いをいたします。

次に、小項目２、事業の選択と集中による財政

自治の原則遵守について。選択と集中という言葉

は、いろんな場面で使われております。令和８年

予算編成方針についてにおきまして、今年度の行

財政改革の取組方針として選択と集中の実質化を

目指すため、職員一人一人が前例にとらわれない

大胆な見直しを行い、一般財源ベースで５億円削

減という指示を発出されたということは承知して

おります。私もそれは大変重要なことだと認識し

ておりますが、ただ実際にこれまでどういうもの

を選択し、どういうものに集中させたのかあまり

発信されていないように思います。具体的に選択、

あるいは集中した具体的実例についてお伺いをい

たします。

それから、国の予算編成におきましては、概算

要求基準に基づき各省庁に要求上限額、いわゆる

シーリングというものが設けられておりますが、

市の予算編成では各部ごとにこのような枠を設け

られているのかお伺いをいたします。
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これから本格的な予算編成の作業に入ると思い

ますけれども、一般財源５億円削減の必要性に向

けて現状どの程度めどが立っておられるのかを併

せてお伺いをいたします。

小項目３点目、第２次行財政改革推進基本計画

の基本的な考え方について。この基本計画におい

て、行財政改革は組織の合理化、事務の効率化、

職員数や給与の適正化などの形で実施されるもの

と考えられてきました。しかし、行財政改革は単

なるコスト縮減を目指すのではなく、将来を見据

えて市民の生活の豊かさを目指した自治を希求し

た活動でなければなりませんというふうにされて

います。ここでしかしというのは、前に述べた内

容に対して反対や対立する言葉を導く逆説の接続

詞であります。すなわち、組織の合理化、事務の

効率化、職員数や給与の適正化は重視しない。さ

らに言えば否定するとも読み取れますけれども、

そのこと自体は間違っているとは言いませんが、

それは財源が潤沢な自治体において許される目標

と言えるのではないかというふうに考えます。市

の考え方についてお伺いをいたします。

この計画に記されている改革の必要性では、合

併特例措置の終了による交付税の減少、人口減に

よる市税の減少、高齢化に伴う社会保障費の増加、

公共施設の老朽化への対応など、状況分析はでき

ているというふうに考えますが、コスト縮減を目

指さなかったというのは間違いではなかったかと

いうふうに考えておりますが、そのことについて

お考えをお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） おはようございます。

谷議員からは、大項目で１点御質問いただきまし

た。私のほうから御答弁させていただきます。

大項目１、行財政改革の推進について、小項目

１、職員数の数値目標と働き方改革についてお答

えいたします。本市においては、少子高齢化、人

口減少に直面し、市税や地方交付税などの一般財

源収入の大幅な伸びは見込めない状況であるとと

もに、物価高騰や人件費の増加、社会保障施策に

要する経費の増加などから、財政面において厳し

い状況に置かれています。そのため、本年７月の

行財政改革推進実施本部会議において、名寄市の

行財政改革の目指すべき姿として人材育成改革、

財政改革、事業選択改革による選択と集中の実質

化を目指すとともに、具体的数値目標として令和

８年度予算における一般財源ベースで５億円の削

減を目標に掲げたところです。お尋ねのガソリン

税の暫定税率廃止に伴う影響についてであります

が、暫定税率廃止に伴い、地方揮発油譲与税の減

収が見込まれるところですが、基本的には譲与税

の減収分は普通交付税で措置されるものと認識し

ているところでございます。

次に、職員数の数値目標については、第２次名

寄市行財政改革推進基本計画（後期基本計画）の

基本方針１、効率的で質の高い行政運営の推進、

推進項目、適正な定員管理と人材確保において、

簡素で効率的な組織機構づくりに努めるとともに、

業務量に応じた適正な人員配置に努めるとしてお

り、例年組織機構に関しては行財政改革推進本部

所管委員会で協議をしているところでございます。

今年度においても、各職場会議から提出された組

織機構の見直しや人員配置の要望などに対して課

題を整理し、委員会において協議、検討を行って

いく予定となっております。

あわせて、さきにも述べましたが、今年度は行

財政改革の目指すべき姿として選択と集中の実質

化を掲げ、その３本柱の一つである人材育成改革

には名寄市人材育成基本方針の改定を行うことと

しており、求められる職員像を明確に定め、それ

に必要な育成、研修などを通じたキャリア形成、

人材確保、職場環境の改善などの議論を進めてい

くところです。また、近年の地方行政業務におい

ては、その量と質が大きく変化しているところか

ら、市民サービスオンライン化をはじめとしたＤ

Ｘの推進や選択と集中による真に必要な事業につ



－54－

令和７年１２月９日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

いても協議を進めているところでございます。必

要な業務に対する適正な人員により市民サービス

の維持、向上を図るため定数管理に取り組むこと

は重要かつ必要と考えておりますが、将来的な業

務量等を見据えた職員定数については慎重な議論

と時間を要するものと考えております。

働き方改革につながる業務の効率化、いわゆる

ＢＰＲの取組については、令和５年度から作業量

の過多や業務効率化が可能と想定される業務につ

いて取組を進めてきました。ワーク・ライフ・バ

ランスが重要視される中で、職員一人一人が日々

の業務に対する小さな改善の積み重ねに加え、前

例にとらわれない見直しを行い、業務の効率化に

努めているところであります。また、職務専念義

務に関しては、地方公務員法第３５条において

「勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責

遂行のために用い、」と定められているものであ

り、全ての職員が遵守すべきものと認識していま

す。そのため、職員が勤務時間中に喫煙のために

自席を離れることについては、その頻度や時間に

よって職務専念義務違反とみなされる可能性があ

るものと考えています。本市においては、現在職

員の喫煙所利用に関するルールを設けていないこ

とから、今後他市の状況などを調査し、研究して

まいります。

次に、小項目２、事業の選択と集中による財政

自治の原則遵守についてお答えいたします。事業

の選択と集中につきましては、総合計画実施計画

事業を中心に各事業において行政評価における外

部評価などの意見を参考とした検証、それに基づ

きローリングにおいて事業の廃止、縮小、維持、

拡大など毎年度議論を行い、最終的には予算協議

において選択すべき事業や集中すべき事業につい

て議論し、予算を作成してきたところです。具体

的に令和７年度予算においては、子ども・子育て

施策に対し選択と集中したと考えております。イ

ンフルエンザワクチン接種の拡大から継続してき

た小中学校の施設整備、冷房設備の整備など安全、

安心な学校生活を送ることができるよう予算措置

したとともに、ＡＬＴの増員やＧＩＧＡスクール

構想への対応など現在の学校教育の課題をしっか

りと捉え、時期を逃すことのないよう子供たちの

未来を見据え、このまちで育ってよかったと思っ

てくれるような事業の展開を図ってきました。さ

らには、本市の課題である人材の確保においても

選択と集中により特別交付税措置のある地域おこ

し協力隊制度をはじめ、国の制度を活用し、新た

な施策への展開や施策の拡充に向けた人材確保に

ついて予算計上したところです。

次に、本市の予算編成についてでありますが、

本市の予算編成では各部局への枠配分方式ではな

く、一件査定による予算編成作業を行っておりま

す。自治体の予算編成は各自治体それぞれの手法

で実施されているものと認識しておりますが、本

市においては厳しい財政状況の下、地域の多くの

課題解決に向け一般財源収入を最適に配分してい

かなければならないことから、事業別予算での予

算要求による一件査定にて編成作業を進めている

ところです。なお、令和８年度予算における一般

財源５億円の削減目標については、現在財政課に

おける予算査定中であり、明確な数字はお答えで

きませんが、今後各段階の査定を通じ、目標に向

け選択と集中の実質化に取り組んでまいります。

次に、小項目３、第２次行財政改革基本計画の

考え方についてお答えいたします。平成２９年４

月に策定した第２次名寄市行財政改革推進基本計

画では、改革の必要性として地方交付税の合併算

定替えによる特例措置の終了による交付税の減少

や生産年齢人口減少などに伴う市税の減少ととも

に、高齢化に伴う社会保障費の増加や公共施設の

老朽化への対応など、これからの市政運営には多

くの課題が見込まれることから、引き続き健全な

財政構造を持続できる改革への取組が求められる

とされています。さらに、改革の理念として、行

財政改革は財政の悪化や社会情勢の変化に対応し

て、組織の合理化、事務の効率化、職員数や給与
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の適正化などの形で実施されるものとして考えら

れてきました。しかし、行財政改革は単なるコス

ト縮減を目指すものではなく、将来を見据えての

市民の生活の豊かさを目指した自治を希求した活

動でなければならないとされています。この文面

から組織の合理化、事務の効率化を重視していな

いのではないかとの御質問ですが、ここに記され

ている内容は、まずは行財政改革を進める上での

前提として、市民の将来を見据えた豊かなまちづ

くりが必要で、市民が安心して暮らし続けること

が大切であることから、単なるコスト削減を目的

とした行革であってはならないという意味として

捉えており、決して組織の合理化や事務の効率化

を重視していないわけではありません。実際に基

本方針１、効率的で質の高い行政運営の推進では、

コスト意識を持って行政運営に当たること、限ら

れた財源を有効に活用するために業務内容を検証

し、効率的かつ健全な財政運営を進めると示され

ていますし、主な推進項目においては行政組織と

職員制度の見直し、事務事業及び業務改善が掲げ

られています。本市においては、こうした本基本

計画に基づいた行財政改革を推進してきており、

後期実施計画においては具体的な成果指標を示し、

事業の進捗管理も行っているところです。さらに、

予算編成方針においても徹底的な行財政改革に努

めることとして、事業の選択と集中の実質化を念

頭に一つ一つの事業の意義、手法、効果を根本か

ら見直すこと、また主要施策であっても新規で予

算計上する場合は必ず既存事業の廃止、縮小、整

理、統合などの見直しを行い、その財源を確保し

た上で必要経費を計上することと全職員に対し方

針が示されております。こうしたことからも、決

してコスト削減を目指していないわけではなく、

市民にとって真に必要なものは何か、市民の幸せ

のためにはどうすべきかを念頭に持続可能で健全

な財政基盤の確立となるよう行財政改革の取組を

進めているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） それぞれ御答弁いただ

きました。時間の許す限り再質問させていただき

たいと思います。

まず、１点目ですが、数値目標に関してです。

今年９月の議員協議会で示されました名寄市行財

政改革取組方針において、行政サービス維持に職

員は不可欠で、人材確保は急務というふうな表記

がございました。これは、もっと職員の数を増や

す必要があるというふうにも読み取れたところな

のですけれども、これは職員の数を増やす必要と

いう判断をする前に、今いる職員のスキルアップ

を図るという方向に向かないのかなというふうに

単純に疑問として思ったわけです。職員一人一人

のスキルアップ、能力を向上させれば、仮に職員

の数が減ったとしても行政サービス維持は可能で

あるというふうに考えますけれども、その点につ

いていかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） もちろん職員の人材

の育成というところもすごく必要なことだという

ふうに思っておりまして、さきの答弁でもお答え

させていただきましたけれども、これからは人材

確保並びに育成に向けた基本方針に向けても作成

を検討しているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） できる限りスキルアッ

プ、能力向上に向けて取り組んでいただければ、

少しでも少ない人数で住民サービスの維持をする

ことができるというふうに思います。

続いて、地方公務員の生涯賃金が総務省の調べ

によりますと２億８，０００万円というふうにな

っております。今後の賃金上昇とかを考えると、

１人約３億円生涯で賃金を受け取るという計算に

なると思います。このことは、職員を１人採用す

るということは３億円の買物をするということと

ほぼ同じような意味を持つのではないかというふ

うに思っています。今人口が減り続けて、予算規
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模も縮小し続ける中、中長期的な数値目標を定め

ることは喫緊の課題ではないかと思いますが、お

考えをお聞きいたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 私は人材確保につい

てそのように１人当たり幾らって、買物とは全く

同じようには考えておりませんが、やっぱり将来

的に今のこの財政状況の中で業務量を見据えて、

市民サービスの維持、向上に向けては適正な職員

の定数管理は、先ほどもお話ししましたとおり、

必要だというふうに考えています。ただ、ここに

ついては、昨年の答弁とも同じになるかもしれな

い、繰り返しになるかもしれませんけれども、現

状毎年度各職場におきまして組織機構の課題を整

理しながら、その中で出された組織の見直しです

とか、人員配置の要望など意見を基に今そういっ

たものの中で検討委員会等の中で職場の状況を的

確に把握しながら、組織の機構や人員配置に反映

するように取り組んでいるところでございまして、

働き方の変化ですとか急速なデジタル化などなど

の業務の改善に向けた取組など、すごく自治体の

業務内容や手法も大きく変化している状況であり

ます。そのため、適正な行政サービスと組織の規

模の在り方というところにつきましては、単に定

数管理の側面だけではなくて、業務内容や手法と

併せて総合的に考えていく必要があるというふう

に考えているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） そこで、昨年もちょっ

とお伺いしたことの繰り返しになりますけれども、

職員の数値目標についてはいつまでに作成という

ような時期的な目標が現在あるのか、それとも去

年のままなのかどうかについて、去年の御答弁の

ままなのかどうかについてお伺いをいたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 具体的に定数目標を

いつまでにというところの目標は今のところ設け

てはいませんけれども、当然この行財政改革推進

基本計画も来年度で終了となりますので、併せて

今第３次総合計画の策定のほうを進めています。

その第３次総合計画の中におきましても、この行

革というところも一つやっぱり視点が関わってく

るというふうに思っておりますので、そのような

総計の考え方を基にこの行財政改革基本計画の見

直しについても、見直しの中においてもこういっ

た職員数の数値、適正管理に関わるところについ

ては必要な議論だというふうに考えているところ

でございます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 職員の数値目標につい

ては、一応そういう形で現在考えておられるとい

うことで私のほうも了解をいたしました。

次に、働き方改革についてでございます。今総

務部長からも具体的な取組について幾つか挙げら

れたところでございますけれども、具体的に効果

を上げているというか、実際に働き方改革で一番

目安となるのは超過勤務時間が一つの目安となる

のではないかと思いますけれども、令和７年は今

途中ですけれども、令和６年、令和５年、私の記

憶で１人当たり１か月平均およそ８時間ほどの超

過勤務時間だったかなというふうに記憶しており

ます。超過勤務時間について現在、７年度途中で

すけれども、変化が見られるかどうかについてお

伺いをいたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） ７年度と言われると

同じぐらいなのではないのかな、ここでは曖昧な

ことは言えませんので、ちょっと７年度について

は数値持っていませんけれども、６年度の計画で

いくと、今１人当たり８時間を目標にしているの

ですけれども、実績として８．２時間だったよう

な気がしていますが、その前から比べてたしか少

なくなっている……ここもちょっと曖昧なこと…

…確実なのが４５時間以上超過勤務をされた方が

令和５年度が延べ８０人いたのですけれども、令

和６年度につきましては４２名となっているとい
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うことから、４５時間以上の長時間勤務の方々は

少なくなっているという状況だけは、これは確実

な数字かというふうにお話しさせていただきたい

と思います。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 働き方改革については、

引き続き進めていただきたいというふうに思いま

す。

続きまして、職務専念義務についてです。先ほ

ど総務部長から現状ルールは設けていないけれど

も、今後実態を把握してルールづくりをというよ

うな趣旨の御答弁だったかと思います。大変前向

きな御答弁をいただいたと思っておりますけれど

も、このこととやっぱり今後敷地内の喫煙所の廃

止に向けてについてもぜひ御議論いただきたいと

思っておりますけれども、その点についてはいか

がでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 敷地内の喫煙所の関

係につきましては、前回も、昨年の議会でもお答

えさせてもらいましたけれども、受動喫煙の防止

に向けて今対策をしていくことから、現状はこの

ままというふうに考えておりますけれども、今後

の扱いにつきましては、状況見ながら庁内の中で

も研究していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 現状例えばたばこを吸

う職員が庁舎の外に出て喫煙する。１回当たり数

分、あるいは１０分ぐらいかかるのかなと思いま

すけれども、それが１日何回も繰り返されると、

やっぱりそれなり……自席から離れるということ

は、実際休憩時間にも等しいというふうに考えて

います。本当にたばこ吸う職員だけが休憩ができ

て、たばこを吸わない職員が休憩ができないとい

うような不公平感があると思いますので、たばこ

を吸わない職員の観点に立って今後も施策といい

ますか、勤務時間中の喫煙、あるいは庁舎内の喫

煙スペースのことについて庁内での御議論いただ

けたらというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。

次に、小項目２番目に移ります。選択と集中に

ついてでございます。今具体的実例について子ど

も・子育て関連、それから学校教育関連での選択

と集中をやったということ、または地域おこし協

力隊についても集中してやったというような御答

弁でございました。ただ、そのことがあんまり、

これを選択したのだ、これに集中したのだという

ことが外部向けにちょっとあんまりＰＲされてい

ないような認識を私持っていましたので、ぜひそ

こは今後、来年度予算においてぜひこういう部門

を選択しました、集中しましたということをＰＲ

することが大事だと思いますが、その点について

いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） ７年度予算におきま

しては、先ほどお話しさせていただきました子ど

も・子育て施策に対し選択と集中をさせていただ

いたということにつきましても予算委員会や予算

の記者発表の中ではお話しさせてはいただいてい

たかなと思うのですけれども、改めてしっかりと

皆さん方に分かるような形で周知に努めていきた

いなというふうに思います。令和８年度におきま

しても、今年については集中的重点事項というも

のも示しているところでございますので、そうい

った観点からも、ただ今回につきましては骨格予

算になりますので、その辺の見せ方含めながら市

民の皆さん方に分かりやすい周知に努めていけれ

ばというふうに考えているところです。よろしく

お願いします。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 個別の施策については、

今後ともぜひそういった形で選択と集中を進めて

いただきたいというふうに思います。以前私が、

ちょっと去年だったかおととしだったか失念しま

したけれども、加藤市長に対する質問で町なか活
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性化と拠点化構想、大きなプロジェクトが持ち上

がっていますけれども、これどっちもやるのです

かということをお伺いしたら、どっちもやるのだ

というふうな御答弁だったように記憶しておりま

す。選択と集中というからにはもっと大きなプロ

ジェクトについて、例えば優先順位を決めて、ど

っちを選択するということではなくて、どの事業

を優先するのだということを、今の名寄市の財政

状況を考えると必要があるのではないかと思いま

すけれども、これはぜひ市長としての政治的な責

任において大きな事業の優先順位を決めるべきだ

というふうに思いますけれども、この点について

市長、何かお考えありましたら。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今例に出していただいた

拠点化構想と町なかの活性化ということで、それ

ぞれ特色が違っていて、それぞれ重要な事業だと

いうふうに思っています。いずれにしても、これ

両方の事業とも名寄市だけで踏ん張ってやるとい

う事業ではなくて、当然民間の皆さんの活力もい

ただきながら、あるいは公共施設の老朽化におけ

る再配置の問題もありますので、そうした機能を

町なかに移していくという、その流れの中で事業

を組み立てていくということになろうかと思いま

す。いずれにいたしましても、優先順位をつける

という話はしっかりとこれ受け止めて、今後どの

ような形で事業を、ほかにもいろんな事業もある

と思いますので、そのスケジュール感等、できる

限り分かりやすく市民の皆さんに示すということ

は御提言として受け止めさせていただければと思

います。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 市長のお考えを伺いま

した。それで、令和８年度予算編成方針におきま

して、今年度の行財政改革の取組方針として選択

と集中の実質化を目指すため職員一人一人が前例

にとらわれない財政の見直しを行い、一般財源ベ

ースで５億円削減という指示を出されていました。

これ一人一人にやりなさいよといっても、それぞ

れの職、ポストといいますか、それぞれの責任の

持ち方が職員一人一人違いますので、例えば部長

と係員が同じ責任において仕事ができるかって、

決してそういうことではなくて、やっぱりまず先

ほど言ったように、市長が政治責任において政策

の優先順位を定めると。その方針に従って各部、

各課がそれぞれの持分、役職に応じた選択と集中

に取り組むという指示の出し方でないと、なかな

か一人一人の力の発揮のしようがないのではない

かなと思うのですけれども、この辺内々にはそう

いう具体的な指示は出されているのだと思います

けれども、これを一人一人前例にとらわれない大

胆な見直しがなるべくできるような働きやすい上

からの指示を出すことが必要ではないかと思いま

すが、その点お願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東川議員の昨日の質問で

したか、予算訓令の話が出てまいりましたけれど

も、この予算訓令の中でも改めて一般財源で５億

円の削減ということと、その上でこの事業をやっ

ていくのだよということ、なかなか時期的なもの

もあるので、そんなに具体的なちょっと踏み込み

はできていないところあるかもしれませんけれど

も、今後の事業については特に強調してやりまし

ょうというような指示を出させていただいている

ところであります。今回は、今年度の早い段階か

ら行革については特にここにいる部長さん方を中

心にかなり議論させていただいて、いろんなやり

方あるのだと思います。先ほど言ったように、シ

ーリングを設けるだとかというやり方もあるのか

もしれませんけれども、まずはそれぞれの部長さ

んにしっかりとそれぞれやるべきことをまずやっ

ていただいた中での積み上げで５億円をというよ

うな話もさせていただいて、それぞれの部長さん

が動画撮って、各職員に強いメッセージを出して

いただいて、それぞれの部長さんがリーダーシッ

プを発揮しながらこれをやっていこうということ
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で確認をして進んでいるところでありまして、そ

うした取組をしているということで御理解いただ

ければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 先ほど各部ごとにシー

リング設けているかという質問の趣旨は、仮に設

けているとすると、なかなか部をまたがったよう

な大胆な政策チェンジといいますか、予算の増減

といいますか、予算が硬直化してしまって、なか

なか大胆な行財政改革ができないのではないかな

というふうに危惧があったものですから、確認さ

せていただきまして、シーリングは設けていない

ということでしたので、私のほうはちょっとそれ

はそれでよかったなというふうに思っていたとこ

ろです。昨日も旧風連と名寄との合併の話がちょ

っと出ました。ちょうど今年合併から２０年です。

旧風連町民の当時の多数の賛成意見、住民投票の

結果２対１というような結果だったそうでござい

ますけれども、そういった経緯もあって合併した

ということも私最近になって知りました。今さら

風連が、名寄がといっても、これはそんなこと言

っている場合でもないですし、今の子供たちは合

併の経緯なんか知らない子供がほとんどです。将

来の名寄市を背負っていく今の子供たちに将来ど

ういう名寄市を残すか、今その岐路に立っている

というふうに思っています。財政が破綻したとき

に一番の被害を被るのは市民です。これは１０年

後、２０年後の人口推計を考えながら名寄市に何

が必要なのかを考えていかなければならない。本

当に必要なものは何なのか。人口が２万５，００

０人を割り込んで、今後も減り続けるという自治

体において、例えば小中学校が幾つ必要か、学区

の見直しはどうなるのか、プールとかパークゴル

フ場、スキー場など体育施設、文化施設がどれだ

け必要なのかということをまさに選択と集中によ

って厳選していかなければならない時期に入った

と思っています。このことについて、先ほどから

市長からも選択と集中についての意気込みをさら

にお伺いをしたところですので、選択と集中は以

上で終わりたいと思いますけれども、９月の議員

協議会において示された名寄市行財政改革取組方

針にあったのですけれども、名寄市全体として誰

かが何とかしてくれるという空気感で、当事者意

識がないという記載がありました。これはかなり

踏み込んだ表現だったと思いますけれども、実態

が恐らくそうなのであれば、これはちょっとゆゆ

しき事態だなというふうに思っています。このこ

とについて、当事者意識を今後どういうふうに醸

成していくかについて、総務部長でもよろしいで

すし、市長でもよろしいのですけれども、何かあ

りましたらお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 先ほどの予算の見せ

方とももしかすると関わってくるのかもしれませ

んけれども、合併から、議員のほうもお話しいた

だきましたけれども、２０年間がたったところを

含めていくと、今の現状をしっかりと、名寄市の

状況をしっかりと理解していただくような手法が

やっぱり必要なのかなというふうに思っています。

それが今進んでいる３次総計の議論の中において

もそういったことをしっかりと伝えさせていただ

きたいと思っていますし、今様々な観点でアンケ

ートのほうも進めさせていただいて、その結果も

一部これから分析等していくのかなというふうに

思っているところでございます。そういったこと

で、名寄市がしっかりと存続して、そこに住む市

民の方々がいわゆるウェルビーイングが向上する

ような取組についてしっかり取り組むということ

をこれからもどのような対策を取ってやっていく

かというところを広く周知、皆さん方で協議して

いくことが大切なのかなというふうに思っている

ところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） ぜひとも今後当事者意

識を醸成していただく取組を進めていただきたい

と思います。
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続きまして、小項目３番目に移ります。第２次

行財政改革推進基本計画の基本的な考え方でござ

います。これ合理化、効率化、給与の適正化など

が行財政改革だというふうに思われてきたのだけ

れども、しかし単なるコスト縮減を目指すのでは

なく、市民の生活の豊かさを目指した自治を希求

した活動でなければならない。これはまさしくそ

のとおりだとは思いますけれども、やっぱりこれ

は合理化、効率化は否定していないのだというよ

うな御答弁ございました。ただし、これ基本的な

考え方として明文化されているものですので、次

の基本計画、今後、今の計画は令和８年をもって

終了するというふうに思いますけれども、来年度

に入ればすぐ新しい基本計画をつくっていく作業

に入ると思うのですけれども、私は効率化を目指

しながらも豊かさを目指した自治を、これは両方

実現していかなければならないものだというふう

に考えますけれども、今後やっぱりちょっとそう

いうふうな書き方に改めたほうがいいのではない

かと思いますけれども、その辺いかがお考えです

か。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 先ほどの答弁でもお

答えさせてもらったのですけれども、決して今も

そういう考え方で進めているというふうに、この

計画でもそのように書かれているものではないか

なというふうに私は読み取ってはいるのですけれ

ども、分かりづらい表現であるということであれ

ば、次の計画を策定する際には皆さんにしっかり

と理解していただけるような文面に心がけていき

たいというふうに思っています。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） ぜひ分かりやすいとい

いますか、私もしかしの意味については、家にち

ょっと辞典がなかったもので、図書館まで行って、

いろいろ大きな辞典とか引っ張り出して、いろい

ろ調べたのですけれども、やっぱり先行の事柄に

対して既に述べたことを、両立し難いことを述べ

るのに使うとか、そういった言葉だというふうに

どの辞典見ても書いてありましたので、ぜひ分か

りやすい表現を使っていただきたいというふうに

思います。

最後になりますけれども、以上行財政改革によ

り合理化、効率化、または人件費の抑制を図って、

政策的な経費をなるべく捻出して、さらに選択と

集中によりこれを具現化することで、将来に希望

の持てる名寄市をつくり出すということが今必要

だろうというふうに考えています。そういう趣旨

で今回の質問させていただいたのですけれども、

これは昨日５期目の出馬を表明された市長へのエ

ールと受け取っていただきたいというふうに思っ

ています。全体を通して市長から御意見なり感想

などあれば伺って、質問を終わりたいと思います。

まだ１０分ほどあります。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 激励というか、質問あり

がとうございます。昨日も述べさせていただきま

したけれども、令和８年度はまずは一般財源５億

円という話ししましたけれども、そんなものでは

済まないぐらいのやっぱり大きな改革が今後必要

になってくる、まさに大きな転換期でありまして、

最後にも述べましたけれども、これ決して私の思

いつきは私だけでできる話ではなくて、ここにい

るまずは議員の皆さん、そして市民の皆さんにも

職員にもしっかりそこを十分認識していただいて、

しかし前に進んでいこうということでございます。

改めて今回いただいた質問というのはそういう意

味では大変意義があることだというふうに思って

いますし、こうした非常に厳しい状況なのだと。

しかし、そこと市民サービス、あるいは市民の幸

せと両立していくためにみんなもっと当事者意識

を持って、またみんなで知恵を出してまちづくり

を進めていく、そんな機運を高めていくというこ

とがまさに重要だというふうに思っております。

私もいろんな場面でまた市民の皆さんとも対話を

し、また時には発信もしながらみんなで一丸とな
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ってこの機運を高めていくべくしっかりと邁進を

していきたいというふうに考えておりまして、今

後ともぜひ御指導いただければと思います。よろ

しくお願いをいたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で谷聡議員の質問

を終わります。

子育て環境日本一を目指して外１件を、山崎真

由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、大項目で２点質問をさせていただきま

す。

最初に、大項目１、子育て環境日本一を目指し

て、小項目で４点お伺いいたします。第３期名寄

市子ども・子育て支援事業計画（令和７年度から

令和１１年度）では、基本目標１、子育てと就労

が両立できるまちの施策目標として、市や民間事

業者、住民など様々な主体が多様な保護者ニーズ

に対応して、きめ細かいサービスの充実に努めま

すと明記されています。

そこで、小項目１、多様なニーズに対応した保

育等の充実についてお伺いいたします。年間を通

した待機児童の実態とその対応についてお伺いい

たします。

複数の乳幼児を有する家庭の皆さんからは、負

担を軽減する取組として兄弟、姉妹を同じ保育所

等に通わせたいとの声が寄せられています。対応

の状況と市の見解をお伺いいたします。

また、一時保育、延長保育、病後児保育の充実

について、名寄市の特徴的取組についてお伺いい

たします。

小項目２、こども誰でも通園制度による具体的

な取組について。令和８年度から法定義務化され

る乳児等通所支援事業について、保育士の負担増

など現場の受入れ態勢に心配はないのかどうか、

名寄市の体制についてお伺いいたします。

小項目３、地域で支えるファミリー・サポート

・センター事業について。延長保育や一時保育を

支える上でも有効なファミリー・サポート・セン

ター事業を継続していくためには、やはり提供会

員の増加が不可欠であると考えています。市とし

ての対応策についてお伺いいたします。

小項目４、子供の遊び場環境について。にこに

こらんどの利用については、利用実態について保

護者から様々な声が寄せられています。その中に

は、事前予約制については廃止を求める声も上が

っています。にこにこらんどの掲示板には、締切

り時間を過ぎても定員枠内なら入場ができますの

で、窓口で受付くださいとの貼り紙がありますが、

市のホームページでは利用方法は事前予約制とな

っていました。見解をお伺いいたします。

最後に、居心地のよい授乳室についてお伺いい

たします。授乳室設置について配慮されている点

についてお知らせください。

次に、大項目２、中心市街地活性化の取組につ

いて。ＪＲ名寄駅やバスターミナル等の交通拠点

や医療施設が立地するなど、中央地区は古くから

名寄の中心としての機能を担っており、重要な地

区であると言えます。名寄市立地適正化計画では

都市機能、居住の立地適正化に関する誘導方針と

して４つの観点から方針が示されていますことか

ら、以下の項目についてお伺いいたします。

小項目１、駅前通りに人の流れをつくり出す取

組について。名寄市総合計画（第２次）の期間内、

フェーズ１における公共施設等再配置計画の見通

しと誘導方針に沿ってすぐにでも取り組むべき内

容について市の見解をお伺いいたします。

小項目２、空き店舗の活用について。立地適正

化計画の中で拠点での新たなビジネス展開を促進

と記された誘導方針②に沿って、若者のチャレン

ジショップ等、空き店舗の活用を進めていく施策

が求められると思いますが、具体的な取組状況と

今後の計画についてお伺いいたします。

また、リノベーションまちづくりに対する市の

見解をお伺いいたします。

小項目３、ベンチプロジェクトについて。出か
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けたくなるまち、いつまでも自分の足で歩けるま

ち、つながりのあるまちを目指し、ベンチプロジ

ェクトに取り組む自治体が全国に広がっています。

１年の半分近くが降雪期にある名寄市では課題も

ありますが、中心市街地に人の動きをつくり出す

ためには、時に座って一休みできるベンチは有効

であると考えます。御見解をお伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 山崎議員からは、

大項目で２点にわたり御質問いただきました。大

項目１については私から、大項目２の小項目１と

３については総合政策室長から、小項目２につい

ては経済部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、大項目１、子育て環境日本一を目指し

て、小項目１、多様なニーズに対応した保育等の

充実についてお答えいたします。保育所等に入所

できない待機児童について令和６年度当初ではゼ

ロ名となりましたが、その後保護者の育児休業明

けなどで入所希望が増え、最大１６名のお子様に

ついて待機をいただいたところです。令和７年度

当初では待機児童がゼロ名となり、令和６年度の

途中で待機いただいたお子様につきましても入所

いただき、待機児童が解消されたところですが、

今年度につきましても本日現在待機いただいてい

るお子様は８名となっており、今後も育児休業明

けの時期によりましては待機児童が増えることが

想定されます。待機児童の解消には保育士や保育

教諭の確保が必要となりますが、募集してもなか

なか応募いただけない状況となっております。こ

うした中、これまで保育士等就職支援給付金、保

育士等宿舎借り上げ支援補助金を実施するととも

に、今年度につきましては名寄市立大学社会保育

学科と連携をし、市立認定こども園あいあい及び

東保育所におきまして学生アルバイトを受け入れ

ることで、実際の保育現場を身近に感じてもらう

ことで就労につなげる取組を行っているところで

あり、学生の応募につながっているところでござ

います。こうした取組を通じて、引き続き待機児

童の解消に向けて保育人材の確保に努めてまいり

ます。

複数の乳幼児を有する家庭の負担をなくす取組

として、兄弟、姉妹を同じ保育所等に通わせたい

との声が寄せられているとの御意見をいただきま

した。本市では、南保育所及び西保育所を統合す

る形で令和６年４月１日に名寄市立認定こども園

あいあいを開設いたしました。名寄市立認定こど

も園の開設に当たりましては、将来の人口推計や

財政負担を考慮し、地域の資源である民間の幼児

教育、保育施設の活用も見込んだ上で、利用定員

を１５０人としたところでございます。また、市

内の民間施設では、３歳以上児の受入れについて

は一定数確保されているものの、３歳未満児につ

いては保育士を多く配置する必要があることから、

受入先が少ない状況にあります。そのため、民間

施設で受入れが難しい３歳未満児について公立施

設で受け入れる必要があることから、東保育所に

おいて３歳未満児を重点的に受け入れる体制を整

備したところですが、３歳未満児の受入れについ

ては３歳以上児に比べて多くの保育士を配置する

必要があり、現在の公立施設の保育士数を考慮し

た際、３歳以上児を受け入れる体制をつくること

ができないため、３歳児となる際は他園に移籍を

お願いしているところでございます。こうした状

況の中、兄弟、姉妹が同じ保育所等に在籍できな

いという状況にあることは承知しているところで

す。本市の取組といたしましては、名寄市立認定

こども園あいあいに３歳未満児で入所したお子様

が３歳以上児に上がる際、御兄弟が民間の施設を

利用している保護者に対し同じ施設を利用するこ

とをお勧めしておりますが、実際の移籍にはつな

がっておりません。引き続き御家庭の負担を軽減

する取組として、他の民間施設を利用する御兄弟

がいる保護者に対し移籍を勧めてまいります。

次に、一時保育、延長保育、病後児保育につい
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てお答えいたします。本市においては、一時保育

は３施設、延長保育は幼稚園における延長保育も

含めて８施設で実施しております。病後児保育は、

委託していた幼児保育施設の看護師、保育士の不

足等により令和７年度は事業実施の予算化はして

いない状況にございます。また、利用方法の煩雑

さにより、ここ数年実績がほとんどありませんで

した。いずれの事業も人材不足により民間施設も

含めて提供体制の確保が難しくなっております。

とりわけ病児保育事業等については、一定のニー

ズはあると認識しているものの、預かった子供の

病状が急変した場合に重大な事故にもつながりか

ねないことから、専門的な受入れ態勢が必要とな

りますが、現状では難しいと考えているところで

す。

次に、小項目２、こども誰でも通園制度による

具体的な取組についてお答えいたします。令和８

年４月から新たな子供支援策として、保育所など

を利用していないゼロ歳６か月から３歳未満の子

供を対象に一月１０時間を上限に利用できる乳児

等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度

が全国一律で実施されることとなります。本市の

取組としてどのくらいの御家庭が本制度を利用す

るのかを把握するため、令和６年度に対象児童を

持つ御家庭向けにアンケート調査を実施してまい

りました。アンケート調査ではゼロ歳で６６．７

％。１歳で４８％、２歳で４２．９％の方から利

用したいとの回答をいただいたことから、令和８

年度におきます１日当たりの利用の量の見込みを

５人としたところでございます。提供体制につき

ましては、公立施設のみの実施では想定している

ニーズ量を充足することが難しいため、民間の施

設にも御協力をいただきたいと考えております。

令和８年４月の本格実施に向けて、こども家庭庁

では本年７月１８日と１０月１０日に検討会を開

催しておりますが、本事業の実施に係る交付金の

公定価格は国の予算編成過程において決定をする

とされていること、利用料の考え方につきまして

は今後整理の上、通知するとされていることや事

業の従事者が受講すべき研修内容が定まっていな

いことなど、事業実施に当たって検討すべき内容

が十分に示されておりません。こうした中、民間

事業者に対し現在国から示されている内容を基に

説明会を開催するなど取組を進めているところで

あり、今後も国の動向に注視しながら円滑な事業

実施に取り組んでまいります。また、誰でも通園

制度の実施に当たっては、単に子供を預かるだけ

ではなく、子供の成長を促す保育計画の策定や保

育後の評価のほか、保護者と子供の過ごし方や成

長などについて情報共有を行うこと、保護者の育

児不安に対する相談支援も行う必要があること、

人員配置基準に基づき最低２名以上の職員配置が

必須となっていることなどを考慮した体制の構築

に努めてまいります。

次に、小項目３、地域で支えるファミリー・サ

ポート・センター事業についてお答えいたします。

ファミリー・サポート・センター事業は、子供の

預かりなどの援助を受けることを希望する御家庭

と当該援助を行うことを希望する支援者がそれぞ

れ会員となって、相互援助を行う事業となってお

り、本事業における会員の募集、登録や会員相互

のマッチング、会員のサポートを担うアドバイザ

ーの配置など、運営業務は名寄市社会福祉協議会

に委託しているところです。令和７年１０月末現

在の会員数は利用会員が１９２名、提供会員が１

８名、利用も提供も行う両方会員が１７名となっ

ております。議員御指摘のとおり、利用会員に対

して提供会員が少ない状況となっており、また登

録をいただいている提供会員、両方会員の中には

仕事をされている方もいらっしゃることから、実

際受入れが可能な提供会員は登録数よりも少ない

状況であると認識しております。こうした中、本

事業の周知を目的に地元紙や名寄市社会福祉協議

会だよりの掲載、幼稚園や小学校などを通じたチ

ラシ配布などに取り組んでいるところですが、提

供会員の担い手は横ばいとなっております。実際
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に子育て家庭からは提供会員が少なく、利用しづ

らい等の声をいただいているところであり、委託

先である名寄市社会福祉協議会と連携するととも

に、様々な機会を通じて制度の周知を図ることで

提供会員の担い手を増やし、利用しやすい体制の

整備に努めてまいります。

次に、小項目４、子供の遊び場環境についてお

答えいたします。にこにこらんどの利用に当たっ

ては、利用者数の把握、混雑に伴う事故防止の観

点から近隣の同規模他施設を参考に利用定員を１

００名としたところです。また、開設当初にどの

くらいの利用があるかが見通せなかったこと、利

用定員を超える利用希望があった際に入場をお待

ちいただくことや退場者が発生したときの入場待

ちの御家庭への案内は円滑な運営に支障を来すお

それがあったことから、委託業者と協議をし、事

前に利用予約をいただく形としました。利用予約

に係るシステムにつきましては、委託業者におき

まして構築をしていただいたところですが、当該

システムは各クールの開始時間後は予約ができな

い仕様となっており、委託業者と開始時間後も予

約ができないか協議をしたところ、当該システム

の改修ができないことから、定員に空きがあれば

受付窓口に申し出ていただければ入場できる対応

とさせていただいたところでございます。このよ

うなことから、にこにこらんどの利用につきまし

ては利用者数の把握、混雑に伴う事故防止の観点

から事前予約をいただいた方に優先に利用いただ

くということが基本的な考えとなりますので、市

のホームページ上では事前予約制とさせていただ

いたところです。ただいま議員からも御指摘いた

だいたとおり、事前の予約がない場合についても

利用が可能であるということについて市のホーム

ページの記載内容も見直してまいりたいと考えて

おります。

次に、居心地のよい授乳室について御質問いた

だきました。授乳室につきましては、北海道の福

祉のまちづくり条例において公共的施設等の多数

の者の利用に供する部分の構造及び設備に関して

整備の基準が定められており、同条例施行規則第

４条におきまして授乳及びおむつ替えの場所に関

する基準が定められております。基準といたしま

しては、建築物内には必要に応じて円滑に授乳及

びおむつ替えができる場所を設け、かつ当該場所

にはベビーベッドなどを設けるとともに、出入口

付近にはその旨を表示することとされております。

また、北海道が推進する赤ちゃんのほっとステー

ションの要件では授乳、搾乳とおむつ替えの両方

の行為ができる設備を有しており、希望者が無料

で利用可能である場所とされております。基準と

いたしましては授乳、搾乳のためのスペースと椅

子などの基準設備があり、利用者のプライバシー

が十分に確保されていること、おむつ替えが容易

に行えるようベビーベッド、ベビーシートなどが

設けられていること、手洗い用の洗面台、消毒液

などの設備があること、衛生面に配慮され、定期

的に清掃が行われていることとされており、市内

における北海道赤ちゃんのほっとステーション登

録施設は公共の施設で５施設、民間の施設で３施

設となっております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 私からは、大項

目２、中心市街地活性化の取組について、小項目

１、駅前通りに人の流れをつくり出す取組につい

てお答えいたします。

本市では、名寄市立地適正化計画において都市

計画区域に対して住宅などの居住機能を誘導する

居住誘導区域と医療施設や商業施設などの都市機

能を誘導する都市機能誘導区域を設定し、コンパ

クトなまちづくりを推進しており、名寄市公共施

設等再配置計画では公共施設の効果的な配置など

について検討しているところです。公共施設等再

配置計画におきましては、令和４年度から令和８

年度までをフェーズ１の期間とし、この間交通ア

クセスや生活利便性の高いＪＲ名寄駅から市立総
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合病院までの通りをメインストリートに位置づけ、

中心市街地に人を呼び込むための施策として図書

館機能を有する複合施設整備に向けて議論してお

りますが、中学校の改築、改修、東病院の町なか

移転の検討などが進められたことにより再配置計

画フェーズ１対象施設の整備年次などにずれが生

じている状況であります。また、複合施設整備に

つきましては、２つの候補地を選定し、検討を進

めておりますが、土地が民有地であることから、

交渉が難航している状況であります。中心市街地

は、近年商店街の空洞化等により生活利便性の低

下が課題となっております。現在策定を進めてい

る次期総合計画に向けた各種アンケートや各団体

の意見交換、市民ワークショップにおいても、様

々な意見が寄せられているところでございます。

引き続き公共施設の再配置の議論を進めるととも

に、空き家や空き店舗の有効な活用など、商工会

議所やまちづくり会社など関係機関と連携を深め、

誘導方針に沿った官民連携の取組を推進していく

ことが必要であると考えております。

次に、小項目３、ベンチプロジェクトについて

お答えいたします。中心市街地にベンチを設置す

ることで、休む場所があるとまちに人が増える、

休まず歩き続けることが困難な高齢者なども自分

の歩く範囲が広がる、商店街と行政が連携して取

り組むことでつながりができ、住みよいまちにな

る等の考えからベンチプロジェクトを実施してい

る自治体があることは認識してございます。本市

におきましてもウオーカブルな中心市街地形成に

向けた都市機能誘導区域を設定することとしてお

り、自動車がなくても快適に暮らせるまちづくり

を目指しております。高齢者や子育て世代、学生

などの休憩や憩いの場として、一つの取組として

は有効であると考えますが、雪国寒冷地であるこ

の地域におきましては道外と比べてベンチの設置

期間が短く、また設置する場合には管理費用や管

理体制について商店街や地域住民の理解と協力は

必要不可欠であると思います。まずは、中心市街

地の空き家や空き店舗の有効な活用など生活利便

性を向上させ、市街地に行きたくなるような取組

を優先する必要があると考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 私からは大項目２、

小項目２、空き店舗の活用についてお答えいたし

ます。

市内事業者においては、後継者不足や消費者構

造の変化などを受け減少しつつあり、特に中心市

街地である商店街においては空き店舗が増加して

いる状況にあります。こうした状況を踏まえ、名

寄市中小企業振興審議会における議論では、チャ

レンジショップなどスモールスタートでの起業を

含め、幅広く創業を促すことや空き店舗の活用、

中心市街地での創業を誘導するインセンティブの

必要性など御意見をいただき、現在それらを踏ま

え、中小企業振興条例に基づく支援制度について

検討を進めております。また、創業に対するサポ

ートを手厚くするため、希望する方の事業計画に

ついて名寄商工会議所、風連商工会による指導、

相談など伴走型の創業支援について協議を進めて

おります。現在営業を行っている事業所の事業承

継におきましては、市内の関係機関と連携の下、

事業承継、引継ぎをサポートする公的機関である

北海道事業承継・引継ぎ支援センターの支援も受

けながら事業所、店舗数の維持を目指していきた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、時間の許す限り再度質問させて

いただく中で、一部提案もさせていただきたいと

思っております。

まず、大項目１についてであります。小項目１

の多様なニーズに対応した保育等の充実のところ

で病後児保育の話をさせていただきました。子ど
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も・子育て支援事業計画のほうで数字が入ってい

ないということも十分承知していますし、この理

由が手続の煩雑さから利用実態がここ最近なかっ

たというようなことも記載されておりましたので、

そのとおりなのだろうなと思っておりますが、こ

れこの後もずっと病後児保育、必要がないものと

いうふうに考えるのは、私としては周りのお母さ

ん方の話も伺っていて、どうなのかなというふう

に思っているところであります。これについて、

今後ずっと病後児保育はゼロという認識でいかれ

るのかどうか再度確認をさせてください。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） まず、手続の煩

雑さといいますか、基本的には医師の事前登録を

いただくということが大前提になっているのと、

もう一点が利用される前に利用に当たっての医師

の意見書というか、そういうものを用意していた

だくということを保護者の方に求めているという

ようなこともございまして、ここ数年利用につな

がらなかったというようなことがあるというふう

に承知しているところでございます。また、実は

病後児保育につきましては看護職も、先ほど申し

上げましたように、配置をしなければならないと

いうようなこともございまして、現状のところそ

この委託をさせていただいている園では看護師の

配置が難しいことと、かつ体制を整えることが厳

しいということでできなかったのですが、今後未

来永劫ずっとやらないということではなくて、病

後児の必要性、病児も含めてなのですけれども、

病児が必要なのか病後児が必要なのか。病児にな

ってくると、もしかすると保育園というか、そう

いう保育施設ではもしかして厳しいという形にも

なってくるというふうに思いますので、その辺の

ところは私ども今後またいろんな様々な計画をつ

くらせていただく中で検討していかなければなら

ないかなというのを思っているのが１点と、もう

一点はお子様が体調が悪いときにお休みできない

というような環境も、これはちょっと個人的な意

見になりますけれども、逆に言うと職場とかいろ

んなところでそういう親御さんにお休みいただけ

るような対応というようなことも、これは啓発に

なるかもしれませんけれども、していかなければ

ならないかなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 部長から御答弁いた

だいた内容については、全くそのとおりだと思っ

ております。ただ、病後児保育、病児については

本当に子供たち、親のもとで安心して病気の間も

育っていっていただけることが重要なことであり

ますので、病児についても大変なのですけれども、

病後児については名寄市立総合病院がある、それ

から開業医も何件かいてくださる、そして名寄市

立大学看護科がある、保育科もある等のことを考

えると、やはり名寄市の子育て環境というところ

ではやっていける方策をぜひ探っていただきたい

なというふうに思っていての発言であります。

先ほど部長からは計画の中では今後も考えてい

かなければいけないことだと分かっているという

ような内容の御発言だったというふうに受け止め

ますので、ぜひとも周囲の、そのときに子育てを

されている多くの方々の声を受け止めていただい

て、今後の計画の中に検討として付け加えていた

だきたいなというふうに思っています。特に子育

て環境ということに関しては、病気、それから病

気の後安心して親が子供に関われるだけの職場環

境、それは当然必要であると思っておりますが、

それについても多くの課題がある中でありますの

で、トータルで物を考えていかなければいけない

なというふうに思っています。先ほど看護師不足、

それから医師の診断等のそういう書類の提出が必

要であるというふうにお話がありましたけれども、

何よりも一時保育、延長保育、病後児保育、そし

て小項目２で取り上げさせていただきましたこど

も誰でも通園制度、全てにおいてポイントになる

のは、保育士の確保であるというふうに思ってい
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ます。先ほど部長からは名寄大学の学生の皆さん

がアルバイト的な形で現場に入ってくださってい

る取組の実態もお話しいただきました。これも本

当に重要なことであると思っていますので、この

名寄市ならではの取組であるというふうに思って

います。そうはいっても、現場は大変混乱してい

る状況があると思っています。この保育計画、小

項目２ですけれども、こども誰でも通園制度に関

わって保育計画、それから相談の対応もしなけれ

ばいけないということに関わっては、これは保育

士を増やすという、そういう考え方で対応をされ

る計画があるのかどうか、その点についてお聞か

せください。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今定例会の１日

目のときに新しい条例のほうも提案させていただ

きまして、可決いただきましたので、一部の準備

行為は民間園さんも含めて今後進めていかなけれ

ばならないかなというふうに思っているのですが、

今議員からお話ありましたように、こども誰でも

通園制度をもし実施するという形になってきます

と、当然これ人員配置が必要となってきますので、

それが条例等々でも定められておりますし、条例

の前に国の基準省令で決まっているという形にな

りますので、受け入れる人数に応じて人員の配置

はしていかなければならないというふうに思って

おります。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ必要な定数、

保育士さん１人に対してお子さん何人という基準

が決まっておりますので、それに沿っての取組が

当然されていくと思いますけれども、保育士でな

ければできないという業務ばかりではないという

ふうに思っているところがございます。例えば１

つの保育所に事務職が入ることで保育士の業務を

軽減して、事務的なところは事務職が扱う、進め

る、その中で保育士が本当に保育部門で力を発揮

していただく、そういうこともできるのではない

かと思いますが、この点についていかがでしょう

か。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） これ過去にも答

弁させていただいたことあるかもしれませんが、

今議員のお話あったように、保育教諭とか保育士

のほかに実は子育て支援員という方を配置してい

る園が数園ございまして、市内にも何か所かござ

いますし、子育て支援員の養成講座といいますか、

講座を受けていただいてということで、本市だけ

ではちょっとできないものですから、実は旭川市

さんのほうにお願いをして、名寄市分の枠を一部

取っていただくなどの配慮していただいて、子育

て支援員の資格を取っていただいて、保育士とセ

ットになって、例えば補助的と言ったら変ですけ

れども、保育所や幼稚園の運営に一部お手伝いい

ただいている実態はございます。ですので、もち

ろんその中には事務を兼務している方もいらっし

ゃるかもしれませんし、子育て支援員専任でやっ

ていらっしゃる方もいるかと思いますけれども、

よくあるのが早朝保育とか、あとお残り保育とい

うのですか、夕方６時以降とかの延長といいます

か、遅くお帰りになられるお子様がいた場合につ

いては、例えば保育士と子育て支援員がセットで

対応するというような形もできる形になっている

ようでございますので、そういう人材配置は園に

よって対応させていただいていますし、それは民

間だけではなくて、公立の園でもそういう対応さ

せていただいています。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 既にやっていただい

ているというところについて確認させていただき

ました。保育士が不足しているという話は今始ま

ったことではありませんので、どんどんそういう

対応できる環境を広域的に進めていただきたいな

と思っているのですけれども、子育てに関わると
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ころずっと継続して調べさせていただいているの

ですけれども、ちょっと気になったところが、イ

ンターネットでの情報なのですけれども、出てき

ました。といいますのは、保育士の確保について、

例えば大きなまち、東京２３区ですとか、そうい

うところでは逆に保育所の、または幼稚園の定数

割れが出ているという話なのです。大きなまちと

名寄市のようなまちとで、保育環境を整えるとい

うことに課題が違うということが書かれておりま

した。うちの場合は、保育士が不足しているので

す。でも、大きなまちは定員割れが起きていて、

当然保育士の皆さんもその定員に沿っての保育士

ということであれば、保育士の過剰な状況が生ま

れてくるのではないかなというふうに推測すると

ころであります。特に名寄市は杉並区と自治体の

交流自治体締結、結んでおりますので、ずっとと

いうことではないにしても１年間、２年間とか杉

並区で保育士をされていた方が全く環境の違う名

寄市のような自然豊かなところで子育てに一度関

わってみませんかというような、そういうやり取

りの中で杉並区、東京、そういうところから保育

士さんに来ていただくというような、そんなつな

がりを持つことはできないかと考えているのです

が、いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 御意見としては

承りたいかなというふうに思いますけれども、ま

ず私介護の現場にもちょっと一部関わっていたと

きありますけれども、そういうようなことで実は

東京なよろ会のほうに職員募集の案内を出させて

いただいたりというようなことも、出させていた

だいた経験もございますので、そういったことも

もしかしたら考えられるのかなというふうには思

いますけれども、今のお話、保育士ばかりでなく

て、医師も含めていろんな部分で専門職の偏在と

いうのは日本国家的な課題になっているのかなと

いうふうに思います。人材確保というのは専門職

のところの部分だけではなくて、総体的な部分と

してもあるというふうに思いますので、議員から

いただいた御意見につきましては御意見として受

け止めたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 杉並区という固有の

自治体名を出させていただきましたけれども、本

当に長い間積み重ねた杉並区との関係がございま

す。毎回機会あるごとに加藤市長をはじめとして

民間の方たちも交流を深めてきていただいており

ますので、そういうところで仕組みをつくる前に

どういう状況が生まれるか話題にしていただくと

いうところから始めていただくということも大事

かなと思っておりますので、ぜひ加藤市長にはこ

の点頭の隅にとどめおきいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

ファミリー・サポート・センター事業のほうに

ついて伺います。ファミリー・サポート・センタ

ー事業、部長の御答弁にもありました。やはり提

供会員の増加がキーポイントかなというふうに思

っています。提供会員、募集していただいている

ということについて、私は興味がありますので、

周知不足というふうには思っていない部分もあり

ましたけれども、なかなか御存じない方が多いの

です。周知状況について再度詳しくお知らせくだ

さい。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほども壇上で

も申し上げましたが、繰り返しに一部なりますけ

れども、地元紙だとか社協さんの便りだとか、あ

と幼稚園や小学校を通じたチラシ配布などを行っ

ておりますし、特に社協さん、お子さんだけでは

なくて、各福祉団体、本当子供さんから高齢の方

々までの対応していただいておりますので、当然

お子さんを育てていらっしゃる提供会員だけでな

くて、過去にお子さんを育てた経験のある高齢の

方々とかというようなところにも一部周知は行っ

ているというふうには認識はしております。ただ、



－69－

令和７年１２月９日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

どういう形で今後周知していくことがより広がっ

ていくのかということは研究していかなければな

らないかなというふうに思っておりますし、もう

一点、ちょっと先ほども壇上でも一部申し上げま

したけれども、過去に比べると保育所の希望者数

が増えてきているというのもやはり働かれる親御

様、父母の方々が増えてきているというようなこ

ともあって、なかなか利用会員にはなれても提供

会員になりづらいというのも、そういう働いてい

らっしゃる方が増えてきているというのも要因に

あるのかなというふうに思っておりますので、そ

こら辺の働いている方々でもやり取りができると

いうような形も含めて、今後ファミリー・サポー

ト・センターの提供会員の増に向けてはあらゆる

方法を研究してまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） あらゆる場面で提供

していきたいという、その言葉に尽きるのだろう

なというふうに思っています。社会福祉協議会の

担当の方ともお話をしてきました。その中でもっ

とこのときにチラシを配ったほうがよかったのか

なというような具体的な話も聞かせていただいて

おりますので、やっていただいていることを批判

するとか、そんなことは全く思っていないわけで

ありますけれども、でも現実的に提供会員さんが

なかなか増えていかないということに関して何と

かしなければいけないと思うものですから、事前

に利用会員と提供会員が顔を合わせてマッチング

しておく場面というのが必要になってくるという

ふうに伺っておりますので、そういう機会が広く

市民の方に分かるような場面でやっていただくこ

ともいいのかなというふうに思っています。これ

ならば私もできるですとか、提供会員が女性であ

る必要はないと思っています。そうですよね。男

性でも提供会員になっていただけると思っていま

す。ここちょっと確認させていただきますけれど

も、そういうことで広く地域の中で子供たちを支

える、先ほど申し上げました一時保育ですとか延

長保育ですとか病後児保育ですとか、そういう保

育所、それから幼稚園、公立、民間はありますけ

れども、そういうところで支え切れないところの

支えをするのはやはり地域でなければできないと

思っておりますので、ぜひともそういう機会をつ

くっていただきたいというふうに思っています。

男性でも提供会員になれるかどうかの確認とそう

いう場面の設定についての見解をお伺いします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） １点目の性別に

関する差というのは、設けていないというふうに

承知しております。

もう一点が地域で支えるというところの部分で、

まさに社会福祉協議会、地域福祉の第一線機関で

ございますので、社協さんとも協力しながら、も

ちろん委託先の社協さんだけにお願いするという

ことではなく、私ども健康福祉部としても両輪に

なって、今後子供さんを支えるという形の一つで

あるファミリー・サポート・センターの事業がよ

りうまく回っていくように支えてまいりたいとい

うふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） この件についても保

育所の待機児童の件についても結構な声がいただ

けているのですけれども、こういう声は行政のほ

うにも届いていると思っています。その声を具体

的に生かしていただくことを強くお願いしておき

たいと思います。

次に、授乳室のほうなのですけれども、北海道

のほうの８か所、公立５か所、民間３か所、道の

ほうのほっとステーション、赤ちゃんのステーシ

ョンというのでしょうか、その取組もしていただ

いているということはインターネットでも出てお

りましたけれども、名寄市内、いろいろ公共施設

使わせていただいておりますので、行けば授乳室
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どういう状況かなというふうに思って、見させて

いただきました。声としていただいている中にや

はり清潔感と安心感は授乳室、特に搾乳もされる

お母さん方いらっしゃることを思ったら、欠かす

ことができないというのは聞かせていただいてい

ます。当たり前のことかなというふうに思ってい

ますが、中にはカーテンだけで仕切られている場

所もあるのかなというふうに思っています。この

点改善をお願いしたいと思いますが、行政として

できることに限りがあると言われるかもしれませ

んが、啓発だけはしっかり行っていただきたいと

思います。いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 民間もそうなの

ですが、特に公共施設における授乳室の設置につ

きましては、一部施設を除きまして専用の授乳室

などは設置されていないのですけれども、今議員

からあったように、例えば会議室の一部にカーテ

ンを張りながら授乳スペースというのは確保させ

ていただいていたりだとか、依頼があれば空いて

いる会議室などを利用していただくというような

形を取らせていただいているので、必ずしもドア

があったりだとか鍵がかからなかったりというよ

うなところで一部御不便をかけているところの部

分はあるかと思いますけれども、今それで例えば

仮にカーテンがあったとしても、授乳中だとかと

いうことで実際中に人が入っていらっしゃるとい

うことが分かるような工夫はしているものだとい

うふうに承知をしておりますが、今そういう御意

見があったということですので、そういう対応し

ていただいている各施設については、改めて清潔

の保持も含めてそういう御意見があったというこ

とは伝えてまいりたいというふうに思っておりま

す。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） やっていただいてい

るところは十分評価させていただきたいと思いな

がらも、やはり市民からいただく声については真

摯に受け止めなければいけないなと思っていると

ころでの発言でありますが、残念ながらよろーな

と交流センターには授乳室がありません。スポー

ツ施設、風連のＢ＆Ｇ、それから改善センターに

も授乳室がありません。当然小さいお子さん来ら

れているのは見ていますので、お母さん方困って

いらっしゃるのも見ています。そのときには、担

当の方にちょっとこういうことでどこか場所を貸

していただけませんかって声をかけると、快く引

き受けてくださるので、それについては本当に地

域が理解を示しているということであると思いま

す。ところが、その状況が分からないお母さん方

もいらっしゃるわけで、どこかにこういうことが

できますよって、地域は応援していますよという

ような分かる表示をしていただけるとありがたい

なと思っています。この点いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 過去の議事録を

見ますと、山崎議員からは令和４年の１定にもこ

の御質問いただいているようでございまして、そ

のときに一部確認させていただいた部分もあるか

というふうに思いますけれども、あれから３年、

４年たってくるということで、ただいま授乳室を

設置していない施設においてそういうお声がけを

いただくというような御案内をさせていただいて

いるのですが、それが一部漏れていたりだとか、

案内が不十分だというところももしかしたらあっ

たのかもしれません。今回こういう御質問もいた

だきましたので、そういう掲示等も含めて改めて

施設の所管課と協議の上、利用希望があった場合

の対応方法だとか、案内表示板の設置の取組につ

いてどのように行っているのかというのを協議し

てまいりたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） よろしくお願いしま

す。本当に名寄市の施設の中で、例えば道立です
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が、サンピラー交流館、とてもきれいな形で、安

心して授乳も搾乳もできる授乳室を配置していた

だいております。表示もきちっとされております。

そして、ＥＮ―ＲＡＹホールの授乳室もとてもき

れいで、本当に授乳した後もちょっとゆっくりほ

っとできるような、そんな状況の授乳室だなとい

うことも確認させていただいております。ちょっ

とその中で気になったのは、男性の入室お断りと

いう表示があるのです。今結構な男性が父親とし

て子育てをされている場面も見ております。車の

中でお父さんが後ろの座席で乳児を抱えて授乳を

されている姿も見ています。声かけると、今日は

僕が子育ての担当なのですってにこにこされなが

ら言ってくださったこともあるのですが、搾乳は

男性はしませんけれども、授乳室に男性が入らな

いというふうに思い込むというところが残念かな

というふうに思っておりますので、必要であれば

それは必要な表示ということになりますが、ちょ

っとその点も一度確認をしていただければありが

たいなというふうに思っています。

大項目１について、すみません、ちょっと戻り

ますけれども、にこにこらんどについては、やは

り予約制について、子供のことだから、なかなか、

そのとき行きたいとか、予約してももう今日は嫌

だって言ったりとかいろんなことがあるので、何

とか予約ではなく入れるようにしてほしいという

声は以前からかなりいただいておりまして、確か

に予約でなくても定員に達していないときはとい

う項目もあるのですけれども、一部まだインター

ネットの紹介の中には予約制でという表示も残っ

ておりますので、ちょっといろんなところのネッ

ト情報を確認していただいて、同じ内容の表示に

していただきたいなということをお願いしたいと

思います。１００名ということですが、１００名

超えるほどの活用の人数、遊んでいらっしゃると

ころを残念ながら私はちょっとまだ見ていないの

で、大丈夫かなと。そして、外から来られる方、

札幌ですとか旭川から里帰りしてこられる方は、

あのにこにこらんどはすばらしいという評価です。

ただで使わせてもらえる、こんなにありがたいこ

とはないという評価ですから、評価も様々なので

すけれども、やっぱりせっかくあれだけ、２，０

００万円近くかけて年間運営しているところです

ので、使っていただいて成果が現れるという施設

ですから、使っていただきやすい方向で検討をお

願いしたいと思います。それはお願いしておいて、

大項目２に移らせていただきます。

大項目２のほうなのですけれども、中心市街地

の活性化、取組ということで、何度か公共施設等

再配置計画、いかがでしょうかという話しさせて

いただいているのですが、大変申し訳ありません

が、いただく答弁が毎回同じなのです。今できる

こと、どんなふうに考えていらっしゃるのか再度

お答えいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） なかなか次のス

テップの話がやっぱり今いただいたとおりできて

いないことについては、本当に申し訳なく思って

いるところでございます。今できること、してい

ることということですけれども、これまた繰り返

しの内容になってしまいますけれども、今議員か

らお話あったとおり、エリア的にも名寄駅から市

立総合病院までがやっぱりメインストリートとし

ての機能を集中して、そこに人の密度を高めるこ

とを目指して取り組んでいかなければならないな

というふうに、我々も同じ認識でおります。御承

知のとおり、ほぼ民有地ということになっており

まして、構想作成というお話もありましたけれど

も、そこの作成についてもちょっと今難しさがあ

るということ、それから大きなやっぱり方向性を

掲げて、そして官民一体となって連携して推進し

ていかないと、本当に絵に描いた餅になりかねな

いなという、そういう危機感も我々も持っており

ます。ここでは、力を発揮する存在としてやっぱ

り株式会社まちづくり名寄という存在がありまし

て、ここについては御承知のとおり名寄商工会議
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所が筆頭株主、そして北星信用金庫、そして名寄

市が出資している会社でございまして、これまで

も、これも御承知の話ですけれども、町なかの老

朽化したビルの解体という実績があったりですと

か、あと王子マテリア名寄工場の倉庫の活用とい

った部分も、ちょっとなかなか行政では難しさが

ある事業についてもスピード感を持って着手して

いただいてきたという実績もございますので、今

後もやっぱり力強いパートナーとして連携して、

今回の再配置についても進めていきたいというふ

うに思っております。町なかで今御商売されてい

る方々も時代的になかなか厳しい状況、時代では

ございますけれども、ありがたいことに飲食店な

ど新規で出店していただける方も出てきておられ

ますので、そういった方々がさらに意欲を持って

にぎわいをつくっていただけるようなコンセプト、

そういったものを早急にやっぱりお示しをして、

どのようなことをデザインしていかなければなら

ないのかといったことを、冒頭おわびしましたけ

れども、しっかりとお出しできるように今後進め

ていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 大きな財政を動かさ

なければいけない事業について、本当に令和８年

度予算のこともこれだけ議論されている時期です

から、なかなか厳しいということは重々承知して

います。今の部長の御答弁も、そういう御答弁が

出てくることも想像しています。しかしながら、

延びれば延びるだけ人はいなくなっているという

イメージがあります。財政が厳しいということが

モチベーションが下がるということにはしてほし

くないなという、そうならないようにしていかな

ければいけないということはみんなが思っている

ところでありますので、では今できることは何な

のかということについて御発言いただきたいなと

思っているところであります。やっぱり今できる

ことというのは人がつながることではないかと思

っていますが、その点についていかがでしょうか。

すみません。ちょっと抽象的過ぎて答弁できな

いですね。ごめんなさい。人がつながるというの

は、例えばアスパラまつりですとかＮスポーツコ

ミッションがやっている街なか運動会ですとか、

そういうときには人が出てきて、あの通りもにぎ

やかになるのです。それは、１年に１回の大きな

イベントではなく、小さなイベントであっても人

がそこに集まれるようなことをつくるにはやっぱ

り人と人とがつながって、ベンチプロジェクトの

話もさせていただいたのですけれども、本当に夏

場の４か月間だけでも、季節のいいときだけでも

何か人と人がつながって、手を打っていかなけれ

ば名寄市がどんどん寂しくなっていくということ

を考えていますので、そういう意味での人をつな

ぐ方策についてどのようにお考えなのかお知らせ

ください。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 人がつながれるよう

なイベントということでございますが、ここは中

心となっていただきたいというふうに思っていま

すのは、やはり地域の方々、民間の事業者の方々

等含めて、いわゆるそういうつながりを持ってい

ただけるようなイベントであったりとか、そうい

うにぎわいづくりといった様々な趣向を凝らした

ものということを期待しているというところでご

ざいます。行政といたしましては、私経済部とい

う立場から言いますと、そういった少しでもイベ

ントを企画いただいたときの少し経済的な負担を

軽減できるような、そういった支援メニュー、そ

ういったものを活用いただくということを念頭に

置きながらそういったものを予算化させていただ

いて、年間大体五、六件ぐらい活用いただいて、

様々なイベントに生かして、活用いただいている

というふうな、そういった実績もございます。ち

ょっと令和７年度に関してはまだ利用が少ない状

況でございますけれども、そういったものを活用

いただきながら、それをきっかけに人と人とのつ
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ながりということを形にしていただければなとい

うふうに思っております。また、これはまだどう

いうふうになるか分かりませんけれども、現在商

工会議所青年部の皆さんが中心となりながら、同

世代の各団体の方に呼びかけをしながら、今後の

まちづくりといいましょうか、今のまち、名寄市

内の課題について様々な検討の場という形で、こ

れ本当に主体的にといいましょうか、自主的にそ

ういった活動が見えてきたなというのもあります

ので、そういった活動も今後のにぎわいづくりで

あったり、いわゆる議員がおっしゃられるような

人と人とのつながりといったものをさらに広げる、

そういったことにつながっていくのではないかな

というふうに期待をさせていただいているところ

であります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５２分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

令和８年度予算編成に関わってを、川村幸栄議

員。

〇８番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

質問をさせていただきます。

大項目１点、令和８年度予算編成に関わって伺

います。１１月１日、令和８年度予算編成方針に

ついての訓令が出され、作業が進んでいることと

思います。本市の財政状況については、令和６年

度決算から財政の硬直化がより一層進んでいる危

機的状況であると述べ、令和７年度においてもこ

れまでにない厳しい財政状況の下での予算編成と

なったとしています。特に基金については、この

まま毎年度の財源不足分を取り崩し続ければ数年

で枯渇する危機的状況に直面していると述べ、選

択と集中の実質化を目指すため前例にとらわれな

い大胆な見直しを行い、一般財源ベースで５億円

削減の目標を掲げました。これに対し、市民から

は不安の声が聞かれているところであります。国

政では、物価高騰対策は見えず、消費税の減税は

期待できず、医療費の抑制などが進み、暮らしの

先行きが見えづらい状況にあります。そんな中で、

名寄市は５億円の削減を目標としています。人件

費の削減や冬の雪対策、高齢者支援など削られる

のではないかと不安を感じています。そこで、次

の４点についてお考えをお聞かせいただきたいと

思います。

小項目１、出を量り入るを制することについて

伺います。財源の原則は、出を量って入るを制す

ことではないかと私は考えます。現状では、収入

の範囲内で予算を組むという入るを量って出を制

するとなっています。ですから、事業の見直しや

削らなければならない状況にあります。訓令の中

では、市民にとって真に必要なものは何か、市民

の幸せのためにはどうすべきか改めて議論を重ね

と言われています。そのためには、入るを制する

ことが必要ではないでしょうか。お考えをお聞か

せください。

小項目２、ＤＸ、デジタルトランスフォーメー

ションの強力な推進について伺います。行政サー

ビスにおいて複雑化、高度化する社会に対応した

業務遂行が求められています。しかしながら、行

政における人材の不足は既に発生しており、ＤＸ

の強力な推進が不可欠としています。市民サービ

スオンライン化手続などによる市民サービスの向

上も併せて進めていくとされています。自治体の

使命は、住民の福祉の増進、地方自治法第１条の

２です。手続等のオンライン化は必要と考えます

が、それを利用できない市民へのサービスや強力

に進めることについて危惧されます。お考えをお

聞かせください。

小項目３、行政における人材不足に対する考え

方について伺います。行政における人材不足は、

市民サービスの低下につながるのではないでしょ
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うか。ＤＸで補えることができるのでしょうか。

お考えをお聞かせください。

小項目４、大学の力を活用したまちづくりを目

指すことについて伺います。名寄市立大学の独立

行政法人化は、地域の人々から親しまれ、受験生

から選ばれる大学として維持、発展していくため

の取組であるとしています。独立行政法人化後ど

のような大学の力を活用したまちづくりを目指そ

うとされているのかお聞かせいただきたいと思い

ます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 川村議員からは、大

項目で１点御質問いただきました。小項目１、小

項目２、小項目３については私から、小項目４に

ついては総合政策部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、令和８年度予算編成に関わ

って、小項目１、出を量り入るを制することにつ

いてお答えいたします。自治体の財政においては、

入るを量りていずるを制す、つまり歳入を正確に

計算してから歳出額を決めていくことが財政の基

本と考えられることが多いものの、いずるを量り

て入るを制すとして、歳出の所要額を基に歳入を

決めていくことが財政の基本であるとも言われて

おります。本市の予算編成は、毎年度事業別予算

での編成を行っており、１件ごとの査定を通じて

真に今市民の皆さんに求められ、必要な事業であ

るかどうかしっかりと議論をし、必要な施策や事

業として歳出の予算措置を確定させるのと同時並

行で市税や地方交付税をはじめとする一般財源と

交付金や起債などの特定財源を積算し、その額を

見込み、最後に歳入と歳出の差額を基金の繰入れ

で調整することで予算を編成しております。この

編成手法については合併以降変わらない編成方法

で、毎年度の当初予算編成では歳入のみで歳出を

補うことが難しく、財政調整基金をはじめ、各基

金を繰り入れての予算編成をしてきております。

しかしながら、国からの様々な経済対策に係る臨

時交付金の活用や地方交付税の合併算定替えの影

響などから、決算時には基金を繰入れすることな

く、良好な決算で終えることができた年度もあり

ました。また、本市は将来の財政的リスクに備え

基金の積立てを実施しており、一時期は１００億

円を超える残高を有していました。しかし、令和

４年度以降物価や人件費の高騰により様々な経費

が増加し、特に経常的経費の増加の影響から財政

調整基金など基金を大きく取り崩して、収支の調

整を図る状態が続いております。基金を大きく取

り崩さなければ収支の調整が難しい状況にあると

いうことは、歳出に見合う歳入が確保できていな

いということでございます。そのため、まずはこ

の現下の経済状況に対応し、市民の安全、安心な

生活を支え続けることができるよう健全な財政運

営を目指し、まずは必要とされる事業に財源を集

中させていく取組が必要であると考えているとこ

ろでございます。

次に、小項目２、ＤＸの強力な推進についてお

答えいたします。議員お話しのとおり、地方自治

体の役割は地方自治法第１条の２に定める住民の

福祉の増進を図ることであり、ＤＸ推進や手続の

オンライン化もその目的達成のための手段である

と考えています。本市は、本年度市民の皆様の利

便性向上と行政手続のデジタル化を目的にスマー

トフォンやパソコンから時間や場所を問わず申請

できる市民サービスオンライン化事業を進めてい

ます。具体的には、住民票の写し、印鑑登録証明

書の請求をはじめとする１１の手続に対応すると

ともに、市民文化センターなど５施設の予約をオ

ンライン化する予定です。現在各担当部署におい

て関連する条例、規則の改正などオンライン化後

の業務開始に向けた準備を進めております。今後

１月までにシステムのデモ環境で最終調整を行い、

２月にシステムテストを実施し、３月の運用開始

を目指して作業を進めているところです。市民サ
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ービスのオンライン化などＤＸの推進は、職員の

人手不足や業務の高度化に対応するため、また限

られた資源を有効に活用し、質を落とさずに福祉

の増進を図るための重要施策であります。一方で、

オンラインなどデジタル技術を苦手としたり、活

用できない市民の皆さんへの代替手段や支援策を

講じることは、不可欠であるものと認識しており

ます。そのため、本市では市民サービスのオンラ

イン化を進めるに当たり、オンライン化基本方針

を策定しました。この基本方針においては、全て

の手続について原則オンライン化を目指すことを

掲げつつ、同時にデジタルとアナログの共存につ

いても明記しています。デジタル化に伴いアナロ

グでの手続が廃止されるのではなく、市民サービ

スの向上を目指し、デジタル技術も活用した利用

者中心の行政サービス設計を進める方針としてお

ります。厳しい財政状況と人材確保の難しさの中

で、限られた資源を選択と集中により適切に配分

し、誰一人取り残されない行政サービスを実現す

るために引き続きＤＸの推進に取り組んでまいり

ます。

次に、小項目３、行政における人材不足に対す

る考え方についてお答えいたします。市民の皆さ

んが安心、安全に暮らすための市民サービスの維

持、向上の遂行に必要となる職員については、現

段階では一般事務職は一定数の確保はできてはい

るものの、保健師、保育教諭、土木技師などの専

門職については応募者数も少ない状況であり、今

後さらに人材確保が厳しくなると考えています。

そのため、試験内容の変更などによる受験しやす

い環境の整備、学校訪問、インターンシップの受

入れなどにより選ばれる自治体となるよう取組を

進めているところです。今後市民サービスのオン

ライン化などＤＸの取組を進めてまいりますが、

先ほどの答弁のとおり、アナログでの手続が廃止

されるのではなく、デジタル技術も活用した市民

サービスを行ってまいります。また、技術内容に

よってはＤＸに置き換えることが困難で、対面、

対人でなければならない業務もあり、必要な業務

に対して適正な配置が必要と考えているところで

ございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは小項目

４、大学の力を活用したまちづくりを目指すこと

についてお答えいたします。

名寄市立大学は、道北のみならず全国から若年

人口が集まり、卒業生の地元定着、公開講座をは

じめ様々な地域貢献等、これまでもまちづくりに

大きな役割を担ってきています。法人化によって

大学の自主性が高まり、自立的な管理運営やスピ

ード感を持った意思決定が可能となることに加え、

地域や学生のニーズに応える教育研究を推進する

とともに、大学の専門領域である保健、医療、福

祉分野における企業との共同研究、連携拡大など

が見込まれます。また、積極的な情報発信による

地域社会との連携を一層進めていくことが学生か

ら選ばれる大学につながり、そして大学運営に外

部者、地域人材などが関わることで透明性の向上

はもちろん、さらなる地域課題の解決に向けた取

組、地域貢献が推進されることにつながり、その

ことが名寄市、道北地域の維持、発展にもつなが

るものと考えております。さらに、これまで以上

に地域のニーズを踏まえた優秀な人材を輩出する

とともに、学習機会の提供、地域課題の解決や産

官との連携による雇用の創出等を行っていくこと

で、地域住民、市民理解を得ながら人口、産業、

文化など多方面のまちづくりと密接に結びつく、

この地域になくてはならない名寄市立大学と共に

持続可能なまちづくりを進めてまいります。大学

の力を活用したまちづくりを進めていく上で、法

人移行後は設立団体である名寄市が中期目標を策

定し、大学は目標達成に向けた中期計画を策定、

実行していくことになります。その中で、様々な

行政課題や地域課題の解決、地域貢献などについ

て指示することも考えられますし、評価指標、数
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値目標による進捗管理及び学外者で構成する評価

委員会で評価を行うことが義務づけられますので、

これまで以上に目標に対する実施状況の見える化

が図られる仕組みとなります。今後名寄市立大学

法人移行推進委員会において、法人の骨格となる

定款や中期目標などについて有識者をはじめ、委

員の方々と検討、協議を行うとともに、市議会に

おいても適宜情報共有を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 御答弁いただきました

ので、再質問等をさせていただきたいというふう

に思います。

まず、最初に出を量り入るを制するということ

なのですが、冒頭にもお話ししましたように、収

入の範囲内で予算を組むということになると、ど

うしてもやはり事業の見直しや、また削らなけれ

ばならない状況になっていくというふうに進んで

いくかというふうに思います。ここのところがや

はり市民の皆さんにとって、今後５億円の削減が

言われている中で、いろんな事業が削られていく

のではないかという不安が非常に広がっていると

ころです。極端な話が、バスの市内循環バスがな

くなることもこれにつながっているのではないか

というような極端な話も出てくるぐらいやっぱり

不安を抱えているということだというふうに思っ

ています。ここのところのやはり皆さんへの説明

といいますか、これが必要なのだろうなというふ

うに思っているところであります。まず、この点

についてお考えをお聞かせいただければというふ

うに思いますが。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 先ほどの答弁でもお

答えさせていただいたのですけれども、この間の

やっぱり予算編成作業におきましては歳出側から

決めていきながら歳入のほうで調整していくこと

のほうが多かったのかなというふうに思っていま

す。しかしながら、近年の経済状況によっていわ

ゆる基金で調整していく手法でいくと、いつか基

金もどうしてもなくなってしまいますし、財政的

にやっぱり非常に厳しいときが訪れてしまいます

ので、そうならないように可能な限り今ある積算

できる歳入の中で事業のほうを執行していくべき

ではないかということで、今このような編成方法

でいきますよということで訓令が発生されたと思

っています。そういったことにつきまして、市民

の皆様方にもこの間５億円削減ということも、今

回の目標としてまずは５億円削減ということで、

議会の９月の議員協議会の中でもまずお示しさせ

ていただいたと思います。また、さきの予算編成

の中でもお話しさせていただいていますので、一

定数、今回議員のほうからも市民の皆さんから不

安をいただいているということ考えると、そうい

ったことで少し市民の皆さん方にもそういった状

況であるということは少しずつ分かってきていた

だいたのかなと思っているのですが、今後、先ほ

ども谷議員のときにもお答えしましたけれども、

３次総計の議論させていただいていますので、次

の名寄市を考えていく計画ですので、その際には

こうした財政的な課題というのもやっぱりセット

で考えていく必要があると思っていますので、そ

ういった中におきましても議論の中で一つとして

考えていきたいというふうに思っていますので、

御了解いただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 市民の中には、金額が

やっぱりどうしても先立ちます、大きな金額です

から。そういうふうになると、不安はどんどん、

どんどん広がっていくというか、それで冒頭にも

お話ししましたけれども、やっぱり国のほうの政

策のところも明るい見通しはないというふうな中

で、本当に目の前が暗くなるような、そんなよう

な状況に陥らざるを得ないということになってい

ます。そこで、やはり出を量り入るを制する、そ

ういったところに、入るを制するところに重きを

置いて、こういったことに取り組んでいきたいと
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いうようなこともまた市民の皆さんに伝わればい

いのかなというふうに私は考えているところです。

訓令の中で出されていましたけれども、地の利を

生かした付加価値の高い産業の誘致、育成を進め

るとして、企業の進出も大切であります。昨日の

やり取りの中でもこのお話が触れられていたかな

というふうに思いますけれども、この点について

改めてちょっとお考えをお聞かせいただければと

いうふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 地の利を生かした付

加価値の高いというところの部分かというふうに

思いますが、令和８年度の予算編成におきまして

どうしても全ての事業を進めていくということが

なかなか難しいということで、今回集中的な重点

事項の一つとして地の利を生かした付加価値の高

い産業の誘致、育成ということで掲げさせていた

だいています。雪質日本一をうたいました寒暖差

の高い気候風土ですとか、古くからの交通の要衝

である上川北部の中核を担ってきた歴史的背景を

踏まえて、さらに農業を含めた産業の誘致、育成

を進めること、特に特色のある１次産業創出、喫

緊の人材不足の解消など持続可能な経済の充実を

図るとされているところだというふうに思ってい

ます。豊かな自然と寒暖差のある気候風土という

ところは、やっぱり私たちの名寄の特色であると

いうふうに思っています。この特色を守りながら

将来にわたって安全で安心で暮らしやすいまちづ

くりが必要だというふうに考えているところです

ので、ここが一つの集中的重点事項の１つ目とし

て掲げさせていただいているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 事業だとか、また企業

の進出だとか、そういったところも大切だとは思

うのですが、今人口減のことも、この間も議論が

進んでいたようでしたけれども、人口の流出が増

えているという中で、住み続けられる地にしてい

かなければならないという、安定したやっぱり市

税の収入というところら辺では人口の流出を防い

でいくことが重要だろうというふうに私は考えて

います。人口減少、全国的に同じような状況では

ありますけれども、しかし中には子育てしやすい

まちとか、また高齢者に優しいまちということで

増えているところもあるわけです。私たちは、先

ほども大学のお話の中で出ていましたけれども、

福祉の専門職を育てる名寄市立大学を持つ名寄市

です。ケアされる人もケアする人も心豊かに暮ら

せるまちづくりが期待されているのではないかと

いうふうに思います。そういった方々が定着して、

この名寄で住み続けていただくということが必要

だろうというふうに思っているのですが、この点

についてお考えをお聞かせいただければと思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 今回そういった、繰

り返しになってしまいますけれども、どうしても

財源が限られている中におきまして全てを行って

いくことは不可能なので、選択と集中をしていき

ましょうと。その中でも集中的に重点的な事項と

して何点か挙げさせていただいた中の先ほど一つ

紹介させていただいたという点になります。議員

にお話しいただきました人口減少を含めた対策に

つきましてももちろん必要な施策であって、今も

既にいろんな対策を取らせていただいております。

これまでの事業全てやめるというわけではござい

ませんし、しっかりとサービスというか、事業を

提供していかなければならない事業につきまして

はこれからも継続していくことになりますけれど

も、やっぱりその中でも今までやってきた中でも

効果の薄かったものですとか、ニーズが少し変わ

ってきたものというのがある。そういったものに

関しましては、やっぱり少しずつ財源を振り向け

ていかなければならないということで、先ほどお

話しさせてもらった３つのところを集中していき

ましょうということで掲げさせていただいている

ところでございます。
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〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 苦しい中でのいろいろ

選択と集中ということになるのだろうというふう

には思うのですけれども、ただ福祉の専門職を育

てる大学がある地で、そしてやっぱりケアされる

人たち、私の周りでも高齢になって、ケアされる

方々がここに長く住めなくなってしまうという実

態が何人もいらっしゃるというところでは、本当

に子供さんたちが心配して、自分のところに一緒

に行かれるのですけれども、ただ御本人にしたら

名寄でずっと生きたい、いたいのだという思いは

あふれているわけです。そういった方々にいても

らう、そしてその人をケアする人がいるというと、

人口減少にやっぱり歯止めがかかっていくのでは

ないかという期待を大きくしたいというふうに思

っているところであります。こういったところで

の安定した市税収入というところら辺につながる

のかなというふうに思っているところです。今年

国勢調査があって、その結果が待たれるところで

はありますけれども、少しでも皆さんがここに定

着していただくという施策のところをぜひ進めて

いただきたいなというふうに思っています。

あともう一つ、歳入というか、お金を入るとこ

ろ、入れるところで、部長の事務連絡の中で歳入

においてということで財源確保は必須であると。

そのために国や道及び関係機関などと十分協議し

て、可能な限り確実な収入源の積算に努めること

というふうなことで事務連絡がされています。こ

のときに、私は数年前同じ上川管内の東川町に視

察に行かせてもらったときに、ここの職員さんた

ちが口をそろえて元町長さんの松岡町長さんが徹

底してこのことをお話しされているのだというこ

とを聞いてきて、一回ここでも取り上げさせてい

ただいた経緯がありますけれども、こういったこ

とというのは私は非常に重要かなというふうに思

っているのですが、この点についてのお考えはど

うでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 事務連絡からお話し

いただいたのですけれども、やっぱり一般財源が

少なくなってきている中におきまして特定財源を

見つけてくるということは非常に大きな課題の一

つだというふうに思っていまして、事務連絡の中

にも国や道と関係機関と連携を密にして注視する

ように努めるというようなこと、たしか記載のほ

うがあるかなというふうに思っています。今も、

これ予算編成のみならずなのですけれども、この

間も各部局におきまして様々な補助金、交付金、

さらには有利な何かそういった助成金含めてあれ

ば、庁内の中で連携しながら対応を取らせていた

だいておりますし、現状そこの意識が結構強くな

ってきているのではないのかなというふうには思

っています。また、今日副市長いないですけれど

も、特に市長をはじめ国のほうに行かれています

ので、そういったところで得た情報なんかも庁議

のほうにフィードバックしていただきながら、我

々のほうでさらに検索させてもらって、採用させ

ていただくようなことも結構ありますし、庁内の

中での掲示板を含めてこういった事業があるので、

使いたい方いらっしゃいませんかみたいな投げか

けもさせていただいています。そういった面では、

これからも予算編成のみならず、そういった特定

財源の確保に向けてはしっかりと努めさせていた

だきたいというふうに思っているところでござい

ます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） そういう取組が積極的

に行われているということがやっぱり市民に伝わ

ることが重要だろうなというふうに思っているの

です。私たち地方自治体だけでは、地方公共団体

だけではやり切れないというところの財源の状況

には今なっている。特定財源もなければ本当に立

ち行かなくなっている状況は名寄市ばかりではな

くて、どこもここもそうだというふうに思ってい

るのですが、市民の福祉を守るというためにはや

っぱり財源確保というところら辺で非常に重要で
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あって、こういった取組も積極的に行っていただ

いて、大変なこととは思うのですけれども、その

中から、東川町に視察に行かせていただいたとき

の職員さんのお話では、いろいろ調べてるうちに、

そのときに事業が浮かんでくると。これがあった

ら住民に喜ばれるかなというようなことが浮かぶ

というような話もお聞きしてきました。そういう

ことがあると、市の皆さん方がやっぱり市民のほ

うに顔を向けていろいろ仕事していただいている

のだなというところが伝わるのかなというふうに

思っておりますので、ぜひまた、大変な中ですけ

れども、積極的に取組を進めていただけたらとい

うふうに思います。

それで、２番目のデジタルトランスフォーメー

ション、ＤＸのほうに行きたいと思います。私は

強力なといったところら辺に、強力な推進という

ふうに書かれたところに私はびっくりして、戸惑

ってしまったのですけれども、先ほど手続のオン

ライン化のところでデジタル、アナログ、併用し

ながらやっていくのだよという部長の御答弁があ

りました。ちょっと胸をなで下ろしているところ

であります。しかし、まだまだそういうことが浸

透していないだろうなというふうに思っているの

ですが、ここオンライン化のこの事業が、先ほど

御説明では１月にシステムデモを行って、３月か

ら実施というふうにお話あったかなというふうに

思うのですが、この辺のスケジュールといいます

か、このところの周知はどのようになっているの

かお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 当然ながら始まる前

には広報ですとかホームページですとかＬＩＮＥ

含めていろいろなものを使わせてもらいながら、

こういったことができるようになりましたという

周知のほうはさせていただく予定でございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） いろいろ広報等も今回

新しい広報になって、目が引くような広報になっ

たので、皆さん手に取って読んでいただいている

かなというふうには思うのですけれども、やはり

皆さんに伝わるような広報をしていただけたらと

いうふうに思います。

そして、デジタル化なのですけれども、ＤＸの

取組なのですが、私も予算審査の中で見せていた

だく中で、市財政の中での負担割合の大きさにち

ょっとびっくりをしているところなのです。ここ

にこそ、強力なというところに係るので、私は積

極的にＤＸ、デジタル化にしていくのだろうとい

うふうな捉え方をしているのですけれども、そう

いった中でやっぱり選択と集中がこういったとこ

ろでこそ必要ではないかなというふうに考えてい

るのですが、この点についてどのようにお考えで

しょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） どうしてもデジタル

トランスフォーメーションでＤＸ化を進めていく

最初の段階では、やっぱりコストというものがか

かってしまいます。そういった面で、最初のいわ

ゆるイニシャルコスト的なものでいくと、多分費

用の負担が大きいのではないかというような御質

問なのかなというふうに思っています。こういっ

たすごく今大変な財政厳しい状況だからこそＤＸ

を進めるに当たっては、まさにおっしゃられた選

択と集中というのが必要になってくるのかなとい

うふうに思っています。市民の利便性ですとか、

職員の業務の効率化、そういったものをしっかり

と分析しながら、必要という、費用対効果が低い

事業ではなくて、必要と思われる事業に対してＤ

Ｘのほうも施策を集中していくべきだというふう

に考えているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 国のほうでもこのＤＸ、

推進されているわけですけれども、しかし財政的

な部分でいうと今年の４月に経済産業省の津田さ

んという方が執筆したデジタル経済レポートの中

で２０３５年、あと１０年後、日本のデジタル赤
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字は最大４５兆円に達するのではないかというよ

うな、こんなデジタル経済レポートも出されてい

ます。これは、デジタル分野での海外依存が大き

いのだというふうなお話でしたけれども、非常に

財政的な部分でのウエートが大きいというふうな

中では、先ほどお話ししたように、これだけ財政

が大変なときにやっぱり選択と集中が本当に必要

なのだろうというふうに考えているところです。

ぜひここのところでも職員の負担軽減も含めて市

民にどれだけ役に立つのかというところら辺を集

中して考えていただければなというふうに思って

いるところです。

デジタル化の中で実はこういったのもあって、

これは教育委員会のほうでちょっとお尋ねをした

いなと思っているのですが、読売新聞の中でデジ

タル教科書のアンケートというのがされていて、

出されていました。正式教科書化による学習面な

どへの懸念が根強く見られたと。デジタル化のこ

とです。各アンケートを調査した各教育委員会か

らは、紙中心の教科書への支持も高く、意識の隔

たりがうかがえる、手書きで思考を育む、学びを

実感できるのはデジタルではなく紙の教科書では

ないか、こんなデジタル教科書のアンケート結果

が読売新聞のほうで出されていました。この点に

ついて名寄市の中ではどのような状態なのかお聞

かせをいただければというふうに思いますが、い

かがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 国の動きも含めまし

てお答えをさせていただきます。

本年９月に文部科学省のデジタル教科書推進ワ

ーキンググループにおいて、デジタル教科書を正

式な教科書として位置づけることや紙かデジタル

の二者択一ではなく、両方を組み合わせたハイブ

リッド教科書も認めることなど、次期学習指導要

領の実施に併せて導入していく審議のまとめが公

表されたところです。教育委員会としましては今

後の国の検討状況を注視してまいりますが、ＤＸ

化が進む中であっても紙かデジタルかといった二

項対立に陥ることなく、紙、デジタル、リアルの

それぞれの利点などを踏まえながら、児童生徒の

資質を伸ばす教科書について慎重に検討していく

ことが必要と考えております。なお、本市の小中

学校で使用される教科書の採択の権限は名寄市教

育委員会にありますが、採択に当たっては北海道

第６地区教科用図書採択教育委員会協議会の構成

市町村が協議して、種目ごとに同一の教科書を採

択することになっており、名寄市教育委員会の考

えのみで採択できないことを御理解ください。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ありがとうございまし

た。先ほどオンライン化の話の中でもあったよう

に、デジタルとアナログ併用でということでした。

今教育委員会のほうでもそういうふうな動きがさ

れているというふうな御説明だったかなというふ

うに思っています。コロナ禍の中でＤＸがだっと

出てきて、私も非常に戸惑ったのですけれども、

やはりオンラインでいろんなことができるように

なったというのは本当に目覚ましい発展だったな

というふうに思っていますし、あまり機械が得意

でない私でも御利益にあずかっているというふう

なことであります。しかし、先ほども言ったよう

に、それが使えない人、それから今健康保険証も

マイナ保険証になって、マイナンバーカードから

マイナ保険証にということでなかなか進まないと

いうような話があります。それの中のどうしてか

といったところでは、情報等の流出に不安を感じ

ているというふうなことも言われていて、押しつ

けではないという、やっぱり一人一人が必要とし

ているものを選ぶことができる、そういったこと

が必要なのだろうなというふうに思っているとこ

ろです。改めてＤＸを強力に進めるというふうに

ありましたけれども、強力というか、押しつけで

はないのだというふうに私は捉えていきたいとい

うふうに思いますが、それでよいかどうかお答え
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をいただきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 議員のほうも先ほど

少し御紹介いただいたと思うのですけれども、デ

ジタル技術の力というか、技術というかは本当に

目まぐるしく、すごいスピードの中で精度が高ま

っていっています。いっていると思います。先ほ

どもお話しいただいたとおり、やっぱり最初は難

しいかもしれないけれども、使ってみるとすごく

便利になってきたり、利便性の高まるものがある

のかなというふうに思います。これまですごく時

間のかかってきた我々の仕事の中でも、やっぱり

少しこういったデジタル技術を活用することによ

って物すごく時間が短縮したり、今まで以上に精

度のいい資料ができたりしています。そうした技

術の力をやはり活用していかなければならないの

ではないのかなというふうに思っています。そう

いったところから業務の効率化することによって

今まで私たちが使っていたというか、少し時間が

かかっていた時間を市民の皆さんのより丁寧な対

応に充てられるですとか、少し施策や事業を考え

なければならない時間に時間を使うとか、そうい

ったことがこのデジタル技術をいわゆる強力に推

進していくことによってできるのではないかとい

うところだというふうに考えています。今お話し

いただいたように、オンライン化の基本方針の中

でもデジタル技術も活用してというところですの

で、必ずしも皆さんに絶対使ってくれというわけ

ではなくて、今はデジタルとアナログも併存して

やっていきますよということですので、そこは御

理解いただきたいというふうに思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ありがとうございます。

そのように私の周りのデジタルがあまり得意でな

い皆さんにもお伝えしていきたいというふうに思

います。それで、今お話があったように、職員の

皆さん方も大変な中で、デジタルを使うことでま

たスムーズにいくもの、そしてまた先ほどの御答

弁にもありましたように、ＤＸではできないとこ

ろは対面でというようなお話もありましたので、

ここのところに期待をしたいなというふうに思っ

ています。

それで、３番目の人材不足に関してであります。

これ全国的にもなかなか募集しても、先ほどの御

答弁では一般職は何とかということでしたけれど

も、専門職が集まらないというようなお話があり

ました。全国的にも募集しても集まらない、また

内定されていても辞退するというケースも多いと

いうふうに聞いているところであります。いろん

なところで御苦労されているのだろうなというふ

うには思っているのですが、この間国のほうでは

２００５年の新地方行政指針で職員定数の大幅削

減、民間委託、アウトソーシングが推進されてき

た。また、２０１８年の自治体戦略２０４０構想

では、人口減少を前提に情報技術の活用で自治体

職員を４０年までに半減させるという計画もある

といったようなことになっているところでありま

す。こういった中で、地方公務員の定数の全国的

な削減ということで調べてみましたら、１９９５

年に地方公務員数、定数が３２８万人だったのが

２０２４年には２８１万人に減少しているといっ

たところであります。それと一体になって非正規

職員も増加しているということであります。自治

体の合併もありましたから、どんどん減少してい

るのだろうなというふうに思っています。そうい

った中で人口減も進みますから、地方の衰退だっ

たり、過疎の深刻化なども増えているということ

になっているのではないかというふうに思ってい

るのですが、こういった国の方針の中での地方自

治体の御苦労というところら辺でのお考えをお聞

かせをいただければというふうに思いますが、ど

うでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） そもそも公務員のほ

うが割と福利厚生面ですとか、そういった面では
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よくて、民間企業に比べても一定程度公務員人気

というのはあったのですが、最近はやはり民間企

業のほうがそういった面でもよくなってきており

ますので、公務員人気の陰りが見られてきていて、

現状はなかなか職員も確保できない状況になって

きていると。中でも専門職と言われている方々に

ついては、特に厳しい状況が続いていて、我々も

今非常にそこについては課題感を持っていて、人

事担当している総務部のみならず、それぞれ担当

する部局の職員の皆様にもしっかりと連携をしな

がら職員確保に向けて今対策を進めているところ

でございます。定数確保については、さきの谷議

員のところでお話しさせてもらいましたけれども、

必要な事業にどれぐらいの職員数が要るかという

ところがやっぱりポイントとなっていると思って

いますので、こちらについても新しい行財政改革

の見直しを策定する際に議論の一つとなるものか

なというふうに思っているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 私は、地方公務員と言

われる自治体労働者の方々は公共の仕事を担う本

当に大切な仕事をしていただいているというふう

に思っています。公共の仕事です。ですから、皆

さんに広く役に立っていただいているというふう

に思っています。大切にしていきたいというふう

に思っているのです。それで、先ほどちょっと触

れました非正規職員、会計年度任用職員の待遇改

善も必要になってくるだろうというふうに思って

いますし、特にこの会計年度任用職員には女性の

割合が高いかなというふうに思っています。また、

私の前で質問されていた保育士の関係も含めて、

保育士の半数は非正規というふうになっているか

なというふうに思っています。非正規雇用の処遇

の安定化、正職員化していくことが私は必要で、

この名寄市に定着していただきたいな、いただけ

るのではないかというふうに考えているのですが、

この点についてどうでしょうか。お考えをお聞か

せください。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 会計年度任用職員の

方々の処遇改善につきましても、この間いろいろ

とかなりさせていただいているかなというふうに

思っておりますし、今現状、先ほどの定数管理の

中の話とリンクすると思いますけれども、これか

ら必要な人員の部分については必要な人数という

ところを考慮しながら進めていきたいというふう

に思っておりますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） これ厚労省のサイトな

のですが、多様な働き方の実現応援サイトという

ところを見たときに短時間正社員制度の導入とい

うのが出てきました。従来多くは原則としてフル

タイム勤務ができる人が正社員として採用、活用

されてきたけれども、子育てや介護や自己啓発や

ボランティア、そんな心身の健康も含めて事情に

よってフルタイムではないのだけれども、正社員

として働けると、そういう制度が今進んでいると

いうことが厚労省のサイトで出されてきました。

こういうのもぜひ参考にしていただきながら、や

っぱり皆さんが、先ほども言った公共の仕事して

いただく自治体の皆さん方が働きやすい場になる

ように検討を進めていただきたいなというふうに

思っていますし、先ほど部長のほうで専門職が減

っているという中で選ばれる自治体をというふう

なお話がされていましたので、ぜひとも選ばれる

自治体になるための施策を検討していただくこと

を求めたいなと思っています。

あともう一つは、民間のコンサルタント会社、

コンサルに頼むって、いろいろ委託している状況

があるのですが、ここも非常に委託料が膨大にな

ってきているのかなというふうに思っていますの

で、やはり専門職が減っているという中での委託

業務につながっているかなというふうに思うので

す。ですから、専門職の方々にぜひこの名寄で働

いていただく方々を増やしていただく、選ばれる
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自治体になっていただくようにいろいろ御尽力い

ただければなというふうに思っておりますので、

ちょっと時間がなくなってきましたので、次に行

かせていただきたいと思います。

最後になりました。大学の力を活用したまちづ

くりに関わってでありますが、今法人化後どのよ

うなまちづくりを目指すのかというふうにお尋ね

したところでありますけれども、法人化後中期目

標を立てて、数値目標も立てて進めていくという

ふうなお話でありましたので、今はそれほど具体

的な中身がない、出来上がっていないのかなとい

うふうに私はお聞きしたのです。産官学の連携と

いうふうなお話はありましたけれども、具体的に

こうしてというのはちょっと聞き取れなかったの

ですけれども、そういうことでよろしいでしょう

か。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 議員おっしゃる

とおり、まさにこれから各体制を整えて、そこの

議論を深めていくという段階に入っていきますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 今大学の力を活用した

まちづくりというところら辺でいろいろ私もこの

間も質問させていただきましたし、改めて振り返

ってみたところであります。約８００名を超える

学生が名寄市の住民ということであります。消費

者として、また働き手としても大いにまちづくり

に貢献していただいているなというふうに思って

います。毎度言わせていただいていますが、農家

での有償ボランティアだとか、また企業との商品

開発も進められているところでありますし、先ほ

ども御紹介があったように、コミュニティケア教

育研究センターでは学生のボランティア参加やら、

また市民公開講座、これもＹｏｒｏｃａポイント

がつくということになって、参加する方も増えて

いるのではないかなというふうに思っているとこ

ろであります。ですから、市民と学生とのつなが

りというのは、非常に増えているなというふうに

思っています。私の住んでいる町内会では、大学

と町内会との連携事業支援を活用させていただい

て、町内会と学生が本当により身近になっている

ところであります。今後やっぱり４年間いていた

だくわけですので、町内会の役員などにもなって

もらえたらいいのではないかなというふうな、そ

んな思いもあります。というのは、実は私の住ん

でいる町内会では夏休みのラジオ体操を一緒にさ

せてもらっています、この連携事業を活用して。

それで、町内会の役員の皆さんと交代で、大学生

の皆さん方にも役割分担して、１週間ごとに交代

をして、責任を持って賄ってもらうというふうな

ことを御本人たちと相談をしながら了解を得てや

っていただいているというふうなこともあります

ので、ぜひ今後大学の力を活用したというところ

ら辺では大学生の皆さんの力をお借りしながら、

今困っている町内会の、高齢で困っていて、役員

が足りないと言っている人たちの中でぜひ４年間

の中で１年でもいろんな形で活躍していただけれ

ばうれしいなというふうに思っているところであ

ります。さらには、大学院の設置が進めば専門性

も高まりますし、大学図書館の市民利用も広がっ

ていければいいなというふうに思っています。い

ろいろ考えている中で、やっぱり本当に大学生の

皆さん方の力を借りながら私たち今まちづくりに、

少しずつですけれども、前に進んでいるのを実は

実感をしているところであります。といった中で、

大学の力を活用したまちづくりを目指すというふ

うに掲げられた、そこのところについて、これは

ぜひ市長にお答えをいただければなというふうに

思うのですが、大学の力を活用したまちづくりを

思い描いている状況等ぜひお話をいただければと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大学を生かしたまちづく

り、これまでも大学生あるいは大学の知見を活用

して様々な地域課題の解決や大学生が地域をキャ



－84－

令和７年１２月９日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

ンパスと捉えて、様々な活動も行っていただいて

いるということに、これまでの大学の取組に関し

て心から敬意を表するところであります。一方で、

今後、さっきからもお話出ていますけれども、急

速にやっぱり大学生の１８歳人口が減っていくと

いう中で、今後もこうした学生をしっかりと確保

できるのかということは、これは大きな課題であ

り、危機感も感じているところであります。さら

に、大学生、何といっても学生に選ばれて、学生

が本当にこの大学で、ここで学び、ここで活躍し

てよかった、それが本当社会に出てからも大きな

力となっていく。真の意味でさらにこの大学が地

域に、そして学生のためになるために今さらに改

革を進めていかなければならないのではないか、

そのための組織の在り方を今しっかり検討してい

きたいということで、法人化に向けて議論を進め

ているところであります。これを契機に大学の先

生もそうですし、市民の皆さんにもよりまたさら

に関心を持っていただく中で、大学のあるべき姿

をしっかりと描いていくことが重要ではないかな

というふうに思います。まさにここも、さっき市

政の大きな転換と言いましたけれども、大学にと

っても今いろんな意味で人口動態を考えた上では

大きな転換期でありますので、これからもこの地

域にあり続ける大学であるためにしっかりと議論

を重ねていきたいというふうに思いますので、議

員にもぜひお力添えいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ２時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 今 村 芳 彦

署名議員 高 野 美枝子
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開議 令和７年１２月１０日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第３３号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第４ 議案第３４号 名寄市議会政務活動費

の特例に関する条例の制定について

日程第５ 意見書案第１号 女性差別撤廃条約選

択議定書の速やかな批准を求める意見

書

意見書案第２号 ＯＴＣ類似薬の保険

給付の在り方の見直しについて慎重審

議を行うことを求める意見書

意見書案第３号 食料・農業・農村政

策確立に関する予算の拡充等を求める

意見書

日程第６ 報告第１号 例月出納検査報告につい

て

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣報告

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第３３号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第４ 議案第３４号 名寄市議会政務活動費

の特例に関する条例の制定について

日程第５ 意見書案第１号 女性差別撤廃条約選

択議定書の速やかな批准を求める意見

書

意見書案第２号 ＯＴＣ類似薬の保険

給付の在り方の見直しについて慎重審

議を行うことを求める意見書

意見書案第３号 食料・農業・農村政

策確立に関する予算の拡充等を求める

意見書

日程第６ 報告第１号 例月出納検査報告につい

て

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣報告

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

令和７年１２月１０日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号
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書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君



－87－

令和７年１２月１０日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号

〇議長（山田典幸議員） 本日の会議に９番、佐

藤靖議員から遅れる旨の届出がありました。

ただいまの出席議員数は１４名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 谷 聡 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

令和８年度予算編成について外１件を、高野美

枝子議員。

〇１１番（高野美枝子議員） おはようございま

す。大項目２点について御質問いたします。

大項目１、令和８年度予算編成について、小項

目１、予算編成の考え方と重点施策についてお伺

いいたします。まず、どのような方針で編成を進

めているのか、また厳しい財政の中で優先事項に

ついてはどのように考えておられるのか、行政評

価をどのように反映しているのか、また重点施策

の考え方についてお伺いいたします。

小項目２、財政の健全化について。名寄市行財

政改革取組方針にある令和８年度予算５億円削減

の根拠と、達成可能な金額と捉えて健全化に向け

て進んでいるものと思います。そこで、現在の状

況についてお伺いいたします。名寄市行財政改革

実現に向けての具体的な取組状況、具体的に何を

削減するのかお知らせください。

次に、交付金の考え方についてお聞きいたしま

す。令和５年度の特別交付税の過大交付税５，４

４３万３，０００円の令和７年度への一般財源へ

の影響については、どのようになっているのかお

知らせください。

また、名寄中学校の交付金がいまだ未採択の状

況であるとお聞きしています。原因と今後の行方

についてお知らせください。

名寄市行財政改革取組方針にある職員の人財、

また人材不足への対応の考え方についてお知らせ

ください。

大項目２、名寄市の課題について、小項目１、

人口減少、少子化対策についてお伺いいたします。

名寄市は、まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

の中で国立社会保障・人口問題研究所の調査より

人口減少が進んでおります。人口減少、少子化に

対する対策はどのように考えているのかお知らせ

ください。

名寄市の２０２５年９月末日の人口は２万４，

２９７人、出生９人、１０月は人口２万４，２３

９人、出生７人と急速な勢いで人口減少、少子化

が進んでいます。具体的に人口減少に歯止めをか

ける施策についてお伺いいたします。

９月の出生人数９人、１２か月で１０８人、１

０月の出生人数７人、１２か月で８４人、あと六、

七年で全市、名寄市内の小学生が１学年１００人

程度、また未満という状況になる可能性がありま

す。適正な小中学校数の考え方、適正配置につい

てはどのように計画しているのかお知らせくださ

い。

また、少子化対策として子育て世代の人口をど

のように増加させていくのか、お考えをお聞きい

たします。

小項目２、公共施設について。総延べ床面積１

３％削減は達成されたのでしょうか。また、名寄

市公共施設個別施設計画では効率的、効果的な施

設の統廃合を検討し、施設の適正配置を計画と提

示していますが、どの程度達成されたのかお聞き

いたします。

再配置計画で進められているフェーズ１は、令

和８年度までの計画であると認識しています。来
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年度最終年を迎えるに当たり、施設整備の考え方

についてお知らせください。

また、名寄市立地適正化計画にあるコンパクト

なまちづくりの推進状況についてお伺いいたしま

す。

小項目３、公共交通について。市民が長年なれ

親しんだ定時定路線からデマンドへの完全移行に

当たり、市民やバス利用者の意識をどのように変

えていかれるのかお聞きいたします。

また、ＪＲが単独で維持困難な線区、いわゆる

黄色線区の名寄から稚内など道内８線区で２６年

度までに確実で抜本的な改善策を求められていま

す。宗谷本線維持に向けて、活性化協議会の今後

の対応についてお伺いいたします。

小項目４、協働のまちづくりについて。市民、

市民活動団体、事業者、行政などが地域の課題解

決やよりよいまちづくりという共通の目的のため

に対等な立場で互いの役割と責任を自覚し、協力、

連携して行政主導ではなく、市民が主体となって

まちづくりをされていると思いますが、具体的に

どのように市民の声を拾い、まちづくりに反映し

ていらっしゃるのかお知らせください。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） おはようございます。

高野議員からは、大項目で２点御質問いただきま

した。大項目１については私から、大項目２につ

いては総合政策室長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、令和８年度予算編成に

ついて、小項目１、予算編成の考え方と重点施策

についてお答えいたします。令和８年度の予算編

成方針につきましては、物価高騰などの影響を受

け、厳しい財政状況であることから、選択と集中

の実質化を目指し、一般会計ベースで５億円の削

減目標を掲げるとともに、３点の基本的な考え方

に基づき編成するよう市長訓令が発出されたとこ

ろです。基本的な考えの１つ目、総合計画や総合

戦略の具現化に取り組むことでは、第２次総計が

令和８年度に最終年度を迎えることから、それぞ

れの計画の目標達成に向けて事業を着実に推進す

ること、２つ目の徹底的な行政改革に努めること

では、事業の選択と集中の実質化を念頭に事業を

根本から見直し、主要施策であっても新規事業は

必ず財源を確保した上で必要経費を計上すること

や公共施設の集約、統合、再編、複数年度にわた

り執行率が低い事業や成果指標の達成度が低い事

業の廃止や縮小の検討をすること、３つ目の集中

的重点事項を捉えた予算編成に努めることでは、

厳しい財政状況下において要求される事業の全て

を実施することは困難であり、どの事業に集中し

て取り組むかが非常に重要であるため、様々な観

点から将来の名寄市を見据えた予算編成に取り組

むこととし、３点の集中的重点事項が示されまし

た。こうした予算編成方針に基づき総合計画で描

いた将来像の実現に向け、主要な取組である重点

プロジェクトや名寄市まち・ひと・しごと創生総

合戦略等における各事業の成果、課題を総点検す

るとともに、行政評価の結果も踏まえながら目標

の達成に向け、それぞれの施策や事業を着実に取

り組んでいくことが必要であると考えております。

次に、小項目２、財政の健全化についてお答え

いたします。持続可能な行財政運営となるよう今

年度の行財政改革については人材育成改革、財政

改革、事業選択改革を進めることにより選択と集

中の実質化を目指すこととし、具体的な目標とし

て基金の減少や大型の普通建設事業実施に伴う市

債借入増加による公債費の増加などから、令和８

年度予算において一般会計ベースで５億円の削減

目標を掲げたところです。目標の達成に向け各部

では削減目標を定め、より実効性を高めるため６

月から９月にかけて副市長による担当課、さらに

は部長職へのヒアリングを行い、全職員一丸とな

って事業の精査を重ねております。非常に厳しい

財政状況に直面している中、これからも誰もが住

み続けたいと思える名寄市を築くため、まずはし
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っかりと目標を達成すべきと考えておりますが、

削減内容や金額については現在予算査定中である

ため、お答えできません。

次に、令和７年４月の会計検査院実地検査によ

る令和５年度特別交付税の過大交付についてであ

りますが、この過大交付分については今年度の特

別交付税で減額されることとなりますので、特別

交付税の交付額は厳しくなると考えております。

そのため、これまで以上に効率的な予算執行に努

めるとともに、各関係機関の動向に注視し、一般

財源が少しでも減少するよう特定財源の確保に努

めてまいります。

また、名寄中学校の改築事業に係る学校施設環

境改善交付金については、現在採択が保留となっ

ております。国では、継続事業のうち採択が保留

となっている事業については追加財政措置があっ

た場合優先的に採択するとしており、本市といた

しましては現在開会中の臨時国会における補正予

算案の審議に注視しているところです。

本市職員の人材不足への対応については、現段

階において一般事務職は一定数の確保はできては

いるものの、保健師、保育教諭、土木技師などの

専門職については応募者数も少ない状況で、今後

さらに人材確保が厳しくなると考えています。そ

のため、試験内容の変更などによる受験しやすい

環境の整備、学校訪問、インターンシップの受入

れなど様々な取組を進め、職員の確保に努めてい

るところです。人材育成面においては、急速に変

化する時代に対応するため行革実施本部所管委員

会において求められる職員像を明確にし、人材育

成、人材確保、職場環境の改善などについて議論

を進め、（仮称）名寄市人材育成・確保基本方針

を策定する予定でおります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 次に、大項目２、

名寄市の課題について、小項目１、人口減少、少

子化対策についてお答えいたします。

本市における人口減少対策としましては、平成

２７年１０月にまち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定し、５つの基本目標を定め、人口について

はまち・ひと・しごと創生人口ビジョンにおいて

令和７年は２万５，３９８人を目標とし、施策を

推進してまいりました。しかしながら、本年９月

末現在での人口は２万４，２９７人となっており、

目標よりも１，１０１人の減となっております。

また、出生数においても平成３０年が年間２３０

人だったのに対し、令和６年は年間１２８人とな

っており、年々減少している状況であります。本

市におきましては、子育て世代が安心して暮らし、

将来にわたって定住いただける環境づくりを重要

な施策として位置づけ、これまで様々な取組を進

めております。主な取組としましては、天候や季

節に左右されず、安心して遊べる屋内の遊び場、

にこにこらんどの整備や待機児童の解消に向けて

認定こども園あいあいを新たに開園し、受入れ態

勢の充実を図ってまいりました。また、乳幼児等

医療費の助成につきましては、助成対象を小学生

から高校生年代まで拡大し、子育てに係る経済的

負担の軽減を図っているところでございます。加

えて、若い世代が本市に就職してもらい、働き続

けられる環境を整備するための施策にも取り組ん

でおります。今後もこれらの施策を着実に推進す

るとともに、新たな産業の創出による雇用の場の

確保など、若い世代に選ばれるまちづくりを進め

ていくことで人口減少の抑制につなげていきたい

と考えております。

最後に、本市における小中学校の適正規模や適

正配置については、児童生徒数の将来推計などを

考慮しながら次年度に検討を行いたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

次に、小項目２、公共施設についてお答えいた

します。名寄市公共施設等総合管理計画は、中長

期な視点から公共施設の更新、統廃合、長寿命化

などを計画的かつ効率的に実施することを目的に

平成２８年に策定しており、その後総務省より指
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針の改訂が示されたことから、令和６年１１月に

改訂しております。本計画は、策定年から令和１

７年までの２０年間で公共施設の総延べ床面積を

１３％縮減することを目的として掲げており、令

和６年度末において約１．２％縮減したところで

す。名寄市公共施設個別施設計画は、さきの名寄

市公共施設等総合管理計画登載施設のうち６３施

設に対し、長寿命化を目的に令和３年に策定しま

した。両計画策定以降、旧智恵文小学校の校舎解

体や瑞生団地及び栄町５５団地の一部の棟を解体

するとともに、認定こども園あいあいの新設によ

り統合された南保育所と西保育所の解体も行いま

した。また、福祉センター内に設置していたこど

も発達支援センターこどもらんどを認定こども園

あいあいに移設し、施設の効率的、効果的な活用

を行っているところです。公共施設等再配置計画

につきましては、令和４年度から令和８年度まで

をフェーズ１の期間とし、取組を進めてきました。

この間図書館機能を有する複合施設に向けて議論

してきましたが、中学校の改築、改修、東病院の

町なか移転の検討などが進められたことにより再

配置計画フェーズ１対象施設の整備年次などにず

れが生じている状況です。また、複合施設の整備

については、２つの候補地を選定し、検討を進め

ておりますが、土地が民有地であることから、交

渉が難航している状況でありますので、今後も株

式会社まちづくり名寄と連携を図りながら整備に

向けて取組を進めてまいりたいと考えております。

次に、コンパクトなまちづくりの推進でありま

すが、本市は名寄市立地適正化計画に基づき都市

機能誘導区域及び居住誘導区域を定め、市街地へ

の居住や都市機能の集積を図っております。近年

は、商店街の空洞化等により生活利便性の低下が

課題となっておりますので、立地適正化計画で定

める居住誘導区域に市民の皆様が居住しやすい環

境を整えるため関係施策を総合的に推進してまい

ります。

次に、小項目３、公共交通についてお答えいた

します。まず、コミュニティバスとのるーと名寄

に関するこれまでの経過についてでございますが、

令和４年１０月、運転手不足による影響でコミュ

ニティバスの西まわり線が減便されました。そこ

で、新たな交通モードの検討を行い、令和５年１

１月にＡＩオンデマンドバス、のるーと名寄の導

入により運行が開始され、名寄地区市街地におい

てはコミュニティバスとのるーと名寄との重複運

行がされてきたところです。それを受けて、令和

６年９月に開催した公共交通活性化協議会では、

コミュニティバスの廃止とのるーと名寄への集約

について承認されました。また、令和７年４月に

は、２０２４問題による運転手のシフトの影響か

らコミュニティバス東西まわり線の朝３便が減便

となっていたところです。その後令和７年１０月

と１１月に実施した協議会において、コミュニテ

ィバスの廃止時期が１２月３１日になること、そ

れに伴いのるーと名寄の運行日時の拡大と乗降場

所の移設、新設を行うことで承認されたところで

す。

今後の対応としては、コミュニティバスを利用

している方、また今後のるーと名寄を利用する方

に向けて周知を丁寧に実施していきます。市のホ

ームページや公式ＬＩＮＥ、のるーとアプリを活

用した周知、併せて市の広報紙や町内会への文書

配布、新聞等への掲載も予定しているところです。

また、コミュニティバスの運行事業者であります

名士バス株式会社においても、ホームページやバ

ス車内、停留所で周知を行っていただいておりま

す。さらには、のるーと名寄利用説明会を開催し、

予約することや乗車することに不安を感じている

方に対して個別の相談会を実施するなどし、利用

促進につなげていきたいと考えております。市民

の皆様には出前講座や各種会議の場を活用してい

ただくなどして、のるーとの概要、便利さなども

分かっていただけるような取組を引き続き行って

まいりたいと考えております。

次に、ＪＲ宗谷本線につきましては、ＪＲ北海
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道と沿線自治体、北海道等が一体となり、利用促

進やコスト削減など取り組み、令和８年度末まで

に抜本的な改善方策を確実に取りまとめることと

されております。本市が事務局を担っております

宗谷本線活性化推進協議会及び宗谷本線調査・実

証事業協議会では、地域住民向け特急利用の促進

やサイクルトレインの実証、直通バスの実証など

の各種事業に取り組んでおり、引き続き宗谷本線

の活性化や利用者の利便性向上、利用促進、沿線

地域の振興に寄与していくための諸活動を実施し

てまいります。

次に、小項目４、協働のまちづくりについてお

答えします。本市では、名寄市自治基本条例にお

いてまちづくりの基本理念や基本事項等を定め、

市民一人一人が主体的、能動的にまちづくりに参

加することで、本来の地方自治の理念にかなった

市民主体のまちづくりを推進していくこととして

おります。具体的な取組としましては、本年度か

ら策定作業を開始した次期総合計画においては、

全市民向けのまちづくりアンケートとウェルビー

イングアンケートはじめ、市内各団体や小学生か

ら大学生に対してもアンケート調査を実施してお

ります。その他市民ワークショップの開催や分野

ごとに団体等との意見交換会、アウトリーチも実

施するなど幅広い年代や業種、団体の皆様方から

御意見をいただいてきております。今後におきま

してもパブリックコメント等において広く市民の

皆様より御意見をいただきながら、総合計画に反

映させていくための取組を行ってまいります。ま

た、市民の意見反映につきましては、総合計画に

限らず、各種計画の策定等においても様々な手法

により市民意見を聴取しておりますので、今後も

市民の声をしっかりと聞き、市民と行政が一体と

なった協働のまちづくりとなるよう努めてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いた

だきましたので、再質問に入らさせていただきま

す。

大項目１の予算編成、小項目１、予算編成の考

え方と重点施策についてそれぞれお話をいただい

たところですけれども、行政評価をどのように反

映していくのかというところで気になるところが

あるものですから、ちょっと再質問させていただ

きたいというふうに考えております。Ｃ評価、Ｄ

評価のものがあるのです。先日の答弁にもありま

したけれども、厳しい評価になっているのだとい

うような考え方をお聞きしたところなのですけれ

ども、ちょっと気になるものですから、これ説明

していただきたいと思います。基本目標のⅢ、主

要施策の交通安全ということで、交通安全推進事

業について、１次Ｄなのです。ワーキンググルー

プもＤ、そして外部でＢ、そして２次でＤという

ことになっておりまして、これを次年度にどう生

かしていくのかなというところはちょっとお聞き

したいところなのですけれども、よろしくお願い

いたします。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 交通安全推進事業に

ついての行政評価のＤの部分、どうしていくのか

という御質問だったかというふうに思います。総

合評価で最終評価としてＤ評価にはなっているの

ですけれども、この交通安全推進事業につきまし

ては名寄市内におきます交通安全の減少といいま

すか、交通安全自体をなくしていこうということ

で活動している事業になります。主には関係団体

と共に一緒になって交通安全に対するいろいろな

啓発活動をやらせていただいているというところ

になります。評価のほうでは、外部評価でＢをつ

けていただいたというところがありますけれども、

ここの内容についても取組自体は交通事故を減ら

すための取組を非常によくやっていただいている

というふうに評価していただいています。ＫＰＩ

の設定がこの間交通事故数ですとか死亡者数とい

うような、なかなか我々でコントロールし難いよ
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うな目標をＫＰＩというふうにしていたというこ

ともありまして、少し評価としてはこの制度では

Ｄ評価にしかならないというような形になってお

ります。ただ、やっている内容については、名寄

市内の交通事故の啓発についてやっているという

ことで、非常によくやっていただいているという

ふうに御評価いただいております。これをどう予

算に反映していくかということになるのですけれ

ども、我々行政としましては引き続いて交通安全

に対する市民への啓発活動を実施をしていくとい

うことが大きな任務といいますか、大きなことだ

というふうに思ってございます。引き続いて、予

算措置のほうはただいま措置をしております横断

歩道ですとか、そういうことの消えかかったとこ

ろの補修ですとか、壊れたところの標識ですとか、

特に学校周りの部分については標識を増やすなど、

そういったことの対応させていただいております

交通安全施設整備事業というのを予算措置してい

ますけれども、それは引き続き予算措置させてい

ただきますし、交通安全の推進事業費ということ

で、関係団体と共に啓発活動をやっていく事業費

についても計上させていただきながら、引き続き

交通安全には取り組んでいくというところで進め

ていきますので、御理解いただければというふう

に思います。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） Ｄ評価というのは

非常に厳しいものがあるというふうに思いまして、

お尋ねしたところです。

あともう一つ、主要施策の地域公共交通のデマ

ンドバス運行委託事業で、これも１次Ｃ、ワーキ

ングＣ、外部Ｃ、２次Ｃと全部Ｃになっておりま

すけれども、このことについても少しお知らせい

ただきたいというふうに考えております。お願い

します。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） デマンドバスの

運行委託事業ということでございます。全部Ｃ評

価というようなことでございますけれども、こち

ら風連地区のデマンドバス、下多寄線、御料線と

いうことで、この成果指標は月平均の利用者数と

いうことが基準値となっておりまして、先ほどの

交通安全のこともそうかもしれませんけれども、

当然ながら当時の人口とその地区における人口減

少に伴って利用者数というのが全て基準になって

ございます。当然ながらこちらデマンドバスとい

うのは必要なことでございまして、ただ利用者数

の減少に伴って、当時とまた状況が違ってきてい

るというようなことでございます。外部評価のと

ころでも当然ながら郊外地区への移動手段の確保

のため必要な事業ということで考えておりまして、

採算性の観点から検討が必要ということとアウト

カム、現在の指標の設定なんかも再検討したほう

がよいのではないかというようなことでコメント

いただいておりますので、こちら次回、次年度に

向けて公共交通の活性化協議会等においても風連

地区再編に向けた調査、検討というのは必要だと

考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 本当に次年度にし

っかりと生かしていっていただいて、Ｃ、Ｄとい

うのを見るとやっぱりびっくりするものですから、

そこら辺きちっとやっていただきたいなというふ

うに思います。予算編成のポイントだとか重点施

策のプロジェクトの考え方、また行財政改革の３

本柱、いろいろお聞きしたところでございます。

次に、交付金の考え方についてお知らせいただ

きましたけれども、やはり今後も交付金に頼った

財政運営をしなければならないって。資材ですか、

資機材ですか、人件費の高騰などもあり、今後も

厳しい財政状況の中で交付金が保留になっている

とか、非常に厳しい状況であるというふうに思い

ますけれども、名寄市も厳しいですけれども、全

国的に自治体どこも財政的に大変な状況であると

いうふうに思いますので、今後も行方について注
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視していきたいというふうに考えております。

人材の関係なのですけれども、ずっと答弁いた

だいたところでございますけれども、各自治体と

も人材不足と採用、退職者、辞退者の増加で頭を

悩ませているという報道をお聞きしているところ

です。危機感を持っているということの報道もあ

りました。名寄市の職員募集自体の状況について

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 職員募集につきまし

ては、先ほどもお話しさせてもらいましたけれど

も、現段階におきましては一般事務職におきまし

てはある程度確保のほうさせていただいています

けれども、保健師さん、保育士、保育教諭、土木

技師の専門職については応募者数も少ない状況で

あるということでございます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） ほかの自治体が大

変ひどい状況の中で、名寄市はそこまで危機感を

持っていないけれども、今後については危ないか

もしれないということで、十分職員採用について

は頑張っていただきたいというふうに思います。

大項目２、名寄市の課題についてなのですけれ

ども、小項目１、人口減少、少子化対策について

お伺いいたします。この間子育て施策に取り組ん

できたにもかかわらず、少子化の一途をたどって

いるという状況でございます。これまでも施設整

備やソフト面での様々な事業に取り組んできまし

たが、少子化対策に歯止めが利かない状況である

というふうに思います。これまでの少子化につい

てどのように総括されているのか再度お聞きした

いというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時３８分

再開 午前１０時３９分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 少子化、子供が

少ないという原因ということですけれども、ここ

はやはり人口減少に比例してそこについては減っ

ていくといった部分と、私つい先日ある研究機関

の統計を、ちょっと資料に目を通したときに出て

いたのが、これは全国ベースの話になるのですけ

れども、実は１年間で出生した方の第１子目なの

か、２子目なのか、３子以上なのかという割合は

２０年前と実は変わっていないのです。なので、

２人目、３人目を授かって出産いただける方の割

合というのは実は変わっていなくて、総数が下が

っているということは子供を持たない世帯が全国

的には増えている傾向があるといったことが分析

結果として出ておりましたので、そこについては

子供を授かりたいと思ってもらえるような施策を

進めていくということがやはり重要な要素になっ

てくるのかなというふうに思っております。結果

として、やはり人口減少と比例して、そういった

子供を持たないというか、希望しない方が増えて

いるところも一理あるのかなというふうに分析し

ております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 名寄市は子供を育

てやすいまちだというふうに評価いただいている

ところなのですけれども、なかなか現実的には子

供が増えていかない。人口が減っていますから、

子供だけが増えるわけはないのですけれども、そ

のところ、やはり若い方が働ける場所がないとい

うことにつながるのかなというふうにも思います。

なので、そこら辺取組よろしくお願いいたします。

名寄市のまちづくりというか、一般論としてや

っぱり学校ができて、地域の核になっていって、

そして商業施設、お店ができていくと。そして、

そこの周りに住宅が建っていくと。それでまちが

できていくのだというふうに思うのですけれども、

この間コンパクトシティという考えで進められて

きたのだというふうに思うのですけれども、やは

りそこが町なかでなくて、南小学校だとか名中だ
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とか、向こうのほうに拡大されていっているので

はないかというふうに私は思っていまして、なか

なかコンパクトシティというふうになっていかな

いのかなというふうに今思っているところなので

すけれども、そこら辺の考え方についてはどのよ

うに思っているかお知らせください。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 現状住宅新築等

の広がりの傾向についても今お話あったとおりの

動きが一部出ておりますけれども、長い将来を見

据えて、ではこの名寄のまちをどう形づくってい

くのかといった部分でいうと、立地適正化計画で

定めさせていただいている居住誘導区域、それか

ら都市機能誘導区域、特大エリアの部分もサブコ

ア、２つメインコアを置くのかという議論も当然

当時ありましたけれども、議論をした結果、やは

り駅周辺、ここに重心を持ってくるといったとこ

ろで全体の中で確認をして、計画を策定して進め

ておりますので、我々としてはその考えにのっと

って、その中心に公共施設等の再編をして、中心

に魅力を詰め込んで、よりこの周辺で集まってい

ただける、利便性が上がっていくような、そんな

まちづくりを進めていくという計画をつくってお

りますので、そこの考えにのっとって今後も進め

ていきたいというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） なかなかまちが流

動的に動いていくという形で、今後どうなってい

くのかなというところがありますので、よろしく

お願いしたいと思います。

今公共施設のフェーズ１、小項目２の公共施設

についてなのですけれども、４年から８年の計画

ですけれども、進んでいないということで、一昨

日の夜１１時１５分ですか、名寄でも震度３の地

震がありまして、結構長く揺れていまして、名寄

は地震がないというふうに言われてきましたが、

まだ地震があるかもしれないみたいな報道があり

まして、本当に心配するところなのですけれども、

やっぱり一番先に思ったのは消防本部と名寄庁舎

が地震に耐えられないですよね、きっと。耐え得

るのかって。２や３でしたら大丈夫ですけれども、

今後何があるか分からないということで、老朽化

した両施設は災害が起きたとき災害本部になるわ

けだと思うのです。その役目を果たせるどころか、

地震や災害が起きたとき危ないのではないかとい

うふうな思いがあるのですけれども、名寄市にと

って一番大事な庁舎だとか消防本部の改修や複合

化を最優先させなければならないのではないかと

いうふうに思うのですけれども、そこら辺のお考

えについてお聞きしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 先般の議員協議会で

もお示しさせていただきましたけれども、名寄市

の財政の課題におきましても、公共施設の老朽化

への対応というところは財政面から見ても非常に

大きな課題だと捉えているところであります。こ

の名寄庁舎につきましても築５７年も経過してい

ますし、風連庁舎も築４５年と経過しています。

両庁舎とも築年数が経過していて、庁舎の在り方

については大きな課題となっているということに

ついては、十分認識しているところであります。

一方で、やっぱり両庁舎、さらには今消防のお話

も議員のほうからありましたけれども、それぞれ

の対応についてはそう簡単なことでもないという

ふうに思っていますし、それも事実だと思います。

事業費ですとか建設場所など多くの課題とか様々

な課題もあります。ただ、やっぱりこの課題につ

いて協議をスタートさせていかなければならない

時期ではないかなというふうにももちろん考えて

いるところです。次期総合計画の中で議論の一つ

として、テーマとして検討できればというふうに

は思っています。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） ぜひ安全、安心な

名寄市民のために検討を続けていただきたいとい
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うふうに思います。

先ほども質問したところなのですけれども、中

心市街地の空洞化というか、商店街がやっぱり衰

退しているなというふうに思うところなのですけ

れども、コンパクトなまちづくり計画をコンサル

タント会社などに依頼して、お金もかけて今まで

進んできたわけですけれども、なかなか効果が出

てきていないのではないかと思うのですけれども、

そこら辺の考え方についてお伺いしたいというふ

うに思います。

コンサルタントにお金をかけて今まで計画を立

ててきましたけれども、なかなか効果的にはなっ

ていないということでよろしいでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１０時４８分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 今コンパクトな

まちづくりということで、コンサルのほうに委託

をしてということで、それは進んでいないのでは

ないかというお話でございますけれども、そこ少

子高齢化、人口も少なくなってきているというこ

とで、将来的なということで、これからのまちづ

くりをどうしていこうということで立地適正化計

画を策定をさせていただきました。そもそもがそ

の前に都市計画マスタープランというものがござ

いまして、その中で名寄の市街地これからどうし

ていこうということで考えているところでござい

ますけれども、そこの部分で現在将来的に、さっ

き石橋部長のほうからもありましたけれども、や

っぱり名寄市につきましては市街地中心部、６丁

目を中心にしたということで計画を立てまして、

そこにまず都市機能誘導区域と居住誘導区域とい

うことで出てきますけれども、まずは都市機能を

誘導するエリアを設定をいたしまして、あとはそ

この中に公共施設ですとか病院ですとか、少しで

も市民の皆様が中心部に寄ってくるエリアという

ことで、それに併せて居住誘導区域ということで

設定をさせていただいておりますけれども、この

部分につきましてもやはり行政主導で行う公共施

設の部分もありますし、商店街云々という部分も

ございますので、その辺りはこれからも関係機関

と協議をいたしまして、進めていくしかないなと

いうことで考えているところではあります。いか

んせん物を建てる、公共施設ということになって

いきますとお金のほうもかかるという部分もござ

いますし、配置計画のほうもございますので、そ

の辺りは地域とも協議をしながらこれからも進め

てまいりたいというふうに考えてございますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） ありがとうござい

ます。先日の報道の中に都市計画審議会が開催さ

れまして、都市再生整備計画の事業評価、中心市

街地についての議論が報道されていましたけれど

も、結構厳しい意見も出されたということで報道

されていましたけれども、どのような内容だった

のかお知らせいただけますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） それでは、過日

１１月２０日に開催をされました都市計画の審議

委員会ということでございますので、こちらにつ

きましては名寄地区の、今申し上げましたけれど

も、都市機能誘導区域の中に都市再生整備計画を

策定して、令和４年度から６年度までの間のこの

３か年間で国の都市構造再編集中支援事業を活用

いたしまして、名寄地区の老朽化した３つの公立

保育所を再編をいたしまして、認定こども園、こ

ども発達支援センター機能を有した複合施設の整

備と併せまして市民駐車場の整備、そして商業施

設内での子育て世代活動支援センターの整備、子

育て施設へのアクセス道路の改善など、この地区

に住み続けたくなるような魅力のある中心市街地

の形成に向けた整備ということで、令和６年度に
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事業を完了したところでございます。これに伴い

まして、この都市構造再編集中支援事業を活用し

た事業につきましては事業の完了後１年以内に国

の定める事後評価というものを実施する必要がご

ざいまして、ここの部分につきまして名寄市都市

計画審議委員会において評価原案について御議論、

御意見をいただいたところでございます。いただ

いた主な御意見といたしましては、課題として中

心市街地の活性化と言われ続けてはいるのだけれ

ども、具体的な活性化に向けた取組が進んでいな

いのではないかという部分ですとか、この事後評

価の指標に対するアンケート調査については今回

整備をした事業に対する評価ではなくて、全体的

な評価となっているので、評価が低く出ているの

ではないでしょうかという部分ですとか、この補

助事業の指標に対する評価について事業完了後に

評価対象の成果を適切に把握できる数値、利用者

数や交通量調査など事業の前、事業の後の比較が

できる、そのような形の対応が必要ではないかと

いうような御意見をいただいてきたところでござ

います。今後また以降事業を取り組む際の指標の

設定につきましては、定量的な数値を設定をして、

評価の対象となる事業に対して評価ができるよう

な形で取り組んでまいりたいと思います。先ほど

も申し上げましたけれども、今後のまちづくりに

つきましても担当部署や関係機関と連携をして取

り組んでいく必要があると思っているところでご

ざいます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） やはり今後のまち

づくり、本当に中心市街地が大切かなというふう

に思っておりますので、皆さんの意見を反映して

いただいて、進めていただきたいというふうに思

います。

次に、小項目３の公共交通についてお伺いいた

します。コミュニティバスがいろんな状況で難し

い状況にきておりまして、先ほども行政評価とか

もありますけれども、料金が上がるということと

やはり今までなれ親しんでいたバスからどういう

ふうに使っていいのかっていろいろ対策をしてい

るのだというふうに先ほども御答弁があったとこ

ろですけれども、料金の問題と、あと通勤だとか

通学に使う方もいらっしゃると思うのですけれど

も、そこら辺の回数券や割引とか高齢者施策とか、

財政が大変だというときにあれなのですけれども、

そういう考え方をどのように持っていこうとなさ

っているのかということをちょっと再度確認した

いのですけれども、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） コミュニティバ

スが廃止されることによってのるーとのほうへの

利用というのを心配な声は、これまでもお聞きい

ただいております。私も当時コミュニティバスが

スタートしたときの担当しておりまして、当時も

やはり新しいバスが路線を乗り慣れるまで相当時

間と案内のガイドをつけたりですとか、そういう

ことも周知してきた中で、ちょっとお時間がかか

ることかなと考えております。そこは、先ほど答

弁させていただいたように、丁寧に時間をかけて、

今回来年から行う実証運行の中で丁寧な説明と、

やはり一度乗っていただくということが分かりや

すさが伝わるのではないかということであります

ので、そういったところを重視して、これから利

用促進策とともに進めてまいりたいと思っており

ます。

料金に関してですけれども、今までのバスは１

５０円と。のるーとは大人料金ですと３００円と。

倍に感じるかもしれませんけれども、札幌、それ

から近隣でいうと士別、稚内のほうでも昨今バス

の値上げ等しております。のるーとは近くても遠

くても一律３００円ということでありますし、バ

スとはまた違う使い方ができて、柔軟な走り方も

しておりますので、そういった面も含めても、受

け止め方は様々かもしれませんけれども、やっぱ

り利便性はすごく高いなと感じておりますし、そ
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の料金ということであります。そして、使い慣れ

ていただくような形で考えておりますので、料金

設定についてはこれからまた実証運行を進めた中

でバス事業者の方々も意見をいただきながら、タ

クシー、バスのほういただきながら進めてまいり

たいと考えております。

最後に、高齢者ですとか、そういう設定も含め

て、そういう御意見も多分議員のほうに伺ってい

るということでありますので、実証運行の結果を

含めてそういったことも考えてまいります。

回数券は、実証運行の中でもちょっとまずやら

させていただきますけれども、そういったところ

も含めて検討させていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 倍になるわけです

から、市民にとっては大きいものがございますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。

次に、ＪＲのほうですけれども、２０２４年度

ＪＲ、黄色線区の赤字は圧縮目標に届かず、全区

間で１４８億円との報道を目にしました。宗谷線

の存続を目指す名寄市の加藤市長は、道や国の踏

み込んだ支援が不可欠とした上で、何年もだらだ

ら議論しているのはいかがか。沿線自治体はおま

えら頑張れとむちを打たれ続けているようだ。絶

対に残す担保があるなら、金額は限られるにして

も負担に乗れると報道されたところです。２６年

度で１０年になる黄色線区問題ですが、このコメ

ントについて加藤市長の真意をお聞かせいただき

たいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） コメントのとおりでござ

います。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） コメントのとおり

ということでございますけれども、諦めるのか、

やめるのか、続けるのかというところが試される

ところだというふうに思いますので、引き続き２

６年度の回答に向けて加藤市長の手腕が試されま

すので、よろしくお願いいたします。

小項目４、協働のまちづくりについてですけれ

ども、総合計画の策定委員のワークショップの公

募年齢を７０歳以下にしたということで、市民の

皆様からいろいろな御意見をいただいているとこ

ろなのですけれども、このことについて、そこを

７０歳とした見解というのですか、考え方につい

てお知らせしていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ワークショップ

の今回のお話ですけれども、ここの基本的な我々

の考え方としては、日頃御意見をいただく場面に

おいては比較的年齢の高い方々が一生懸命参加し

ていただいて、多い傾向がございます。これは、

協働のまちづくりを進める上では大変ありがたい

行い、そういう参加だというふうに我々も受け取

っております。一方で、いわゆる現役世代の方々

が著しいやっぱり参加については低下傾向である

ということでございます。また、過去に本市が実

施してきたアンケートについても４０代以降の年

代の方の回答率はやっぱり高い傾向にあって、そ

れ以下については下がれば下がるほど回答率も相

当低くなってくるというような、そんな傾向にな

ってございました。そのようなことから、できる

限り現役世代の方の意見をワークショップで、そ

ういう場面でぜひ聞きたいということで、仕事や

子育てをする若い世代が参加しやすいように時間

帯も夜に設定をさせていただいて、今回行わせて

いただきました。しかしながら、御指摘のとおり、

年齢制限をさせていただいた理由については市民

説明と周知が不足していたと。これは素直に率直

に反省をしておりまして、今後市民の皆様にしっ

かりと御理解いただけるように丁寧な説明を心が

けて進めさせていただければと思いますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 前の総合計画のと

きには高齢者も活躍していただけるようなという
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ような言葉もあったというふうに思いますが、今

回そこのところで非常に寂しい思いをしている高

齢者のお声もたくさんお聞きしておりますので、

今後とも高齢者に配慮した様々な施策を進めてい

ただきたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

宗谷本線を廃線にしないためにを、中畠孝幸議

員。

〇１番（中畠孝幸議員） 議長から指名を受けま

したので、通告に従い、大項目１点について質問

してまいります。

大項目１、宗谷本線を廃線にしないために。２

０１６年にＪＲ北海道が発表した単独では維持困

難な黄線区道内８区間のうちの一つに当たる宗谷

本線名寄稚内間は、国から発せられた２０２４年

３月の監督命令により徹底した利用促進やコスト

削減などの取組を行い、２０２６年度末までに事

業の抜本的な改善方策を確実に取りまとめること

とされています。本年１１月１６日の北海道新聞

の報道によれば、ＪＲは抜本的な改善方策につい

て２５年度中に考え方を示し、１年かけて合意形

成を図る方針だとのことです。それが事実である

とすれば、今年度中に何らかの考え方が示され、

来年度１年のうちに何らかの結論を導き出さなけ

ればならないことになります。そのような状況の

中で、宗谷本線を廃線にしないために今取るべき

方策は何かについて問うのが質問の論点でありま

す。

小項目１、抜本的な改善方策について。宗谷線

アクションプラン実行委員会というところから２

０２５年１０月に事業の抜本的な改善方策の実現

に向けた実行計画検証報告書、宗谷線というもの

が出されています。これは、調査実証事業の結果

や収支の推移等をまとめたものですが、実際の抜

本的な改善方策とはどのような形式でまとめられ

るのか、ＪＲから何らかの情報を得ているのか伺

います。

また、次のようなものが抜本的な改善方策とな

り得るのか、基本的な考え方を伺います。１、廃

線、バス転換、２、上下分離。

小項目２、市民への周知について。宗谷本線が

今どのような状態にあるのか、今置かれた状況を

市民に周知することが必要であると思われます。

ひょっとすると宗谷本線がなくなるかもしれない

が、それで本当にいいのですかといったようにで

す。一般に廃線が決まった地域では、急にそんな

ことを言われても困るといった声が上がり、北の

鉄路を守ろうといった反対運動が起きるのが常で

す。しかし、廃線が決まってしまうと、反対運動

も意味を持ちません。もし万一廃線になったとし

ても、それまでの経緯を市民が十分に分かってい

ることが必要であると思われます。今できるのは、

廃線になるかもしれないという究極の状況を示し

て、宗谷本線の意味や役割を考えてもらうことで

はないでしょうか。特に今年度から来年度にかけ

ては、宗谷本線が今後どのようになる可能性があ

るのか市民に情報を提供して、理解してもらう必

要があると思います。これまで市民に対して宗谷

本線存廃に関する問題をどのように周知してきた

か、また今後どのように周知するつもりか、理事

者の考えを伺います。

小項目３、徹底した利用促進について。徹底し

た利用促進というからには、市がＪＲの利用促進

について本気度を見せる必要があるのではないで

しょうか。まず、指摘したいのは、名寄駅のホー

ムを渡る跨線橋の存在です。荷物を持って転倒し

たら非常に危険な状態であり、それを放置してお

いて、ＪＲを利用してほしいという姿勢があると

は到底感じられません。危険を解消する方策とし

て、１、エレベーターを設置する、２、構内踏切

を設置して、地上を歩くようにする、３、列車車

両の入替えにより１番線のみを使用するようにす

る等の方法が考えられます。それらについてのお

考えと検討の上、ＪＲと協議していただけるか伺
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います。

利用促進のためには、単にＪＲを利用しましょ

うとキャンペーンするのは意味がなく、ＪＲを使

えばメリットがあるというインセンティブを設け

て、ＪＲ利用に誘導することが肝要であると思わ

れます。インセンティブ、つまり利用を促進する

ような特典を設けることに関するお考えを伺いま

す。

以上で壇上からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 中畠議員から大

項目で１点御質問いただきました。私からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、宗谷本線を廃線にしないた

めに、小項目１、抜本的な改善方策についてお答

えいたします。ＪＲ宗谷本線を含む北海道内の８

線区について、令和６年３月に発出された事業の

適切かつ健全な運営に関する監督命令に基づき、

令和８年度末までに事業の抜本的な改善方策を確

実に取りまとめることとなっております。国から

発出された監督命令では、令和６年度からの３か

年でＪＲ北海道と沿線自治体、地域の関係者が引

き続き一体となって徹底した利用促進やコスト削

減などの取組を行い、あるべき交通体系に関する

徹底的な議論を行うよう指示があったところでご

ざいます。質問のありました抜本的な改善方策を

どのようにまとめていくかについては、現在ＪＲ

北海道から具体的に示されたものはなく、今後３

年間で実施した取組を検証していく中でＪＲ北海

道と沿線自治体等が協議、議論を重ねた上で示さ

れるものと考えております。また、北海道が策定

する北海道交通政策総合指針の中では、宗谷本線

は本道の骨格を構成する幹線交通ネットワークと

して、維持に向けてさらに検討を進めるとされて

おります。さらには、本市が事務局を担い、沿線

自治体など２６の自治体で構成される宗谷本線活

性化推進協議会においては、宗谷本線の維持と完

全高速化を実現することを目的として、関係機関

に対する陳情、要望活動や利便性向上を図るため

の諸活動を実施していますので、現時点で廃線に

ついての考えは持ってございません。

次に、小項目２、市民への周知についてお答え

いたします。宗谷本線活性化推進協議会において

は、名寄稚内間の高速化の実現や宗谷本線の利便

性向上、利便性促進を図るための諸活動、さらに

は必要に応じＪＲ北海道をはじめ、国などへの要

望活動を実施し、宗谷本線の維持に向けて取組を

進めているところであり、現在ＪＲ北海道から宗

谷本線の廃線に関する情報はありません。市民へ

の情報提供については、市の広報紙やホームペー

ジなどを通じて宗谷本線に関わる利用促進のほか、

必要な情報発信を行っている認識ですが、今後も

必要に応じて丁寧な情報提供に心がけていきたい

と考えております。引き続き宗谷本線の維持や高

速化などに向けた取組を実施してまいりますので、

御理解願います。

次に、小項目３、徹底した利用促進についてお

答えいたします。宗谷本線調査・実証事業協議会

では、都市間輸送の維持、強化により利用拡大を

図るとともに、沿線地域の公共交通の維持、利便

性向上を図るために必要な調査、実証事業を実施

することとされております。名寄駅の線路をまた

ぐ跨線橋へのエレベーターの設置や構内踏切の設

置については、本市や宗谷本線全体の利便性向上、

利用促進を図るために設立された協議会としてＪ

Ｒ北海道の施設である名寄駅の施設整備を実施す

ることは困難でありますが、今後も引き続きＪＲ

北海道と情報交換を行ってまいりますので、御理

解願います。なお、列車車両の入替えによる１番

線のみの使用については、利便性が確保されるよ

う本市からもＪＲ北海道には申入れをしていると

ころですが、ＪＲ北海道からは同じ時間帯での乗

降がある場合や御利用の多い特急列車を優先的に

１番ホームに乗り入れを行っている場合、異なる

ホームの使用は避けられないと伺っております。

また、ＪＲ利用に誘導するためのインセンティ
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ブを設けることについては、他の公共交通機関と

のバランスを考えると現状難しいと考えておりま

すが、先ほど申し上げた調査・実証事業協議会の

中で利用促進に向けた取組を実施してまいります

ので、御理解くださいますようお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） それでは、再質問に移

りたいと思います。

令和５年から令和７年、今年にかけて私は宗谷

本線に関しては一般質問で何回か取り上げてまい

りましたけれども、これまで宗谷本線の維持をめ

ぐってとか、宗谷本線の活性化に向けてというよ

うな大項目で質問してまいりましたけれども、今

回は意識してといいますか、意図的に宗谷本線を

廃線にしないためにという、廃線というちょっと

危機感を持たないといけないというような表現に

いたしました。それは、先ほども申しましたけれ

ども、国の改善命令により２０２６年度末には抜

本的な改善方策を取りまとめないといけないとい

う、今そういう時期に差しかかっているというこ

とで、あえて廃線にしないということで大項目に

いたしました。それで、今櫻田室長からの御答弁

で、まず廃線ということは考えていないし、ＪＲ

からも出てきていないということで、それを確認

したということで進めさせていただきたいと思い

ますけれども、まずちょっと順番が前後しますけ

れども、３番目の、小項目３の徹底した利用促進

についてということから御質問したいと思います

けれども、徹底した利用促進のために跨線橋を何

とかしてもらいたいということ、これはエレベー

ター設置というのはかなり、２億円以上お金がか

かるということで、私令和５年６月２６日の第２

回定例会でも令和５年に質問しておりますけれど

も、そのときの御答弁では名寄駅は民間企業であ

るＪＲ北海道の施設であることからも今後もＪＲ

北海道と情報交換を行ってまいりますというよう

な御答弁をいただいております。エレベーター、

確かに今の財政状況の中で２億円以上かけて設置

するということは現実的ではないと思いますので、

実現性のある方策としては、先ほど櫻田室長から

もお話の中にありましたけれども、１番線のみを

使うというのが一番実現性があるのではないかと

いうふうに考えております。現在名寄駅に発着す

る列車、名寄駅を出発する列車が２３本です。名

寄駅から北のほう、南のほうに出発する列車が２

３本、これが１日の出発する本数です。多いとは

言えないです。皆さん御存じのとおり、１時間に

１本あるかないかぐらいの頻度で発車しておりま

す。このうち１番線というのは、ホームを出てす

ぐの場所ですけれども、１番線が１４本、２番線、

２番線というのは橋を渡って左側ですけれども、

そこが５本、３番線、これは橋を渡って右側です

けれども、これが４本、合わせて２３本の列車が

……ちょっと今、失礼、到着と見間違えていまし

た。出発するのは１３本が１番線、２番線が４本、

それから３番線が５本、合わせて２２本の列車が

名寄駅を出発しているという状況であります。１

番線がやはり一番多いので、その点は便宜を図っ

てくれていると思うのですけれども、２番線から

出るのが４本、３番線から出るのが５本というの

が現状であります。それから、名寄駅に到着した

人も２番線、３番線からは橋を渡って改札を出な

ければいけませんけれども、到着するのが、名寄

駅到着、１番線が１４本、２番線が５本、３番線

が４本、合わせて２３本の列車が名寄駅に１日に

到着する列車の本数であります。この場合もやは

り１番線が１４本と一番多いという点はいいと思

うのですけれども、残り、２番線５本、３番線４

本というのが、これがどうしても橋を渡らなけれ

ば改札を出られないという状況にあります。この

ような状況の中でやりくりできないというのは、

ちょっとにわかには信じ難いというふうに申し上

げたいと思うのですけれども、これを何とか、そ

んなにあの橋を渡るというのは軽い問題ではない

というふうに認識する必要があると思います。高
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齢者が重い荷物を持って上り下りしていて、特に

冬などは雪もありますので、滑って転んで大けが

をするということも十分にあり得る。そういう状

況を放置するということは、非常に問題だと思い

ます。予算がないのであれば、できる方法で、今

のような１番線だけを使うという方向でぜひとも

これはＪＲと交渉して、実現してほしいと思うの

ですけれども、その点についてはいかがでしょう

か。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） １番線のダイヤ

を全て利便性上げるために全部使ったらいいので

はないのかという御提言ですけれども、我々もそ

ういう意識を持っておりますし、ＪＲ北海道も同

じ意識を持って、現在のダイヤとなっております。

御指摘の部分なのですけれども、幸か不幸か、名

寄駅というのは中心的な発着駅になっておりまし

て、名寄から北、名寄から南へ走っている駅と。

いわゆる分岐というか、そういった特急以外はこ

こを中心に北に南へというダイヤが組まれており

ますので、基本的に例えば旭川からの下り列車の

場合は旭川から名寄に来て、実はその車両が次の

ダイヤの折り返し車両になっているのです。なの

で、入ってきて、実はそこの次のダイヤまで停滞

する。停滞している間に次の特急が入ってきたり

ということになると、これはやっぱりよけなけれ

ばいけない。となると、やっぱり２番線、３番線

というところを活用しないと、これは名寄駅だか

らこその悩みというか、そういった意味ではＪＲ

としても現実的に１番線を使えるダイヤについて

は全て１番線を活用しての今のダイヤ編成となっ

ておりますので、そこについては我々も旭川支社

のほうに確認をしながら進めておりますので、御

理解いただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 旭川支社に確認の上、

進めているということですので、今後もぜひこれ

は、もう既に交渉といいますか、そういうお話は

されているということですけれども、何とか次１

番線のみで入替えをして、２番線、３番線がある

のですけれども、乗り降りだけは１番線でできる

ようにということでぜひとも進めていただきたい

というふうに思います。利用促進のためにも、こ

れはぜひやるべきことであると思います。

それで、利用促進という観点からですけれども、

利用促進、これまた小項目３に関わりますけれど

も、宗谷本線をどうすれば利用してもらえるのか

ということを考える上で、私もよく宗谷本線乗り

ますけれども、旭川方面に向かう列車は割と乗客

が乗っている。稚内方面に向かう列車は、印象と

しては少ないということが言えると思いますけれ

ども、それは輸送密度という数字で表されること

ありますけれども、１キロ当たりの１日平均乗車

数、輸送量、これが旭川名寄間の輸送密度は、こ

れ令和５年の数字ですけれども、１，１２０人、

それから名寄稚内間の輸送密度は令和５年度で２

５２人という、数字の上ではっきり表れておりま

すけれども、旭川名寄間の輸送密度１，１２０と

いうのもこれはこれでそんなに大きな数字ではあ

りませんけれども、印象としては随分乗っている

なという印象を受けます。よく旭川まで私ＪＲで

行きますけれども、高校生も非常に多く乗ってい

て、部活のジャンパーに大きく高校の名前が入っ

ていたりする場合がありますので、あの高校の生

徒が乗っているなというようなことでいつも見て

おりますけれども、旭川に人が集まる、ＪＲを使

ってみんな行くということですけれども、旭川に

引き寄せられて人がＪＲを使うというのは、やは

り大きなまちの魅力があるからといいますか、施

設が充実しているということが言えると思います。

旭川には、多くの高校があります。美術館、公会

堂などの文化施設もありますし、映画館などの娯

楽施設もあります。商業施設、あるいは病院とい

うものも整備されております。そういった点で、

旭川周辺のまちから旭川に人が集まるということ

も理解できるわけでありますけれども、それを名
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寄に置き換えてみてもこれは同じことが言えるの

ではないかと思います。名寄も名寄高校がありま

す。それから、北国博物館のような文化施設もあ

りますし、ＥＮ―ＲＡＹホールなどでいろいろな

コンサートなどもしょっちゅう行われています。

そういった点からすると、名寄も旭川と同じよう

な役割を果たせる、周辺地域から人を集めること

ができる、そういう役割を持っているのではない

かというふうに感じられます。ですから、そうい

うことを生かしてＪＲの利用を活性化するという

ことが必要になってくると思います。例えば名寄

高校の場合も、周辺の町村から今年度の数字をち

ょっと伺ったのですけれども、名寄高校に美深か

ら２２名、それから音威子府から２名、宗谷北線

からこれだけの生徒さんが通っている、宗谷本線

を使って。ということ、それからこれは今年度の

調査ですけれども、士別からも１８名の高校生が

名寄にＪＲを使って通っているというような現実

があります。ですから、そういった高校があると

いう点も旭川と類似したように人を集める要素を

持っていますし、商業施設も名寄にあるというこ

とを考えると、そういう点からすると名寄にもそ

ういう旭川と同じように道北地域からＪＲを使っ

て人に来てもらう、それをいかにＪＲを使って来

てもらうふうに誘導するかということが大事にな

ってくると思うのですけれども、そこでちょっと

ひとつ今年度の調査実証事業についてお伺いした

いと思うのですけれども、調査実証事業の中でサ

イクルトレインの実証運行が９月１２日に比布か

ら名寄、名寄から比布というふうに運行されてお

りますけれども、その調査実証事業の状況、どの

ような結果が出たのかという点について、サイク

ルトレインの運行についてひとつお伺いしたいと

思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 利用促進に向け

た一つということで、サイクルトレインの実証運

行というのを今回始めさせていただいたというと

ころです。実際に９月１２日１日間で、比布駅で

自転車を積み込んで、名寄駅で自転車を下ろして、

市内をサイクリングするというようなツアーの内

容でございました。定員１０名のところ２１名の

応募があったということでございますけれども、

皆さんから感想も伺っておりまして、とてもよか

ったというのが６０％、よかったというのが４０

％ということで、比較的実証の中身はよかったと

いうような評価でございます。ただ、やはり貸切

り列車によるサイクルトレインのほうがよかった

だろうというようなお話もございまして、あと料

金の部分もいただいております。そのような中身

で、ちょっと１日の１０名の御感想といったとこ

ろでの報告になります。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 申込み２１名あって、

非常に関心が高かったということは言えると思い

ますけれども、貸切り列車という点では日常的に

ほかの一般客が乗っている中での実証ではなかっ

たという点がちょっと残念だったと思いますけれ

ども、そういったことが実現可能であるというこ

とが実証されたのではないかなというふうに思い

ますけれども、例えばサイクルトレインというこ

とをせっかく実証事業で行ったのですから、今後

生かすとすれば、宗谷北線の北方面から買物に自

転車で名寄まで来てもらうということも考慮に入

れて、いわゆるママチャリで、ＪＲに自分の自転

車を乗せて、名寄駅で降りて、そこから名寄の商

業施設に自転車で向かってもらうということも非

常に利便性、利用促進にも効果があるのではない

かと思いますけれども、そういったことに関して

は何かお考えありますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 中畠議員、重ね

てこの宗谷線の質問いただいていること、その都

度私も課題提起としていつも受け止めさせていた

だいております。宗谷本線の問題は、今るる質問
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いただきましたけれども、これは中畠議員の質問

の言葉でもいろいろ出てきましたが、周辺であっ

たり、道北であったりということで、やっぱり広

域の課題ということでの取組であります。これは、

名寄市のみならず広域に影響がある課題でござい

ます。類似でいうと、例えば高規格道路の早期完

成であったりとか、国道４０号線の維持、修繕、

改善だったりとか、それから治水、川の関係、こ

れも多分同じような広域に関わる課題に対して期

成会を組織してこれまでも取り組んできておりま

す。宗谷本線に関しては旭川以北、これは離島も

含めて２６の議会を含めた自治体と経済団体では

６団体、ここにオブザーバーとして北海道も参画

する実は一番大きな組織でございます。そのよう

な広域の取組だということをぜひ御理解いただき

たいというふうに思います。

それから、そういう意味では名寄市単独で維持

に取り組もうということでは効果的にはなかなか

厳しい課題が多いのではないかなというふうに受

け止めております。今自転車のお話もありました

けれども、沿線地域としてできることというのが、

これまで実証事業のことでもやってきましたけれ

ども、例えば観光列車のおもてなしだったり、で

きることをＪＲ北海道と連携して取り組んできて

おります。この間利用の極端に少ない駅とか地域

が協力しては廃止、それから地域負担することで

管理費の縮減、時間短縮につながっているという

ふうに私たちは考えております。先ほどの１番線

のＪＲの姿勢もありましたけれども、実は名寄高

校駅を移設したときに、通常この間隔で快速列車

というのは止まらないのですけれども、ＪＲの配

慮で普通列車と快速列車、特急以外全て名寄高校

駅へも停車していただける、こんな取組も自発的

に行っていただいております。そんなこと踏まえ

て、いろいろるる御提案ありますけれども、活性

化協議会で同じ方向向いて、足並みそろえてＪＲ

とも連携して引き続き取り組んでいくということ

が重要と考えております。そして、そのことで持

続可能な鉄路を目指していきたいということであ

りますので、今申し上げたとおり、非常に大きな

組織の中で意思決定をして、事業を実施してきて

おりますので、ここで議論というよりは、ここで

その取組を報告することは我々できますけれども、

ここで具体的な議論についてはちょっとふさわし

くないというふうに私は受け止めておりますので、

提案がございましたらしっかりとここで受け止め

させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 提案は受け止めさせて

もらうというようなお話でしたので、さらに提案

になりますけれども、先ほどのサイクルトレイン

にいわゆるママチャリを載せて、買物に名寄まで

来るという、これは名寄の商業施設がちゃんとあ

るということで、そこに魅力があって、来てもら

えるのではないかというのが基本的な考えになっ

ています。それで、具体的に、これも具体的な提

案になってくるのですけれども、美深、音威子府

方面からそういった形で名寄に買物に来るという

場合に８時４６分名寄着の列車で来て、買物を済

ませて、１４時５９分名寄発の稚内行きの列車で

帰る、あるいは１４時１７分名寄着の列車で来て、

ちょっと時間が少ないですけれども、１６時３９

分の音威子府行きの列車で帰るというようなこと

が考えられますけれども、これいずれも現在の発

着のホームが３番とか２番になっていて、非常に

自転車でまた橋を渡らなければいけないというよ

うな問題が生じますので、これにもリンクしてき

ますけれども、ぜひとも１番線で乗り降り、自転

車も乗り降りできるということは、お年寄りとか

体の不自由な方にとっても乗り降りしやすいとい

うことになりますので、ぜひともこれ１番線に集

約していただいて、利用促進ということであれば

美深、音威子府から名寄に自転車で買物に来てく

れる人にＹｏｒｏｃａポイント、例えば片道分、

美深だと５８０円、音威子府ですと１，３８０円、
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片道のポイントをつけたＹｏｒｏｃａをお渡しし

て、それで名寄で買物してもらうというような、

そういったことで利用促進、これは先ほどの小項

目３にありますインセンティブの一つになります

けれども、そういった形でぜひともそういう人が

何か目的を持って移動する、そのときにＪＲを使

ってもらうというＪＲを使いやすいような、しか

もＪＲでないと、自転車なんてバスでは運べませ

んので、ＪＲに自転車を載せて、買物に来てもら

うというような、そういったことが可能になるよ

うなことをぜひとも考えていただきたいというふ

うに思います。何かお考えありましたら、お伺い

したいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 意見として受け

止めさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） お聞きいただいたとい

うことですので、実証事業を生かして、ぜひとも

次につなげていただければいいと思います。

もう一つ、最後に先ほど石橋部長がおっしゃっ

た名寄市だけではなくて、活性化推進協議会、あ

るいは調査・実証事業協議会が各自治体まとまっ

ておかなければいけないということ、それはその

とおりだと思いますけれども、先ほど壇上からも

申しましたけれども、名寄市が本気度を示すとい

うこと、これは非常に大事だと思います。両協議

会の事務局が名寄市でありまして、加藤市長が大

きな役割を果たしているということを考えますと、

ぜひとも名寄が中心になってＪＲの利用促進をす

るということ、その本気度を見せるということを

考えていただきたいと思うのですけれども、最後

になりますけれども、市長のお考えをお伺いした

いと思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 様々な御提言ありがとう

ございました。先ほど石橋部長からもお話ありま

したけれども、協議会は２６の自治体で構成され

ておりまして、いつも確認はしているのですけれ

ども、我々としては基本的にはこの宗谷本線を残

していく、そのことを前提にできることは全部や

っていこうというようなスタンスで、これまでも

様々な実証事業だとか、それぞれの自治体ででき

ること、あるいは沿線で取り組むこと、そんなこ

ともやってきたし、加えてコスト削減のためにそ

れぞれの利用の少ない駅を自治体で管理をしたり

だとか、場合によっては廃駅となることに関して

も地域の皆さんの御理解もいただきながらそれを

受け入れてきたという苦渋の、身を切るというか、

そうした思いもほかのいろんな北海道内の線区の

中では先駆的に率先してやってきているというふ

うに自負もしているところであります。今後とも

ＪＲ北海道、あるいは広域の交通行政を担う北海

道庁、さらには国と、しっかりと我々が言うべき

ことは言って、やるべきことをやっていきたいと

いうふうに思います。私が一貫して言っているの

は、いろんな利用促進はそれはやるのは当然必要

だと。しかし、線区の収支を考えるとそれは本当

に微々たるものであって、基本的にはやっぱり国

や、あるいは北海道の絶対的な支援がなければこ

れは維持できないというふうに考えております。

我々は、この線区は北海道あるいは全国、日本を

見ても背骨の幹線であって、ここをなくすという

ことは、国を守るという意味でもこれはなくして

はいけないということを一貫して申しておりまし

て、改めてそのために今後とも協議会等、広域で

の皆さんとも連携をしながらしっかりと運動を続

けてまいりたいというふうに思っておりますので、

引き続き議員にも御指導、お力添えいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） ぜひとも加藤市長には

今後とも宗谷本線を廃線にしないという意思の下

に奮闘をお願いしたいと思います。それで、でき

れば、先ほどの議論との関わりでは広報なよろが

新しくなりましたけれども、何月号か分かりませ
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んけれども、もう名寄駅で跨線橋を渡らなくても

済みますから、ぜひＪＲをたくさん利用してくだ

さいというように加藤市長のメッセージが載るこ

とを私夢見ておりますので、ぜひともお願いした

いと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 以上で中畠孝幸議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ 議案第３３

号 工事請負契約の変更についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３３号 工事請負

契約の変更について、提案の理由を申し上げます。

特別養護老人ホームしらかばハイツ等施設改修

工事（建築工事）は、令和７年５月１３日に中舘

・近藤特定建設工事共同企業体と２億９，３７０

万円で工事請負契約を締結し、現在施工中でござ

います。本件は、既存材料の劣化状況に対応する

ため屋根改修に補強材を追加をし、施設内装及び

外装改修の仕様や施工範囲などを見直したもので、

これらの部分の設計数量が増減したことにより契

約金額に変更が生じたため、既存の契約金額に２

７０万６，０００円を加え、２億９，６４０万６，

０００円で当該企業体と変更契約を締結しようと

するものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 議案第３４

号 名寄市議会政務活動費の特例に関する条例の

制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

遠藤隆男議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 議案第３４号 名寄

市議会政務活動費の特例に関する条例の制定につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、本市における現下の厳しい財政状況を

鑑み、議会としても市民の負託を受けて活動して

いる立場として議員一人一人が自己規律を持ち、

財政改善に向けて具体的な行動を取ることにより

市民の負担を少しでも軽減し、本市が直面してい

る困難を乗り越えるための一助になるものと認識

し、令和８年４月以降の今任期中における政務活

動費を交付しないこととする特例条例を制定しよ

うとするものです。

以上、提案の理由とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

本件は、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採

決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第５ 意見書案第

１号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批

准を求める意見書、意見書案第２号 ＯＴＣ類似

薬の保険給付の在り方の見直しについて慎重審議

を行うことを求める意見書、意見書案第３号 食

料・農業・農村政策確立に関する予算の拡充等を

求める意見書、以上３件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外２件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 報告第１号

例月出納検査報告についてを議題といたします。

本件については、報告書が配付されております

ので、これをもって御了承をお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。配付いたしました各委員長

からの申出のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 委員の派遣

報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

厚生文教常任委員会、高橋伸典委員長。

〇厚生文教常任委員長（高橋伸典議員） 厚生文

教常任委員会の行政視察について報告をいたしま

す。

名寄市において人口減少が進み、とりわけ高齢

化率は上昇の一途をたどっています。当委員会で

は、高齢者福祉の増進をテーマとして、高齢者が

活躍できる取組や包括的な支援体制の先進地であ

る東京都稲城市、神奈川県綾瀬市、神奈川県鎌倉

市の取組について視察を行いました。稲城市では、

介護支援ボランティア制度を実施しています。同

事業は、高齢者が社会活動に参加することで介護

予防に資することを目的とし、介護支援ボランテ

ィア活動に参加した方へ特典を付与する事業とな

っています。ボランティア活動に参加することで

スタンプ押印をもらい、最大５，０００円の交付

金を受け取ることで実質的な介護保険料負担の軽

減につながります。財源は国、都、市で半分、残

りを保険料で賄っています。ボランティアの内容

は様々で、介護施設で入居者の方の話し相手にな

ることや配膳の手伝いなど誰でも気軽に取り組め

る内容が中心となっており、特徴的な取組がメデ

ィアで取り上げられてからは市民理解も進み、受

入れを希望する施設も増加しているほか、参加者

も一定程度確保ができています。参加者アンケー

トによると、活動に参加したことで生活に張り合

いが出てきた、健康になったなどよい影響があっ

たとの回答が８割を超え、主観的健康感では大き

な効果が現れており、実際に令和５年における要

介護２以上の６５歳健康寿命では男性で東京都内

４位、女性は１位となっています。ボランティア

活動で年間最大５，０００円の介護保険料負担を

実質的に軽減する取組は、ボランティア参加の動
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機づけとして有効であり、本市においても普及が

可能になる事業だと感じており、新たな知見を得

ることができました。

綾瀬市では、いつまでも生きがいを持って活動

できる地域社会の実現を目指し、アクティブ・シ

ニア応援窓口を設置しています。綾瀬市は市内に

駅がなく、ハローワークまで交通が不便であるこ

と等の理由から、市役所１階にハローワークの出

先機関を開設していた経緯があり、平成２７年か

ら就労支援を目的とした窓口として開設されまし

た。翌年には就労支援だけでなく、社会参加とし

ての窓口として機能を強化、以後仲間づくりやス

キルアップセミナー、スマホ教室等を適時に開催

しています。同窓口の開設により高齢者でも働き

たい方と求人のマッチングはもちろん、独自の求

人先を開拓することで６割を超えるマッチング率

となっており、働きたい高齢者の大きな受皿とな

っています。また、地域活動やボランティア、サ

ークル等、社会参加の窓口としての機能も兼ね備

えており、令和６年度には約１万３，０００人の

来場者を記録した上、マッチング率は９８％以上

とほぼ全ての方が希望する活動に参加できたこと

は、同事業の特筆すべき点と言えます。ハローワ

ークの出先機関でもあるジョブスポットあやせと

も連携し、長期の働き口の紹介はもちろん、短期

間のアルバイトなど幅広くあっせんが可能である

点、セカンドキャリア形成を含めたライフプラン

ニングのセミナーを開催するなど生涯にわたって

相談事が可能な窓口として機能しています。昨今

の人口減少など社会変化に伴い、就労先の新規開

拓や来場者増加に向けた取組段階に至っているこ

とが課題であるとして、御教唆をいただくことも

できました。活動する高齢者を増やすことで、人

材確保にあえぐ市内経済の循環を図ること、稲城

市と同様に高齢者の社会参加を推進することで生

きがいとなり、介護給付の抑制につながる大きな

興味深い事業でありました。本来は、社会教育担

当が所管する趣味のサークルに関する情報提供と

就労関係の相談をワンストップ化することで利用

者の利便性が高められており、本市においても福

祉分野のみならず労働、教育の部分が連携した施

策展開の必要性があるのではないか、参考とする

部分の多い視察となりました。

鎌倉市では、重層的支援体制整備事業が展開さ

れており、庁内の部署を横断した支援体制が取ら

れています。日本有数の観光都市である鎌倉市で

は、市民による行政参画の意識が高く、困り事が

ある人もそうでない人も同じように活躍できるま

ちづくりを推進しています。鎌倉市では、平成３

１年に共生社会の実現を目指す条例を制定、縦割

りになりがちな高齢者や障がい者の支援を重層的

に捉え、相談者本人の直接的な問題だけでなく、

その背景となる家庭環境や社会環境などから課題

を関係部署と共有し、根本的な解決を目指す取組

と言えます。鎌倉市において独居老人が増えてい

る背景であり、独居だと社会とつながりが希薄に

なり、あっという間に社会から孤立してしまう危

険性が高まっています。このことから、これまで

以上に社会に参加する具体的な支援が必要であり、

その目指すところは誰でも安心して自分らしく暮

らせるまちづくりとなりますが、サポート役とな

る担い手が減少していることも事実であるほか、

問題の複合化が課題であります。これまで相談支

援体制では窓口まで直接訪れ、口頭で説明するこ

とが可能な方が問題として取り上げられてきまし

たが、窓口まで届けられない、相談する人がいな

い、そういう方々にこそ重層支援体制の力を発揮

します。具体的な取組として、包括的相談支援、

多機関協働、アウトリーチ継続的支援、参加支援、

地域づくりの５つの事業が挙げられます。例えば

子供が家庭環境について学校で相談を受ける、あ

るいは担当の先生が気づいた場合などは教育部か

ら課題が課長級会議で共有されます。共有された

課題は関係部署それぞれが対応に当たり、必要で

あれば玄関先まで出向いた対応を行うほか、官民

連携での見守り体制や交流機会の提供体制の拡充

令和７年１２月１０日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号
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が出口対策となります。出口対策となる官民連携

の地域づくりプラットフォームとしては、社会福

祉協議会、ＮＰＯ法人、行政、福祉法人の４者が

連携し、取組を進めています。重層的支援体制を

整備することで、多様な支援体制の構築と居場所

づくりを並行して推進することが可能となり、地

域ぐるみのセーフティーネットが完成すると説明

をいただきました。この鎌倉市の特徴的な事業は、

まちづくりの中長期的な観点になり得ること、そ

して成果は即効的、局所的なものではなく、地域

住民と同じ目線に立って継続して取り組むことで、

絶え間ない進化が求められる事業であると感じま

した。名寄市においても高齢化社会の来訪と同時

に高齢者の孤立、孤独が問題となるほか、複合的

な課題解決に向けたまちづくりの手段としての重

層支援体制整備に向けて、十分検討に値するもの

と思います。

今回の視察を通じ、高齢者の置かれた環境を改

善することで経済活動が活発になること、社会で

活躍することは給付金の削減につながる、健康寿

命の延伸に寄与すること、そのためには官民の区

別なく多様かつ長期的な目線でのまちづくりが重

要であると改めて学ぶ貴重な機会となり、大変多

くの知見を得ることができました。今後も全ての

市民福祉が向上できるよう取り組んでいく考えで

あります。

以上、厚生文教常任委員会の視察報告といたし

ます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和７年第４回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ０時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 谷 聡

署名議員 高 橋 伸 典

令和７年１２月１０日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和７年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 令和８年度予算編成に向けて

（Ｐ １８） (1) 令和８年度予算編成の基本的な考え方について

(2) 行財政改革の具体的な施策推進に向けて

(3) 集中的重点事項の具体的な施策について

２ 名寄市総合計画（第３次）策定に向けて

(1) 名寄市総合計画（第２次）後期計画の進捗状況について

(2) 名寄市総合計画（第３次）策定の基本姿勢の考え方について

(3) 次期市長選挙出馬の考え方について

２ 遠 藤 隆 男 １ 地域福祉の推進について

（Ｐ ２８） (1) 就労選択支援の進め方について

(2) 地域連携推進会議の現状と課題等について

(3) 成年後見センターの支援体制及び現状と課題について

３ 高 橋 伸 典 １ 暮らしを守り抜く支援策について

（Ｐ ３７） (1) 本市の現状と物価高騰の影響について

(2) 重点支援地方交付金について

(3) 緊急支援の取り組みについて

２ ヤングケアラー等への支援の推進について

(1) 相談窓口の設置と家事支援体制の整備の必要性について

３ 安全安心な冬の道路環境について

(1) 安全対策と除排雪体制の取り組みについて

４ 水 間 健 詞 １ 市職員の兼業について

（Ｐ ４５） (1) 名寄市職員の兼業に関するルールの現状について

(2) 今後どうあるべきかについて

５ 谷 聡 １ 行財政改革の推進について

（Ｐ ５２） (1) 職員数の数値目標と働き方改革について

令 和 ７ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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(2) 事業の「選択と集中」による財政自治の原則遵守について

(3) 第２次名寄市行財政改革推進基本計画の基本的な考え方について

６ 山 崎 真由美 １ 子育て環境日本一を目指して

（Ｐ ６１） (1) 多様なニーズに対応した保育等の充実について

(2) 「こども誰でも通園制度」による具体的な取組について

(3) 地域で支えるファミリー・サポート・センター事業について

(4) 子どもの遊び場環境について

①にこにこらんどの利用について

②居心地の良い授乳室について

２ 中心市街地活性化の取組について

(1) 駅前通りに人の流れを創り出す取組について

(2) 空き店舗の活用について

(3) 「ベンチプロジェクト」について

７ 川 村 幸 栄 １ 令和８年度予算編成にかかわって

（Ｐ ７３） (1) 「出を量り、入るを制する」ことについて

(2) ＤＸの強力な推進について

(3) 行政における人材不足に対する考え方について

(4) 「大学の力を活用したまちづくり」を目指すことについて

８ 高 野 美枝子 １ 令和８年度予算編成について

（Ｐ ８７） (1) 予算編成の考え方と重点施策について

(2) 財政の健全化について

２ 名寄市の課題について

(1) 人口減少、少子化対策について

(2) 公共施設について

(3) 公共交通について

(4) 協働のまちづくりについて

９ 中 畠 孝 幸 １ 宗谷本線を廃線にしないために

（Ｐ ９８） (1) 抜本的な改善方策について

(2) 市民への周知について

(3) 徹底した利用促進について
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令和７年第４回名寄市議会定例会議決結果表

令和７年１１月２７日～令和７年１２月１０日 １４日間

本会議時間数 ８時間４２分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市乳児等通園支援事業の設備及び運営に ― ― 7.11.27
第 １ 号

関する基準を定める条例の制定について ― ― 原 案 可 決

名寄市情報通信技術を活用した行政の推進等 ― ― 7.11.27
第 ２ 号

に関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 7.11.27
第 ３ 号 名寄市印鑑条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市ピヤシリスキー場条例の一部改正につ ― ― 7.11.27
第 ４ 号

いて ― ― 原 案 可 決

名寄市ふうれん望湖台自然公園条例の一部改 ― ― 7.11.27
第 ５ 号

正について ― ― 原 案 可 決

― ― 7.11.27
第 ６ 号 名寄市都市公園条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市総合福祉センター条例の一部改正につ ― ― 7.11.27
第 ７ 号

いて ― ― 原 案 可 決

― ― 7.11.27
第 ８ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 7.11.27
第 ９ 号 名寄市博物館条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運 ― ― 7.11.27

第 １ ０ 号 営に関する基準を定める条例の一部改正につ ― ― 原 案 可 決

いて

名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保 ― ― 7.11.27

第 １ １ 号 育事業の運営に関する基準を定める条例の一 ― ― 原 案 可 決

部改正について

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 ― ― 7.11.27
第 １ ２ 号

する基準を定める条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市在宅老人デイサービスセンター条例の ― ― 7.11.27
第 １ ３ 号

一部改正について ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市スポーツ ― ― 7.11.27
第 １ ４ 号

施設） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

指定管理者の指定について（名寄ピヤシリス ― ― 7.11.27

第 １ ５ 号 キー場、名寄市ピヤシリシャンツェ、体育セ ― ― 原 案 可 決

ンターピヤシリ・フォレスト）

指定管理者の指定について（名寄市大橋地区 ― ― 7.11.27
第 １ ６ 号

コミュニティセンター） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市ゆきわら ― ― 7.11.27
第 １ ７ 号

べ雪冷貯蔵施設） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市風連農産 ― ― 7.11.27
第 １ ８ 号

物出荷調整利雪施設） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市東部地区 ― ― 7.11.27
第 １ ９ 号

集落センター） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市西部地区 ― ― 7.11.27
第 ２ ０ 号

集落センター） ― ― 原 案 可 決

― ― 7.11.27
第 ２ １ 号 和解について

― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 7.11.27
第 ２ ２ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 7.11.27
第 ２ ３ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 7.11.27
第 ２ ４ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市水道事業会計補正予算（第 ― ― 7.11.27
第 ２ ５ 号

１号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市下水道事業会計補正予算 ― ― 7.11.27
第 ２ ６ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に ― ― 7.11.27
第 ２ ７ 号

関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市パートタイム会計年度任用職員の報 ― ― 7.11.27

第 ２ ８ 号 酬、手当及び費用弁償に関する条例の一部改 ― ― 原 案 可 決

正について

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一 ― ― 7.11.27
第 ２ ９ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ ― ― 7.11.27

第 ３ ０ 号 の他の勤務条件に関する条例の一部改正につ ― ― 原 案 可 決

いて

名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に ― ― 7.11.27
第 ３ 1 号

ついて ― ― 原 案 可 決

名寄市フルタイム会計年度任用職員の給与に ― ― 7.11.27
第 ３ ２ 号

関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 7.12.10
第 ３ ３ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

名寄市議会政務活動費の特例に関する条例の ― ― 7.12.10
第 ３ ４ 号

制定について ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 7.12.10
例月出納検査報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

諮 問 ― ― 7.11.27
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 １ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准 ― ― 7.12.10

第 １ 号 を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ＯＴＣ類似薬の保険給付の在り方の見直しに ― ― 7.12.10

第 ２ 号 ついて慎重審議を行うことを求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 食料・農業・農村政策確立に関する予算の拡 ― ― 7.12.10

第 ３ 号 充等を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 7.12.10
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 7.12.10
委員の派遣報告

― ― 報 告 済
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